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一
　
は
じ
め
に

　
法
隆
寺
金
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
﹁
銅
造
薬
師
如
来
坐
像
﹂
が
一
九
五
二
年

三
月
二
十
九
日
︑﹁
国
宝
﹂

（
1
）

に
指
定
さ
れ
た
︒
国
宝
の
一
部
と
し
て
の
光
背
銘

に
つ
い
て
は
︑
つ
と
に
﹁
国
史
上
最
も
著
明
で
あ
り
最
も
貴
重
な
金
石
文
で
あ

る
﹂

（
2
）

と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
︒
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館

（
編
）﹃
飛
鳥
・
白
鳳
の
在
銘
金
銅
仏
﹄

（
3
）

の
整
理
を
見
る
と
︑
大
写
し
の
写
真
と

と
も
に
︑
光
背
銘
の
テ
ク
ス
ト
に
1
か
ら
90
ま
で
の
番
号
が
付
け
て
あ
る
︒
Ｌ

Ｅ
Ｄ
照
明
が
設
置
さ
れ
て
金
網
の
外
か
ら
眺
め
易
く
な
っ
た
と
は
い
え
︑
金
堂

内
部
は
現
在
一
般
的
に
撮
影
禁
止
の
た
め
︑
銘
文
を
論
じ
る
際
に
は
こ
の
奈
文

研
が
整
備
し
た
ア
ル
バ
ム
を
基
本
的
な
一
次
資
料
と
し
て
珍
重
す
べ
き
で
あ
る
︒

法
隆
よ
り
論
文
末
へ
の
転
載
を
許
可
い
た
だ
い
た
︒

　
本
銘
の
文
体
に
つ
い
て
は
︑
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
諸
説
が
複
雑
多
岐

に
わ
た
る
諸
説
が
あ
る
︒
ま
ず
︑﹃
日
本
文
学
史
﹄
の
記
述
を
中
心
に
振
り

返
っ
て
み
よ
う
︒

　
三
上
参
次
（
他
著
）﹃
日
本
文
学
史
　
上
﹄

（
4
）

に
よ
る
と
︑﹁
法
隆
寺
（
略
）
薬

師
像
の
仏
背
の
銘
︑
釈
迦
仏
銅
像
の
銘
等
あ
れ
ど
も
︑
一
つ
と
し
て
漢
文
体
な

ら
ざ
る
は
な
し
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
最
初
の
文
学
史
に
お
い
て
︑

﹁
漢
文
体
﹂
だ
と
い
う
認
定
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
正
格
か
破
格
か
︑
詳
し
く
明

言
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
三
上
参
次
（
他
著
）﹃
刪
定
日
本
文
学
小
史
﹄

（
5
）

に
到
っ

て
︑
次
の
よ
う
な
叙
述
が
現
れ
た
︒

法
隆
寺
薬
師
仏
光
背
銘
新
論

頼ら
い

　
衍え
ん

宏こ
う
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我
が
国
人
の
漢
字
を
用
ふ
る
こ
と
も
︑
や
ゝ
自
由
に
な
り
し
か
ば
︑
之
を

も
つ
て
国
語
を
書
き
あ
ら
は
さ
ん
と
試
み
る
者
も
︑
漸
く
出
で
き
た
る
に

至
れ
り
︒
即
ち
推
古
天
皇
の
十
五
年
に
作
ら
れ
た
る
︑
法
隆
寺
金
堂
の
薬

師
仏
背
後
の
文
は
︑
実
に
左
の
ご
と
き
も
の
な
り
︒

　
そ
こ
に
新
た
に
訓
点
を
入
れ
て
︑
よ
り
日
本
語
色
の
強
い
漢
文
体
に
す
る
と

い
う
力
点
の
移
動
が
あ
っ
た
︒

　
武
島
又
次
郎
（
述
）﹃
日
本
文
学
史
﹄

（
6
）

は
︑﹁
一
見
漢
文
風
に
は
し
る
し
た
れ

ど
も
文
字
の
つ
ゞ
け
ざ
ま
︑
す
べ
て
国
文
脈
に
か
よ
ひ
わ
か
国
ぶ
り
に
読
ま
す

る
や
う
も
の
し
た
る
あ
と
あ
れ
ば
︑
こ
は
思
ふ
に
漢
字
を
借
り
て
わ
が
国
語
を

あ
ら
は
し
た
る
も
の
な
ら
む
﹂
と
し
て
い
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
外
見
上
は
漢
文

で
は
あ
る
が
実
質
上
は
日
本
語
だ
と
す
る
説
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑

白
川
静
﹃
漢
字
百
話
﹄

（
7
）

に
は
﹁
明
ら
か
に
訓
読
さ
れ
て
い
る
漢
文
体
の
文
で
あ

る
﹂︑﹁
漢
字
を
つ
ら
ね
た
文
で
あ
る
が
︑
治
の
字
の
位
置
や
︑
労
・
賜
の
訓
な

ど
︑
構
文
も
用
字
法
も
す
べ
て
国
語
で
あ
る
﹂
と
い
う
説
明
が
あ
る
︒﹁
漢
文

体
﹂
の
前
提
に
﹁
訓
読
﹂
が
あ
る
た
め
︑
実
質
上
日
本
語
な
の
だ
と
い
う
の
は

武
島
と
同
様
と
い
え
る
︒

　
萩
野
由
之
﹃
日
本
文
学
史
﹄

（
8
）

を
見
る
と
︑﹁
和
漢
混
交
躰
の
文
﹂
の
見
出
し

の
も
と
に
︑﹁
漢
文
と
も
つ
か
ず
︑
国
文
と
も
つ
か
ぬ
︑
一
種
の
混
交
躰
の
文

を
作
り
た
り
し
な
り
﹂
と
い
う
定
義
と
と
も
に
︑
本
銘
の
全
文
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
︒

　
こ
の
点
に
お
け
る
戦
後
の
文
学
史
の
矛
盾
は
︑
有
精
堂
編
集
部
（
編
）﹃
時

代
別
日
本
文
学
史
事
典
　
上
代
編
﹄
に
︑
次
の
よ
う
に
三
箇
所
に
要
約
し
て
記

さ
れ
て
い
る
︒

　
①
林
勉
﹁
文
字
と
表
記
﹂

（
9
）

の
指
摘
に
よ
る
と
︑﹁﹁
大お
ほ

御み

﹂﹁
賜
た
ま
ふ

﹂﹁
奉
ま
つ
る

﹂
の
敬

語
︑﹁
欲
﹂﹁
詔
﹂
の
語
序
や
位
置
な
ど
は
明
ら
か
に
漢
文
体
に
な
い
﹂
と
あ
る
︒

敬
語
（
接
頭
辞
と
補
助
動
詞
）
と
シ
ン
タ
ク
ス
を
指
標
に
し
つ
つ
武
島
の
説
を

深
化
さ
せ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
②
小
谷
博
泰
﹁
金
石
文
・
古
文
書
・
木
簡
﹂

（
10
）

は
前
掲
林
論
文
と
同
書
に
収
録

さ
れ
て
い
る
一
章
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
助
字
﹁
於
・
与
・
而
・
者
﹂
な
ど
を

日
本
語
の
助
詞
﹁
を
・
と
・
て
・
は
﹂
な
ど
に
当
て
て
︑
漢
文
な
ら
不
要
の
所

に
し
い
て
使
い
︑﹁
大
御
﹂﹁
賜
﹂﹁
坐
﹂
な
ど
を
日
本
語
の
敬
語
を
表
わ
す
の

に
使
う
な
ど
︑
い
わ
ゆ
る
和
化
漢
文
の
典
型
的
な
例
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
い
う

説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
︒
敬
語
な
ど
を
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
す
る
点
は
林
と
一
致

し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
毛
利
正
守
﹁
文
字
に
よ
る
文
学
﹂

（
11
）

も
﹁
敬け
い

護
〘
マ
マ
〙︹

譲
︺

語
の
使
用
や
語
序
の
和
習
化
が
著
し
い
﹂
と
し
つ
つ
﹁
和
化
漢
文
体
と
な
っ
て

い
る
﹂
と
し
て
い
る
︒﹁
和
化
漢
文
﹂
説
は
二
つ
の
文
学
史
に
記
さ
れ
て
い
る

た
め
︑
時
代
の
主
流
と
い
え
る
︒

　
③
波
戸
岡
旭
﹁
漢
詩
文
と
詩
学
・
詩
論
﹂

（
12
）

は
本
銘
を
﹁
名
文
と
称
す
べ
き
正

格
の
漢
文
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒

　
次
に
︑
金
石
文
研
究
の
第
一
人
者（

13
）

の
見
解
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
本
銘
に
つ
い
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て
︑
東
野
治
之（

14
）

は
﹁
文
章
は
宣
命
と
同
様
の
和
文
体
﹂
と
い
う
認
定
を
示
し
て

い
る
︒
戦
後
︑
優
勢
だ
っ
た
﹁
和
化
漢
文
体
﹂
説
よ
り
一
歩
進
め
︑
武
島
の

﹃
日
本
文
学
史
﹄
を
深
化
さ
せ
て
純
粋
な
﹁
和
文
体
﹂
を
見
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
本
銘
は
純
漢
文
で
読
み
解
こ
う
と
し
た
も
の
の
漢
文

で
は
な
い
と
す
る
結
果
が
得
ら
れ
た
︑
と
各
分
野
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
築
島
裕
﹃
国
語
学
要
説
﹄

（
15
）

の
﹁
こ
れ
は
ど
う

見
て
も
純
粋
の
漢
文
と
は
見
ら
れ
ず
︑
日
本
語
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
予
想

し
つ
ゝ
︑
表
記
し
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
﹂
と
い
う
説
明
が
早
期
の
一

例
と
い
え
る
︒
小
島
憲
之（

16
）

の
﹁
全
体
と
し
て
日
本
語
と
し
て
訓
ま
れ
る
こ
と
を

予
想
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
︑
中
国
人
か
ら
み
れ
ば
︑
異
様
な
文
体
を
も

つ
﹂
と
す
る
観
点
も
非
純
漢
文
路
線
を
強
固
な
も
の
に
し
て
い
る
︒
東
野
の

﹁
和
文
﹂

（
17
）

説
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
前
に
︑
語
学
と
文
学
研
究
の
大
家
か

ら
漢
文
に
あ
ら
ず
と
す
る
発
言
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
し
か
る
べ
き
後
ろ
楯
と
し

て
支
え
て
い
る
よ
う
に
見
て
取
れ
る
︒

　
こ
こ
に
至
る
と
︑
本
銘
の
文
体
は
﹁
和
化
漢
文
﹂

（
18
）

説
か
︑
金
石
文
研
究
の
権

威
者
の
﹁
和
文
﹂
説
か
︑
は
た
ま
た
別
種
の
﹁
漢
文
﹂
説
か
︑
俄
か
に
決
し
難

い
の
が
現
状
で
あ
る
︒

 

二
　
非
漢
文
体
の
疑
問
点

　
本
銘
の
文
体
を
議
論
す
る
際
に
優
先
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
な
の
は
︑

管
見
に
よ
る
と
春
日
政
治
﹃
仮
名
発
達
史
序
説
﹄

（
19
）

で
あ
ろ
う
︒
春
日
は
本
銘
の

﹁
和
化
し
た
点
﹂
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

一
︑
措
辞
法
の
異
な
る
こ
と
︒

二
︑
助
辞
（
助
詞
・
助
動
詞
・
活
用
語
尾
）
を
以
て
実
辞
を
連
ね
る
こ
と
︒

三
︑
敬
譲
語
の
多
い
こ
と
︒

　
そ
の
う
え
で
︑
次
の
よ
う
に
圏
点
を
付
け
て
い
る
︒

池
邊
大
宮
治
天
下
天
皇
︑
大
御
8

8

身
勞
賜8

時
︑
歲
次
丙
午
年
︑
召
於8

大
王
天

皇
與8

太
子
而8

︑
誓
願
賜8

︑
我
大
御
病
太
平
欲
坐
8

8

故
︑
將
造
寺
藥
師
像
作8

仕

奉
詔
8

8

︑
然
當
時
崩
賜8

︑
造
不
堪
者

8

8

8

︑
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
及
東

宮
聖
王
︑
大
命
受
賜
8

8

而
︑
歲
次
丁
卯
年
仕
奉8

　
そ
し
て
︑
春
日
政
治
は
﹁
上
代
文
体
の
研
究
﹂

（
20
）

で
以
下
の
よ
う
に
極
言
し
て

い
る
︒其

の
如
何
に
漢
文
に
な
い
語
序
︑
国
語
風
に
助
辞
（
漢
文
の
助
辞
の
ま
ゝ

で
は
あ
る
が
）
の
多
用
︑
更
に
敬
語
法
の
目
立
つ
て
ゐ
る
か
を
見
る
で
あ

ら
う
︒
漢
文
の
崩
壊
も
此
に
到
れ
ば
︑
国
語
風
に
読
む
に
容
易
と
な
る
の

で
あ
る
︒
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そ
の
和
化
三
点
説
を
受
け
止
め
て
︑
さ
ら
に
詳
述
し
た
の
は
徳
光
久
也
﹃
上

代
日
本
文
章
史
﹄

（
21
）

で
あ
る
︒
そ
の
要
点
を
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
お
く
︒（
圏

点
原
著
者
）

　
一
︑
措
辞
法
：
語
順
が
漢
文
流
で
な
く
国
語
流
の
と
こ
ろ
が
か
な
り
目

に
つ
く
︒
我
大
御
病
（﹁
太
﹂
欠
字
の
ま
ま
）
平
欲8

坐
故
の
欲8

字
の
位
地
〘
マ
マ
〙は
︑

我
欲8

︙
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
藥
師
像
作8

仕
奉
詔
8

8

の
作8

︑
奉8

︑
詔8

の
語
の
位
置
も
国
語
流
で
あ
つ
て
︑
漢
文
流
で
は
詔
奉
作
仕
藥
師
像
で
あ

る
︒
造
不
堪
者
も
不
堪
造
者
で
あ
り
︑
大
命
受
賜
而
は
受
賜
大
命
而
︑
仕

奉
は
奉
仕
と
な
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
つ
て
み
れ
ば
︑
漢
文
の
様
式

で
は
あ
る
が
︑
語
順
は
全
く
国
語
の
様
式
に
よ
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

　
二
︑
助
辞
：
召
於
大
王
天
皇
與
太
子
而
︙
︙
の
於
︑
與
︑
而
︑
造
不
堪

者
の
者
が
目
に
つ
く
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
も
漢
文
流
の
助
辞
の
用
法

を
踏
ま
え
た
国
語
風
の
応
用
で
︑
ヲ
︑
ト
︑
テ
︑
バ
の
意
味
に
用
い
よ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
三
︑
敬
譲
語
：
用
言
と
し
て
は
︑
勞
賜8

　
誓
願
賜8

　
大
〘
マ
マ
〙平
欲
坐8

故
　
作

仕
奉
8

8

　
崩
賜8

　
受
賜8

　
仕
奉
8

8

な
ど
で
あ
る
が
︑
賜
︑
坐
︑
仕
奉
な
ど
の
敬

語
を
︑
明
白
に
表
わ
し
た
こ
と
は
︑
漢
文
意
識
を
喪
失
し
た
も
の
と
も
見

ら
れ
る
か
ら
︑
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
︑
正
し
く
国
文
の
範
疇
内
の
も
の

で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒（
略
）
体
言
に
関
す
る
敬
語
は
︑
大
御
8

8

身
　
大
御
8

8

病
な
ど
が
国
語
的
表
現
を
伝
え
て
い
る
︒

　
徳
光
の
﹁
漢
文
意
識
を
喪
失
﹂
と
は
︑
春
日
の
﹁
漢
文
の
崩
壊
﹂
を
敷ふ

衍え
ん

し

た
結
果
だ
ろ
う
︒
他
方
︑
小
島
憲
之
﹁
金
石
文
の
文
学
﹂

（
22
）

の
﹁
国
語
的
な
部

分
﹂（
圏
点
）
の
認
識
と
比
べ
る
と
︑
か
な
り
齟そ

齬ご

が
生
じ
て
い
る
︒

池
辺
大
宮
治
天
下
天
皇
︑
大
御
身

8

8

8

労
賜8

時
︑
歳
次
丙
午
年
︑
召
於
大
王
天

皇
与
太
子
而
︑
誓
願
賜8

︑ 

我
大
御
病

8

8

8

太
平
欲8

坐8

故
︑
将
造
寺
薬
師
像
作8

仕

奉
詔
︑
然
当
時
崩
賜8

︑
造
不
堪
者
︑
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
及
東

宮
聖
王
大
命
受
賜8

而
︑
歳
次
丁
卯
年
仕
奉

 　
即
ち
︑﹁
於
﹂﹁
与
﹂﹁
而
﹂
と
い
う
助
辞
及
び
﹁
仕
奉
﹂﹁
造
不
堪
者
﹂
に
は

圏
点
が
な
く
︑﹁
漢
文
体
﹂
で
あ
る
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

　
春
日
説
を
訂
正
す
る
た
め
に
︑
小
島
の
部
分
的
漢
文
説
に
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
︒
小
島
は
﹁﹁
造つ
く
り不

レ
堪
あ
へ
ず

者
﹂
の
ご
と
き
漢
文
体
に
︑
以
上
の
国
語
体
を
交

え
て
い
る
︑
い
わ
ゆ
る
準
漢
文
体
（
和
漢
混
交
体
）﹂

（
23
）

と
い
う
捉
え
方
を
示
し

た
後
︑﹁
国
語
式
と
漢
文
式
と
を
混
用
す
る
﹂

（
24
）

と
強
調
し
︑
さ
ら
に
﹁
混
合
こ
そ

上
代
の
文
体
だ
﹂

（
25
）

と
見
定
め
て
い
る
︒
い
っ
た
い
そ
の
純
粋
度
は
ど
の
程
度
だ

ろ
う
か
︒
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
︑﹁
準
漢
文
の
体
と
し
て
最
も
古
き
も
の
な

り
﹂
と
い
う
﹁
準
漢
文
体
﹂
説（

26
）

や
︑﹁
造
仏
銘
は
時
代
を
通
じ
て
︑
多
少
の
破

格
を
含
み
な
が
ら
も
漢
文
的
な
傾
向
が
強
い
﹂

（
27
）

と
い
う
部
分
的
漢
文
説
な
ど
よ
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り
も
︑
波
戸
岡
旭
の
説
に
与く
み

し
た
う
え
で
︑
正
格
漢
文
を
も
っ
て
本
銘
を
捉
え

た
い
︒
当
然
な
が
ら
︑
春
日
以
来
の
三
大
和
化
問
題
を
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

そ
の
際
に
︑
中
国
の
造
像
記
︑
日
本
で
書
写
さ
れ
た
漢
訳
仏
典
や
将
来
さ
れ
た

漢
籍
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
︑
な
る
べ
く
先
行
し
た
文
書
を
洗
い
出
す
こ
と
が

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
︒
以
下
︑
非
漢
文
の
論
調
を
つ
と
め
て
排
斥
し
な
が
ら
︑

用
例
を
拾
っ
て
純
漢
文
で
あ
る
位
相
を
証
明
し
て
み
よ
う
︒

三
　
純
漢
文
体
で
捉
え
直
す

（
１
）
大
御

　﹁
大
御
﹂
を
非
漢
文
と
す
る
説
は
︑
広
く
唱
え
ら
れ
て
い
る
︒
戦
前
の
場
合
︑

東
伏
見
邦
英（

28
）

は
﹁﹁
大
御
身
﹂﹁
大
御
病
﹂﹁
大
命
﹂
の
様
な
敬
語
の
つ
い
た
名

詞
も
玉
体
・
聖
体
不
豫
・
聖
詔
と
い
ふ
様
な
漢
文
風
の
云
ひ
現
は
し
方
に
対
し

て
明
ら
か
で
あ
る
様
に
日
本
的
﹂
と
し
つ
つ
︑﹁
薬
師
の
銘
文
の
極
め
て
明
瞭

な
和
文
意
識
﹂
を
見
出
し
て
い
る
︒
戦
後
の
場
合
︑
山
口
佳
紀
﹁
日
本
語
の
文

体
︱
︱
日
本
語
文
体
史
に
関
す
る
五
条
﹂

（
29
）

は
﹁
大
御
8

8

身
﹂（
圏
点
原
著
者
）
に

つ
い
て
︑﹁
純
粋
の
漢
文
に
は
な
い
も
の
で
︑
日
本
語
と
し
て
の
表
現
で
あ

る
﹂
と
認
定
し
て
い
る
︒
毛
利
正
守（

30
）

も
﹁
み
ず
か
ら
の
言
葉
の
中
で
︑
み
ず
か

ら
の
病
気
に
﹁
大
御
﹂
と
付
け
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
自
敬
表
現
︑
み
ず
か
ら
を

敬
っ
て
記
す
表
現
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
も
の
も
中
国
に
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と

強
調
し
て
い
る
︒

　
そ
う
し
た
伝
統
の
あ
る
語
性
判
定
に
一
石
を
投
じ
た
の
は
︑
犬
飼
隆（

31
）

の
主
張

で
あ
る
︒
即
ち
︑﹁﹁
大
﹂
と
か
﹁
御
﹂
と
か
い
う
敬
語
は
中
国
語
に
も
あ
り
ま

す
︒
で
す
か
ら
︑
こ
れ
は
日
本
語
で
読
め
る
︑
訓
読
し
て
い
た
と
い
う
強
力
な

証
拠
に
は
な
り
ま
せ
ん
﹂
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
︒
合
理
的
な
懐
疑
で
は
あ

る
が
︑
論
拠
が
必
ず
し
も
示
さ
れ
得
た
と
は
限
ら
な
い
︒﹁
大
御
﹂
の
用
例
を

示
す
際
に
︑
商
代
の
青
銅
器
に
刻
さ
れ
た
三
字
﹁
大
御
獸
﹂

（
32
）

が
ま
ず
想
起
さ
れ

る
︒﹁
大
御
﹂
＋
一
字
名
詞
と
い
う
構
成
は
本
銘
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
︒
ま

た
︑
北
周
・
庾
信
﹁
周
大
将
軍
司
馬
裔
神
道
碑
﹂
の
場
合
︑﹁
乃
徵
爲
大
御
伯
︐

尋
轉
大
御
正
﹂

（
33
）

（
乃
ち
徴
し
て
大
御
伯
と
為
し
︑
尋つ

い
で
大
御
正
に
転
じ
）
と
あ
る
︒

大
御
伯
は
﹁
御
伯
中
大
夫
﹂
の
﹁
別
称
﹂

（
34
）

だ
が
︑
六
世
紀
の
天
子
の
側
近
に

﹁
大
御
○
﹂
が
複
数
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ち
な
み
に
︑﹃
庾
信
集
﹄
は
﹃
日
本

国
見
在
書
目
録
﹄

（
35
）

に
載
録
さ
れ
て
い
る
︒

　
や
が
て
︑
こ
の
語
構
成
は
天
子
そ
の
人
に
関
す
る
名
詞
に
も
冠
す
る
よ
う
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
六
四
九
年
に
崩
去
し
た
唐
太
宗
に
関
す
る
文
献

を
見
て
み
よ
う
︒

　
①
大
行
御
馬
輿
︐
從
官
侍
御
如
常
︒

（
36
）

（
大
行
︑
馬
輿
を
御
し
て
︑
従
官
侍
御
す

る
こ
と
常
の
如
し
）

　
②
大
御
與
從
侍
卿
如
常（

37
）

（
大
御
与
・
従
侍
卿
︑
常
の
如
し
）

　
①
の
﹁
輿
﹂
が
②
の
﹁
與
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
輿
︐
一
作
與
﹂

（
38
）

と
い
う
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異
本
関
係
を
勘
案
す
る
と
︑
両
者
は
相
通
じ
る
か
ら
で
あ
り
︑
唐
の
正
史
に
お

け
る
﹁
輿
﹂
が
よ
り
画
数
の
少
な
い
宋
の
類
書
に
お
け
る
﹁
與
﹂
へ
と
書
き
換

え
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　
①
の
﹁
大
行
御
馬
輿
﹂
に
つ
い
て
い
え
ば
新
旧
両
唐
書
に
も
現
れ
て
い
る
が
︑

元
来
の
意
味
は
﹁
皇
帝
が
乗
っ
て
い
る
馬
車
﹂

（
39
）

と
確
か
め
ら
れ
る
︒
こ
の
名
詞

句
は
﹃
太
平
御
覧
﹄（
九
八
三
年
成
立
）
に
収
録
さ
れ
る
際
に
︑﹁
大
行
御
馬

輿
從
官
侍

御
如
常
﹂

（
40
）

の
よ
う
な
組
文
字
化
さ
れ
る
形
に
な
っ
た
が
︑
よ
り
重
要
な
の
は

﹁
大
御
與
﹂
と
い
う
三
字
に
圧
縮
さ
れ
て
い
る
省
略
形
で
あ
る
︒﹁
唐
︑
宋
類
書

が
古
籍
を
引
用
す
る
時
や
や
も
す
れ
ば
削
除
し
て
簡
潔
に
す
る
こ
と
あ
り
﹂

（
41
）

と

い
う
指
摘
を
参
照
す
る
と
︑
五
字
語
が
三
字
語
へ
と
濃
縮
す
る
の
も
類
書
界
の

流
儀
の
一
つ
と
い
え
る
︒
少
な
い
画
数
の
漢
字
へ
の
置
き
換
え
と
あ
い
ま
っ
て
︑

繁
を
簡
に
改
造
す
る
﹃
太
平
御
覧
﹄
の
方
針
が
浮
上
す
る
︒
こ
の
場
合
︑﹁
称

辞
﹂

（
42
）

の
﹁
大
﹂
と
接
頭
語
の
﹁
御
﹂
は
︑﹁
與
﹂（
輿
）
に
か
か
る
︒﹁
大
御
﹂

と
一
字
名
詞
か
ら
な
る
複
合
語
の
構
成
が
ひ
と
ま
ず
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

　
唐
の
﹁
大
御
與
﹂
は
逝
去
し
た
ば
か
り
の
皇
帝
に
属
す
る
乗
り
物
に
即
し
た

表
現
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
の
﹁
大
御
身
﹂﹁
大
御
病
﹂
は
先
帝
の

生
前
の
体
と
そ
の
状
態
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
︒
同
じ
天
子
関
連
用
語
で
あ
り
︑

し
か
も
修
飾
関
係
も
一
致
し
て
い
る
た
め
︑﹁
大
御
身
﹂﹁
大
御
病
﹂
は
日
本
語

で
し
か
読
め
な
い
︑
と
い
う
現
代
の
有
力
な
説
に
従
え
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
︒

類
書
が
示
し
た
略
語
の
方
法
さ
え
身
に
付
け
て
お
け
ば
︑
漢
語
の
ま
ま
で
読
み

解
こ
う
と
す
る
場
合
︑
さ
ほ
ど
理
解
に
苦
し
む
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

　
天
子
の
自
敬
表
現
に
関
し
て
補
足
す
る
と
︑
元
文
宗
の
詔
の
現
代
語
訳
の
一

節
に
﹁
朕
之
大
詔
命
﹂

（
43
）

（
朕
の
大
詔
命
）
と
あ
り
︑
清
高
宗
の
発
話
に
も
﹁
嗣

後
凡
遇
朕
御
名
之
處
︒
不
必
諱
﹂

（
44
）

（
嗣
後
凡お
よ

そ
朕
の
御
名
の
処
に
遇
は
ば
︑
必
ず

し
も
諱
ま
ず
）
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
皇
帝
自
身
の
発
言
に
限
っ
て
い
え
ば
︑

所
有
し
た
も
の
に
﹁
大
﹂
ま
た
は
﹁
御
﹂
と
い
う
接
頭
語
が
使
用
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒
臣
下
の
立
場
か
ら
皇
帝
の
所
有
物
を
描
写
す
る
場
合
︑
宋
の
楊
万
里

﹁
過
広
済
圩
﹂

（
45
）

詩
に
﹁
箇
是
東
皇
大
御
園
﹂（
こ
れ
は
東
皇
の
大
御
園
）
と
い
う

一
句
が
あ
る
︒
も
う
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
十
六
世
紀
の
明
世
宗
が
在
位
中
︑

霊
台
公
に
旌
額
を
下
賜
し
た
記
載
︱
︱
﹁
我
靈
臺
公
得
恩
光
兩
大
御
書
奉
爲
世

澤
其
貴
顯
者
如
此
﹂

（
46
）

（
我
が
霊
台
公
︑
恩め
ぐ
み光
を
得
て
︑
両
大
御
書
世
そ
せ
ん
の
お
ん
け
い
沢
と
し
て

奉
り
︑
其
の
貴
顕
は
此
の
如
し
）
で
あ
る
︒
複
数
の
用
例
が
あ
る
た
め
︑
や
は
り

﹁
大
御
﹂
＋
一
字
名
詞
と
い
う
漢
語
の
造
語
法
が
あ
っ
た
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
︒

 （
２
）
勞
賜

 ﹁
勞
﹂
を
主
動
詞
︑﹁
賜
﹂
を
補
助
動
詞
と
す
る
の
は
当
代
の
有
力
説
で
あ
る
︒

前
者
に
関
し
て
は
︑﹁
天
皇
が
病
気
に
な
っ
た
こ
と
の
婉
曲
表
現
で
あ
ろ
う
﹂

（
47
）

と
い
う
指
摘
が
あ
る
︒
自
動
詞
（
つ
か
れ
る
︑
の
意
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
後
者
に
至
っ
て
は
︑﹁
本
来
︑
中
国
語
で
は
﹁
目
上
の
者
か
ら
目
下

の
者
へ
何
か
を
与
え
る
﹂
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
こ
で

は
﹁
病
気
に
お
な
り
に
な
っ
た
﹂
と
い
う
敬
語
の
補
助
動
詞
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
︑
日
本
語
の
用
法
で
す
︒
こ
う
い
う
も
の
も
日
本
語
と
し
て
読
ん
で
い
た
︑



法隆寺薬師仏光背銘新論

15

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
漢
文
に
は
な
い
日
本
語
の
要
素
を
か
な
り
取
り
入
れ
て

い
た
証
拠
と
な
り
ま
す
﹂

（
48
）

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒

　
し
か
し
︑
漢
文
脈
に
お
け
る
こ
の
連
語
の
意
味
を
問
い
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
︒
漢
和
辞
典
に
も
﹁︻
労
賜
︼
ロ
ウ
シ

　
ね
ぎ
ら
い
賜
う
﹂

（
49
）

と
し
て
収
録
さ

れ
て
い
る
二
字
熟
語
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑﹁
労
﹂
は
破
音
字
で
あ
る
た
め
︑

原
音
を
二
通
り
（láo

︑lào

）
具そ
な

え
て
い
て
︑
こ
の
場
合
は
去
声
で
あ
る
︒

　
漢
代
の
用
例
を
見
る
に
︑﹁
勞
賜
用
錢
萬
一
千
八
百
五
十
﹂

（
50
）

と
い
う
居
延
漢

簡
が
あ
る
︒
そ
う
し
た
簡
牘
群
に
つ
い
て
は
︑﹁
賞
・
賜
・
労
と
い
う
お
金
の

使
い
方
三
種
の
性
質
と
し
て
は
基
本
的
に
近
く
て
︑
功
労
ま
た
は
苦
労
が
あ
れ

ば
︑
賞
賜
が
あ
る
も
の
だ
︒
特
に
〝
労
賜
〟
と
い
う
二
字
の
連
用
は
︑
よ
く
問

題
を
説
明
し
て
い
る
の
だ
﹂

（
51
）

と
正
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
︒

　
次
い
で
︑
魏
代
の
二
例
を
見
よ
う
︒
曹
植
﹁
孟
冬
篇
﹂
の
最
後
の
﹁
乱
﹂
を

見
る
に
﹁
明
詔
大
勞
賜
︐
大
官
供
有
無
﹂

（
52
）

（
明
詔
大
い
に
労
賜
し
︑
大
官
有
無
を

供
す
）
と
い
う
描
き
方
も
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
慰
問
︑
賞
賜
﹂
と
注
釈
さ
れ
る
通

り
だ
が
︑﹁
大
勞
賜
﹂
は
﹁
大
御
身
勞
賜
﹂
と
語
順
ま
で
共
通
し
て
い
る
︒
一

方
︑﹃
三
国
志
﹄

（
53
）

を
見
る
と
︑
明
帝
が
卑
弥
呼
に
送
っ
た
﹁
詔
﹂
の
一
節
に

﹁
汝
來
使
難
升
米
︑
牛
利
涉
遠
︐
道
路
勤
勞
︐
今
以
難
升
米
爲
率
善
中
郎
將
︐

牛
利
爲
率
善
校
尉
︐
假
銀
印
青
綬
︐
引
見
勞
賜
遣
還
﹂（
汝
が
来
使
難
升
米
・
牛

利
︑
遠
き
を
渉
り
︑
道
路
勤
労
す
︒
今
︑
難
升
米
を
以
っ
て
率
善
中
郎
将
と
為
し
︑

牛
利
を
率
善
校
尉
と
為
し
︑
銀
印
青
綬
を
仮
し
︑
引
見
労
賜
し
遣
わ
し
還
す
）

（
54
）

が
あ

る
︒
水
野
祐
﹃
評
釈
魏
志
倭
人
伝
﹄

（
55
）

に
︑﹁
明
帝
が
女
王
の
使
者
が
遠
路
謁
見
に

来
た
こ
と
を
多
と
し
︑
使
者
を
親
し
く
引
き
入
れ
て
謁
見
を
し
︑
ね
ぎ
ら
い
を

賜
わ
っ
た
上
で
帰
国
を
さ
せ
た
と
い
う
の
で
︑
女
王
に
使
節
の
取
扱
い
が
格
別

鄭
重
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
詔
で
あ
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
︒

い
ず
れ
も
労
賜
者
で
あ
る
魏
帝
と
受
労
賜
者
で
あ
る
臣
下
と
の
間
に
授
受
関
係

が
見
て
取
れ
る
︒

　
さ
ら
に
︑
元
代
の
劉
思
敬
伝（

56
）

を
見
る
に
︑﹁
帝
親
勞
賜
酒
﹂
と
い
う
一
節
が

あ
る
︒﹁
世
祖
親
自
慰
勞
︐
賞
賜
他
酒
﹂（
世
祖
自
ら
慰
労
し
︑
彼
に
酒
を
賞
賜

し
）
と
い
う
現
代
中
国
語
訳
を
参
照
す
る
と
︑﹁
帝
親
ら
酒
を
労
賜
す
﹂
と
読

み
下
す
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
帝
＋
親
＋
勞
賜
﹂
の
構
文
を
参
照
し
つ
つ
﹁
天
皇

＋
大
御
身
＋
勞
賜
﹂
を
再
び
吟
味
す
る
際
に
︑﹁
親
﹂
の
﹁
古
訓
﹂
の
一
つ

﹁
ミ
ヅ
カ
ラ
﹂

（
57
）

を
考
慮
に
入
れ
る
と
︑
当
面
の
銘
文
は
﹁
天
皇
大み
づ
か
ら

御
身
勞ら
う

賜し

す
﹂
と
い
う
訓よ

み
を
付
け
て
も
差
し
支
え
あ
る
ま
い
︒

　
中
国
の
天
子
が
﹁
勞
賜
﹂
を
繰
り
返
し
て
い
る
状
況
の
も
と
︑
卑
弥
呼
自
身

は
そ
の
冊
封
体
制
の
貰
い
手
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
古

層
が
あ
る
た
め
︑
い
ざ
六
～
七
世
紀
の
用
明
帝
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
描
写
す

る
場
合
︑
天
子
と
い
う
主
語
の
あ
と
に
こ
の
由
緒
の
あ
る
動
詞
を
配
置
し
て
一

句
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
︑
漢
文
体
の
伝
統
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
常
套
的
な
書

き
方
と
い
え
る
︒

　
な
お
︑﹁
召
於
﹂
に
関
し
て
は
︑﹁
和
臭
の
強
い
表
現
で
あ
る
﹂

（
58
）

と
す
る
和
臭

説
に
対
し
て
︑﹁
純
然
た
る
漢
文
の
形
式
﹂

（
59
）

と
す
る
純
漢
文
説
が
あ
る
︒﹁
沖
虛

經
曰
唐
召
於
舜
襌
以
天
下
﹂

（
60
）

（﹃
沖
虚
経
﹄
曰
く
：﹁
唐
︑
舜
を
召
し
て
︑
天
下
を
以
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て
禅
す
﹂）
と
い
う
一
節
を
重
視
す
れ
ば
︑
そ
う
し
た
﹁
帝
＋
召
於
＋
臣
﹂
と

い
う
句
法
は
︑
本
銘
の
﹁
用
明
帝
＋
召
於
＋
大
王
天
皇
与
太
子
﹂
と
一
致
し
て

い
る
︒
そ
の
た
め
︑
純
漢
文
説
に
従
う
べ
き
で
あ
る
︒

 （
３
）
誓
願
賜
我

　
室
町
時
代
の
﹁
誓
願
シ
賜
ハ
ク
﹂

（
61
）

と
い
う
訓
み
方
を
見
る
と
︑
主
動
詞
﹁
誓

願
シ
﹂
と
補
助
動
詞
の
﹁
賜
フ
﹂
と
の
構
成
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

漢
文
体
で
読
み
解
け
ば
動
詞
の
あ
と
に
﹁
賜
フ
﹂
を
付
け
る
の
は
矛
盾
と
な
っ

て
し
ま
う
︒
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
従
来
の
句
切
り
方
を
い
っ
た
ん
白
紙

に
戻
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
誓
願
：〝
賜
我
～
〟﹂
と
い
う
文
型

で
把
握
し
て
み
た
い
︒

　
筆
者
の
提
案
を
支
え
る
一
環
と
し
て
︑
つ
と
に
小
松
英
雄
﹃
日
本
語
書
記
史

原
論
﹄

（
62
）

の
﹁
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
当
時
の
漢
字
文
に
使
用
さ
れ
た

﹁
誓
願
﹂
の
使
用
例
か
ら
帰
納
す
る
ほ
か
は
な
い
﹂
と
い
う
提
起
が
あ
っ
た
︒

も
し
調
査
に
着
手
す
る
場
合
︑
優
先
的
に
留
意
す
べ
き
な
の
は
︑
病
気
に
罹
っ

た
持
統
太
上
天
皇
の
た
め
に
転
読
を
命
ぜ
ら
れ
た
﹃
金
光
明
経
﹄

（
63
）

（
大
宝
二
年

十
二
月
乙
巳
条
）
で
あ
ろ
う
︒

　
も
と
も
と
法
隆
寺
金
堂
に
安
置
さ
れ
た
国
宝
﹁
玉
虫
厨
子
﹂
に
つ
い
て
は
︑

﹁
５
世
紀
に
曇
無
讖
（D

harm
arakṣ a

）
の
訳
し
た
﹃
金
光
明
経
﹄
の
捨
身
品
が
︑

説
話
の
内
容
も
詳
し
く
︑
図
様
の
上
か
ら
も
典
拠
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
﹂

（
64
）

と
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
︒
い
ま
︑
金
堂
の
仏
教
工
芸
者
に
と
っ
て
重

要
な
経
典
の
一
節
﹁
是
時
王
子
　
摩
訶
薩
埵
　
臨
捨
命
時
　
作
是
誓
願
　
願
我

舍
利
　
於
未
來
世
　
過
算
數
劫
　
常
爲
衆
生
　
而
作
佛
事
﹂

（
65
）

を
見
よ
う
︒
唐
・

道
世
（
編
）
松
岡
了
巌
（
校
）﹃
法
苑
珠
林
第
十
五
﹄

（
66
）

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る

た
め
︑
そ
の
訓
点
を
通
じ
て
﹁
是
の
時
︑
王
子
摩
訶
薩
埵
︑
命
を
捨
つ
る
時
に

臨
み
て
︑
是
の
誓
願
を
作
る
ら
く
：﹁
願
は
く
は
我
が
舎
利
︑
未
来
世
に
於
い

て
︑
算
数
の
劫
を
過
ぐ
る
ま
で
︑
常
に
衆
生
の
為
に
︑
仏
事
を
作
さ
ん
﹂﹂
と

い
う
読
み
下
し
が
確
か
め
ら
れ
る
︒
留
意
し
た
い
の
は
︑﹁
誓
願
：〝
願
我
～
〟﹂

と
い
う
文
型
が
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
次
い
で
︑﹃
金
光
明
経
﹄

（
67
）

の
﹁
讃
仏
品
﹂
に
﹁
願
賜
我
身
　
常
得
見
佛
﹂
と
い
う
用
例
が
あ
る
︒
大
正
大

蔵
経
の
訓
点
を
参
照
す
れ
ば
︑﹁
願
は
く
は
我
身
に
常
に
仏
を
見
得
る
こ
と
を

賜
へ
﹂
と
い
う
読
み
下
し
文
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
重
要
な
の
は
︑

﹁
願
賜
我
＋
動
詞
句
﹂
と
い
う
文
型
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

　
本
銘
の
執
筆
者
は
︑
次
の
よ
う
に
構
想
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
先
帝

は
臣
下
の
た
め
に
﹁
勞
賜
﹂
の
職
務
を
執
行
し
た
あ
と
︑
自
然
の
成
り
行
き
で

仏
か
ら
何
ら
か
の
﹁
賜
物
﹂
を
ほ
し
が
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
誓
願
：

〝
︙
我
︙
〟﹂﹁
願
賜
我
﹂
の
常
套
文
型
を
薬
籠
中
の
物
と
し
て
活
か
し
つ
つ
︑

先
帝
の
願
意
︱
︱
我
が
病
に
太
平
を
賜
っ
て
ほ
し
く
て
︑
そ
れ
を
治
し
て
く
れ

る
仏
像
を
建
立
し
た
い
も
の
だ
︑
と
い
う
本
音
を
描
き
出
す
の
で
あ
る
︒

　
そ
れ
と
関
連
し
て
︑
本
銘
が
非
願
文
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
︒
ま
ず
︑
藪

田
嘉
一
郎（

68
）

の
﹁
一
片
の
縁
起
文
に
過
ぎ
な
い
﹂﹁
願
文
を
具
備
し
な
い
﹂
と
い

う
認
定
が
発
表
さ
れ
て
い
る
︒
他
方
︑
津
本
了
学（

69
）

は
本
銘
に
お
け
る
﹁
我
﹂
か
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ら
﹁
仕
奉
﹂
ま
で
の
十
八
字
を
抽
出
し
て
︑﹁
薬
師
仏
像
の
造
立
に
依
つ
て
病

の
平
癒
を
祈
願
し
て
い
る
﹂
と
分
析
し
て
い
る
︒
津
本
の
﹁
祈
願
﹂
説
に
は
︑

す
で
に
願
文
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
筆
者
な
り
に
提
案
し
た
句
読
点
版
に

従
え
ば
︑﹁
誓
願
﹂
と
い
う
宣
告
の
後
に
﹁
賜
我
～
作
仕
奉
詔
﹂
の
二
十
字
か

ら
な
る
願
文
の
基
本
性
格
が
認
め
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
藪
田
説
に
従
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
︒

 （
４
）
欲
坐
故

　﹁
坐
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
尊
敬
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
補
助
動
詞
で
あ
る
﹂

（
70
）

と

﹁
敬
語
を
表
わ
す
だ
け
の
マ
ー
ク
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
﹂

（
71
） 

と
い
う
認
定
が
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
坐
﹂
を
漢
文
体
の
本
動
詞
で
捉
え
て
み
る

と
︑
こ
の
三
字
と
同
様
な
用
例
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
明
・
徳

清
（
述
）﹃
妙
法
蓮
華
経
撃
節
﹄

（
72
）

の
一
節
﹁
故
欲
坐
如
來
座
︐
方
能
頓
悟
此
法
﹂

（
故
に
如
来
座
に
坐
ら
ん
と
欲
し
て
︑
方
に
能
く
此
の
法
を
頓
悟
す
べ
し
）
が
検
出

で
き
る
︒﹁
故
欲
坐
﹂
と
﹁
欲
坐
故
﹂
と
は
語
順
に
小
異
が
あ
っ
て
も
意
味
は

同
じ
で
あ
る
︒

　
漢
文
の
一
般
的
な
書
き
方
と
し
て
は
﹁
故
欲
坐
﹂
を
並
べ
る
が
︑﹁
欲
坐

故
﹂
と
な
っ
た
の
も
理
由
が
あ
る
︒
梵
漢
の
語
法
研
究
の
成
果（

73
）

に
従
え
ば
︑

﹁
梵
語
の
中
の
名
詞 artha 

は
〝
目
的
〟
を
意
味
し
︑artha 

を
以
て
終
わ
る
不

変
化
複
合
辞
は
い
つ
も
動
作
行
為
の
目
的
を
表
す
︒
そ
う
し
た
語
法
の
意
義
は

漢
訳
本
に
お
い
て
〝
為
︙
︙
故
〟
あ
る
い
は
〝
欲
︙
︙
故
〟
の
構
造
で
対
訳
さ

れ
て
い
る
﹂
と
い
う
︒
特
に
﹁
欲
︙
︙
故
﹂
と
い
う
文
型
は
︑
本
銘
﹁
欲
坐

故
﹂
と
一
致
し
て
い
る
た
め
︑
こ
の
文
字
連
鎖
の
文
脈
を
研
究
す
る
際
に
︑
仏

典
抜
き
で
は
始
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
例
え
ば
︑
龍
樹
（
著
）
鳩
摩
羅
什
（
訳
）

﹃
大
智
度
論
﹄

（
74
）

巻
第
八
を
繙
ひ
も
と
く
と
︑
次
の
問
答
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒

問
曰
：
何
以
故
光
明
中
變
化
作
此
寶
華
？

答
曰
：
佛
欲
坐
故
︒

問
曰
：
諸
床
可
坐
︐
何
必
蓮
華
？

答
曰
：
床
爲
世
界
白
衣
坐
法
︒
又
以
蓮
華
軟
淨
︐
欲
現
神
力
︐
能
坐
其
上

令
不
壞
故
（
略
）

　
山
上
曹
源
（
訳
）﹃
国
訳
大
智
度
論
﹄

（
75
）

の
読
み
下
し
文
も
参
照
し
て
み
よ
う
︒

問
う
て
曰
く
︑
何
を
以
て
の
故
に
光
明
の
中
よ
り
︑
変
化
し
て
此
の
宝
華

を
作
す
や
︒

答
へ
て
曰
く
︑
仏
の
坐ざ

せ
ん
と
欲ほ
つ

し
た
ま
ふ
が
故ゆ
ゑ

な
り
︒

問
う
て
曰
く
︑
諸
の
床
に
坐
す
べ
し
︑
何
ぞ
必
ず
し
も
蓮
華
な
る
や
︒

答
へ
て
曰
く
︑
床
を
世
界
と
為
る
は
︑
白
衣
の
坐
法
な
り
︒
又
蓮
華
は
軟

か
く
浄
き
を
以
て
︑
神
力
を
現
さ
ん
と
欲
し
て
︑
能よ

く
其
の
上
に
坐
す
れ

ば
︑
壊
れ
ざ
ら
し
む
る
が
故
な
り
（
略
）
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俗
人
は
床
に
坐
る
の
に
対
し
て
︑
仏
は
蓮
華
の
美
点
を
見
出
し
た
う
え
で
そ

こ
に
坐
る
︑
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
﹁
仏
欲
坐
故
﹂
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
︒
本
銘
の
願
主
で
あ
る
用
明
帝
は
︑
そ
の
問
答
に
共
鳴
を
覚
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
用
明
二
年
夏
四
月
乙
巳
朔
丙
午
条
に
よ
る
と
︑

﹁
是
日
︑
天
皇
得
病
︑
還
入
於
宮
︒
群
臣
侍
焉
︒
天
皇
詔
群
臣
曰
︑
朕
思
欲
帰

三
宝
︒
卿
等
議
之
﹂（
是
の
日
に
︑
天
皇
︑
得
病
ひ
た
ま
ひ
て
︑
宮
に
還
入
し
ま
す
︒

群
臣
侍
れ
り
︒
天
皇
︑
群
臣
に
詔
し
て
曰
は
く
︑﹁
朕
︑
三
宝
に
帰
ら
む
と
思
ふ
︒
卿

等
議
れ
﹂
と
の
た
ま
ふ
）

（
76
）

と
あ
る
よ
う
に
︑
病
身
を
抱
え
つ
つ
仏
・
法
・
僧
に
帰

依
す
る
意
向
を
群
臣
に
伝
え
て
い
る
︒
仏
教
の
新
規
信
者
と
し
て
︑﹁（
我
）
坐

せ
ん
と
欲
す
が
故
な
り
﹂
と
発
話
し
た
と
す
れ
ば
︑
坐
る
と
こ
ろ
は
仏
が
手
本

を
示
し
た
蓮
華
の
う
え
で
あ
っ
た
︑
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
の
推
論
を
支
え
る
拠
り
所
と
し
て
︑
敦
煌
の
絵
画
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
羅
華

慶
（
編
）﹃
敦
煌
石
窟
全
集
　
二
　
尊
像
画
巻
﹄

（
77
）

の
統
計
に
よ
る
と
︑﹁
敦
煌
尊

像
画
の
う
ち
︑
も
し
諸
仏
作
画
の
数
か
ら
見
れ
ば
︑
千
仏
を
除
い
た
ら
単
体
と

し
て
最
も
多
い
の
は
東
方
浄
瑠
璃
世
界
の
教
主
薬
師
琉
璃
如
来
︑
即
ち
よ
く
言

わ
れ
て
い
る
薬
師
仏
で
あ
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
注
目
す
べ
き
は
︑

﹁
隋 

莫
3
0
5 

西
壁
北
側
﹂︑
即
ち
隋
代
の
莫
高
窟
に
お
け
る
﹁
藥
師
佛
結
跏

趺
坐
蓮
花
座
説
法
﹂（
薬
師
仏
︑
蓮
花
座
に
結け
っ

跏か

趺ふ

坐ざ

し
て
説
法
す
）
で
あ
る
︒

そ
う
し
た
薬
師
仏
画
像
を
寓
目
し
て
︑
極
東
の
列
島
の
最
高
統
治
者
で
あ
る
用

明
帝
が
入
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
の
﹁
坐
﹂
す
る
と
こ
ろ
は
薬

師
像
の
蓮
華
座
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

　
本
銘
の
﹁
将
造
寺
﹂
と
あ
る
の
は
︑
三
宝
の
拠
点
を
提
供
す
る
ば
か
り
で
な

く
︑
天
皇
の
坐
る
べ
き
蓮
華
の
成
長
空
間
を
も
確
保
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
︒
遺
憾
な
が
ら
︑
病
状
悪
化
の
せ
い
で
寺
の
完
成

を
待
た
ず
に
逝
去
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
生
前
の
発
心
が
丁
重
に
取
り
扱
わ
れ

た
形
跡
が
あ
る
︒
そ
れ
に
関
し
て
︑
金
堂
内
部
の
芸
術
作
品
を
四
点
ほ
ど
見
落

と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒

 図 1　蓮花座薬師仏説法図（孫志軍撮影、敦煌研究院提供）
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①
﹁
此
薬
師
像
の
大
座
の
蓮
弁
﹂

（
78
）

と
い
う
指
摘
が
あ
る
︒
用
明
帝
の
遺
願
を

継
い
で
︑
そ
の
姿
を
写
し
た
仏
像
が
造
立
さ
れ
た
と
す
る
見
方
に
誤
謬
が
な
け

れ
ば
︑
結
果
的
に
︑
用
明
仏
が
文
字
通
り
蓮
華
の
台
に
坐
す
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
の
よ
う
な
意
匠
を
も
っ
て
す
れ
ば
︑﹁
欲
坐
故
﹂
の
宿
願
を
果
た
し
た
と
い

え
よ
う
︒

　
②
﹁
金
堂
薬
師
の
光
背
の
蓮
華
紋
﹂

（
79
）

と
い
う
観
察
結
果
が
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑

仏
像
の
光
背
に
蓮
華
の
メ
イ
ン
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
た
め
︑
こ
れ
は
①
の
蓮
華
座

と
一
貫
し
て
﹁
欲
坐
故
﹂
の
願
意
と
響
き
合
わ
せ
て
い
る
と
看
取
で
き
る
︒

　
③
﹁
法
隆
寺
金
堂
天
蓋
﹂
の
周
り
に
﹁
蓮
華
か
ら
忽
然
と
化
生
し
て
天
人
に

な
る
﹂

（
80
）

と
い
う
彫
刻
が
あ
る
︒
複
数
の
天
人
も
蓮
華
の
上
に
座
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
︒

　
④
法
隆
寺
金
堂
壁
画
六
号
壁
の
阿
弥
陀
如
来
に
つ
い
て
は
︑
阿
弥
陀
は
﹁
蓮

華
座
上
に
結
跏
趺
坐
す
る
﹂

（
81
）

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
平
面
芸
術

の
レ
ベ
ル
で
も
﹁
佛
欲
坐
故
﹂
の
大
図
像
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
つ
ま
り
︑
立
体
的
な
彫
刻
と
し
て
は
仏
像
の
前
台
が
蓮
華
座
を
形
作
り
︑
光

背
の
蓮
華
紋
が
そ
れ
と
呼
応
し
て
い
る
︒
壁
画
と
天
人
と
あ
い
ま
っ
て
︑﹁
欲

坐
故
﹂
の
伝
統
と
継
承
が
共
演
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
生
前
に
か
け
ら
れ
た

宿
願
が
︑
そ
の
よ
う
な
形
で
幾
重
に
も
追
想
さ
れ
︑
成
就
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
に
ま
で
思
い
及
べ
ば
︑
先
帝
の
御
霊
は
一
層
安
ら
か
に
な
れ
た
に
相
違

な
い
︒

 

（
５
）
将
造
寺
藥
師
像
作
仕
奉
詔

　
座
談
会
に
お
け
る
犬
飼
隆（

82
）

の
見
解
に
よ
る
と
︑﹁
国
語
学
﹂
の
領
域
は
本
銘

を
﹁
変
体
漢
文
﹂
と
す
る
﹁
証
拠
と
し
て
一
番
強
力
な
の
が
︑
三
行
目
の
下
の

方
に
あ
る
﹁
薬
師
像
作
﹂﹂
だ
と
い
う
︒
そ
の
直
前
に
く
る
﹁
造
寺
﹂
は
﹁
漢

文
の
よ
う
に
動
詞
が
前
に
あ
っ
て
︑
目
的
語
の
﹁
寺
﹂
が
後
ろ
に
﹂
あ
る
の
に

対
し
て
︑﹁
薬
師
像
作
﹂
は
﹁
目
的
語
が
先
に
あ
っ
て
︑
動
詞
が
後
に
﹂
来
る

と
い
う
用
字
法
が
認
め
ら
れ
︑
ゆ
え
に
︑﹁
銘
文
に
は
︑
中
国
風
・
日
本
風
両

方
の
語
順
が
含
ま
れ
て
い
る
﹂
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し

た
趣
旨
は
犬
飼
隆
﹃
木
簡
に
よ
る
日
本
語
書
記
史
﹄

（
83
）

に
継
承
さ
れ
た
う
え
で
︑

さ
ら
に
﹁
こ
れ
は
︑
書
き
手
の
脳
裏
に
﹁
て
ら
を
つ
く
り
︑
ヤ
ク
シ
ザ
ウ
を
つ

く
る
﹂
と
い
う
日
本
語
文
が
あ
り
︑
そ
れ
を
文
字
と
し
て
出
力
す
る
と
き
︑
あ

る
日
本
語
の
単
位
は
漢
文
の
語
順
と
一
致
す
る
字
順
で
書
き
︑
あ
る
単
位
は
日

本
語
の
語
序
に
従
っ
た
と
説
明
で
き
る
﹂
と
ま
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
︒

　
そ
の
論
調
に
対
し
て
︑
疑
念
を
挟
む
異
見
が
な
い
で
は
な
い
︒
小
谷
博
泰

﹁
文
章
史
か
ら
見
た
法
隆
寺
幡
銘
と
薬
師
像
光
背
銘
﹂

（
84
）

に
よ
る
と
︑﹁
主
語
を
天

皇
（
用
明
天
皇
）
と
し
て
統
一
す
れ
ば
︑﹁
寺
を
造
り
︑
薬
師
像
を
作
り
仕
へ

奉
ら
む
﹂
と
で
も
読
め
る
が
︑
漢
文
式
転
倒
表
記
の
中
に
和
文
式
の
語
順
で
表

記
さ
れ
た
文
を
内
包
す
る
よ
う
な
︑
奇
妙
な
表
記
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

と
い
う
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
語
順
そ
の
も
の
の
判
定
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
も

う
一
度
テ
ク
ス
ト
を
味
読
す
る
と
︑﹁
将
造
寺
藥
師
像
﹂
と
句
切
る
べ
き
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
三
例
を
見
よ
う
︒

　
①
梁
の
武
帝
と
達
摩
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
対
話
：﹁
武
帝
問
法
師
曰
︐﹁
朕

造
寺
度
人
︐
造
像
寫
經
︐
有
何
功
德
不
？
﹂
達
摩
答
︐﹁
無
功
德
﹂﹂

（
85
）

（
武
帝
︑

法
師
に
問
ひ
て
曰
く
︑﹁
朕
︑
寺
を
造
り
人
を
度
し
︑
像
を
造
り
写
経
し
て
︑
何
の
功

徳
あ
り
や
？
﹂
達
摩
︑﹁
功
徳
無
し
﹂
と
答
ふ
）

　
②
六
九
一
年
に
完
成
し
た
﹁
周
蔡
大
娘
造
像
記
﹂
の
一
節
：﹁
蔡
大
娘
生
存

日
︒
願
造
藥
師
像
一
龕
﹂

（
86
）

（
蔡
大
娘
生
存
日
︑
願
は
く
は
薬
師
像
一
龕
を
造
ら
ん
こ

と
を
）

　
③
﹁
唐
鄭
県
王
思
業
造
薬
師
観
音
像
記
﹂
の
一
節
：﹁
今
爲
亡
女
妙
法
︒
造

藥
師
像
一
區
︒
幷
觀
音
像
一
區
﹂

（
87
）

（
今
︑
亡
女
妙
法
の
為
に
薬
師
像
一
区
幷
び
に

観
音
像
一
区
を
造
る
）

　
即
ち
︑﹁
造
寺
﹂
と
﹁
造
像
﹂
と
い
う
動
詞
を
省
略
し
な
い
言
い
方
（
①
）

が
あ
れ
ば
︑
動
詞
の
﹁
造
﹂
が
同
時
に
二
つ
の
目
的
語
に
か
か
る
言
い
表
し
方

（
③
）
も
あ
る
︒
③
に
準
じ
て
︑
①
の
﹁
造
﹂
の
重
複
し
た
贅
語
を
削
れ
ば

﹁
造
寺
︑
像
﹂
と
な
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
お
ま
け
に
︑
②
に
お
け
る
動
詞
句

﹁
造
藥
師
像
﹂
が
あ
る
︒
具
体
的
な
仏
名
を
入
れ
る
と
﹁
造
寺
︑
藥
師
像
﹂
と

い
う
生
粋
の
純
漢
文
が
出
来
上
が
る
は
ず
で
あ
る
︒

　
薬
師
像
造
像
記
の
文
型
を
参
考
に
し
て
考
え
直
す
と
︑
あ
っ
た
は
ず
の
接
続

詞
の
﹁
幷
﹂
が
本
銘
の
執
筆
者
に
よ
っ
て
省
か
れ
て
簡
潔
化
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
看
取
で
き
︑
そ
の
機
能
を
中
黒
に
担
わ
せ
て
﹁
造
寺
・
藥
師
像
﹂
と
改
め
て

捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
で
は
︑﹁
作
﹂
の
目
的
語
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
詔
奉
作
仕
藥
師
像
﹂
と
い

う
徳
光
久
也（

88
）

の
﹁
漢
文
流
﹂
説
に
追
随
す
る
よ
り
も
︑
む
し
ろ
﹁
造
寺
﹂
が
示

す
よ
う
な
漢
文
の
正
統
的
な
語
順
に
則
っ
て
︑﹁
作
﹂
の
直
後
の
名
詞
を
検
討

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
際
︑
動
詞
の
﹁
仕
奉
﹂
は
次
項
で
論
ず
る

こ
と
と
し
て
︑
さ
し
ず
め
﹁
作
～
詔
﹂
の
語
法
に
限
定
し
て
調
査
し
た
い
︒

　
元
日
本
留
学
生
で
あ
っ
た
呉
稚
暉（

89
）

の
古
日
記
（
一
九
〇
一
年
十
月
四
日
）
を

見
る
と
︑
本
銘
の
区
切
り
方
︱
︱
﹁
池
邊
大
宮
治
天
下
天
皇
︐
大
御
身
勞
次
〘
マ
マ
〙時
︐

歲
次
丙
午
年
︑
召
于
大
王
天
皇
與
太
子
而
誓
：
願
賜
我
大
御
病
太
平
欲
坐
故
將

造
寺
藥
師
像
︐
作
仕
奉
詔
︒﹂
に
は
参
考
価
値
の
あ
る
部
分
が
な
い
で
も
な
い
︒

特
に
﹁
作
仕
奉
詔
﹂
前
後
の
句
読
点
は
極
め
て
正
確
だ
が
︑
遺
憾
な
が
ら
根
拠

が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
問
題
の
文
型
に
つ
い
て
は
唐
・
房
玄
齢
（
他
撰
）

﹃
晋
書
﹄

（
90
）

趙
王
倫
列
伝
の
一
節
﹁
矯
作
禪
讓
之
詔
﹂

（
91
）

（
禅
譲
の
詔
を
矯
め
作
る
）

が
あ
る
︒
そ
の
事
件
は
︑
張
大
威
﹃
司
馬
家
族
　
与
魔
鬼
簽
約
的
西
晋
﹄

（
92
）

に

よ
っ
て
﹁
一
面
讓
人
作
〝
禪
讓
〟
詔
書
﹂（
一
方
︑
他
人
に
〝
禅
譲
〟
の
詔
書
を

作
ら
せ
た
）
と
再
説
さ
れ
て
い
る
通
り
に
︑﹁
矯
﹂﹁
之
﹂
を
削
除
し
て
も
文
意

が
通
ず
る
の
で
あ
る
︒
要
は
︑
複
合
動
詞
と
虚
辞
を
少
し
略
す
れ
ば
﹁
作
禪
讓

詔
﹂
と
い
う
動
詞
句
の
骨
格
が
ま
す
ま
す
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
︒
厳
密
に
言

う
と
︑﹁
作
＋
二
字
語
の
動
詞
＋
詔
﹂
と
い
う
構
造
が
認
め
ら
れ
る
︒
本
銘
の

﹁
作
仕
奉
詔
﹂
は
︑﹃
晋
書
﹄
の
構
文
と
共
通
し
て
い
る
た
め
︑﹁
作
仕
奉
之

詔
﹂
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
︒

　
文
型
の
問
題
を
解
決
し
た
あ
と
︑
引
き
続
い
て
探
求
す
べ
き
な
の
は
話
型
の
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問
題
で
あ
ろ
う
︒
さ
し
あ
た
っ
て
︑
西
晋
・
安
法
欽
（
訳
）﹃
阿
育
王
伝
﹄

（
93
）

を

繙
け
ば
︑
阿
育
王
に
関
す
る
描
写
と
し
て
五
点
ほ
ど
が
注
目
に
値
す
る
︒

　
❶
﹁
仏
法
の
中
に
於
い
て
已
に
信
心
を
得
た
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
仏
道
に

入
っ
て
い
る
︒

　
❷
﹁
王
︑
病
に
遇
ひ
己
必
ず
亡
ず
と
知
り
て
涕
泣
し
て
楽
し
ま
ず
﹂
と
あ
る

よ
う
に
︑
病
死
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
状
況
に
直
面
す
る
︒

　
❸
﹁
正
に
我
が
将
来
生
ず
る
と
こ
ろ
心
自
在
を
得
て
速
や
か
に
聖
果
を
成
ぜ

ん
と
欲
願
す
﹂
と
い
っ
て
願
を
か
け
る
︒

　
❹
﹁
便
ち
詔
書
を
作
り
︑
歯
印
を
以
て
印
し
て
輔
相
羅
提
毱
提
に
付
与
す
﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
作
詔
書
﹂
の
手
続
き
を
済
ま
せ
て
︑
こ
れ
を
輔
弼
者
に
手

渡
す
︒

　
❺
最
後
に
︑﹁
是
に
於
い
て
気
絶
え
遂
に
便
ち
命
終
り
ぬ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

帰
ら
ぬ
人
と
な
る
︒

　
本
銘
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
❶
に
つ
い
て
は
︑
既
述
し
た
﹁
欲
坐
（
蓮

華
）
故
﹂
と
い
う
意
欲
が
示
す
通
り
に
︑
仏
法
に
帰
依
す
る
王
の
動
向
が
読
み

取
れ
る
︒
❷
に
お
け
る
﹁
病
﹂
は
︑
本
銘
の
﹁
大
御
病
﹂
と
同
型
で
あ
る
︒
❸

の
﹁
願
我
﹂
と
い
う
願
の
か
け
方
は
︑
本
銘
の
﹁
誓
願
：〝
賜
我
～
〟﹂
と
語
順

ま
で
似
て
い
る
︒
❹
の
﹁
作
詔
書
﹂
も
︑
本
銘
の
﹁
作
仕
奉
詔
﹂
と
似
通
っ
て

い
る
︒
❺
に
至
っ
て
は
︑
本
銘
の
﹁
崩
﹂
と
い
う
結
末
と
も
合
致
す
る
の
で
あ

る
︒

　
か
い
つ
ま
ん
で
い
え
ば
︑
イ
ン
ド
の
名
君
が
病
気
に
か
か
っ
た
際
に
︑
仏
法

に
縋す
が

っ
て
願
意
を
盛
り
込
む
べ
く
﹁
詔
﹂
を
﹁
作
﹂
り
あ
げ
て
近
臣
に
頼
ん
だ

も
の
の
︑
他
界
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
も
う
一
度
本
銘
を
確
か
め
る
と
︑
用
明

帝
も
病
身
を
抱
え
た
際
に
︑
仏
法
の
力
を
借
り
て
平
癒
の
願
意
を
語
り
つ
つ
も
︑

仏
像
と
そ
れ
を
安
置
す
る
寺
に
関
す
る
﹁
詔
﹂
を
あ
え
て
﹁
作
﹂
る
余
裕
は
な

い
︒
血
の
繫
が
っ
た
近
親
に
語
り
伝
え
た
だ
け
で
︑
急
逝
し
て
し
ま
う
︒
晩
年

の
統
治
者
が
︑
病
を
得
た
ら
す
ぐ
に
仏
教
の
加
持
を
も
っ
て
死
の
恐
怖
を
回
避

す
る
取
り
組
み
は
大
い
に
共
通
し
て
い
る
︒
正
倉
院
文
書
（
七
四
八
年
）
に

﹁
阿
育
王
伝
七
巻
﹂

（
94
）

が
記
さ
れ
て
い
る
点
と
奈
良
薬
師
寺
の
仏
足
石
記
に
﹁
阿

育
王
﹂

（
95
）

が
書
か
れ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
︑
阿
育
王
の
故
事
は
奈
良
朝
の
仏
教

界
に
と
っ
て
重
要
な
素
養
の
一
つ
で
あ
る
︒
本
銘
の
執
筆
者
が
︑
阿
育
王
の
臨

終
の
場
面
に
お
け
る
﹁
作
詔
﹂
の
パ
タ
ー
ン
に
親
し
ん
で
い
る
う
ち
に
︑
こ
れ

を
用
明
帝
の
状
況
に
当
て
は
め
て
︑
自
然
に
﹁
作
○
○
詔
﹂
と
い
う
用
字
が
生

み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

 （
６
）
仕
奉

　
金
銅
仏
に
仕
奉
す
る
趣
旨
を
詔
に
盛
り
込
む
奈
良
朝
の
類
例
は
︑
一
つ
挙
げ

ら
れ
る
︒
聖
武
帝
が
牽
引
し
た
建
設
事
業
だ
が
︑
東
大
寺
の
盧
舍
那
仏
像
が
落

成
す
る
際
に
︑
読
み
上
げ
ら
れ
た
﹁
宣
命
第
十
二
詔
﹂

（
96
）

の
一
節
を
掲
げ
て
み
よ

う
︒

勅
︑
遣
左
大
臣
橘
宿
禰
諸
兄
︑
白
仏
︑
三
宝
乃
奴
止
仕
奉
流
天
皇
羅我

命
盧
舎
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那
像
能
大
前
仁
奏
賜
部止

奏
久
︑

　
そ
の
﹁
詔
﹂
中
に
﹁
仕
奉
﹂
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
天
皇
の
仏
教
の
念
願
が

叶
っ
た
と
い
う
関
係
性
が
一
致
す
る
た
め
︑
本
銘
の
﹁
仕
奉
詔
﹂
と
ほ
ぼ
同
様

な
用
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

　
そ
れ
よ
り
厄
介
な
問
題
は
︑
む
し
ろ
﹁
仕
奉
﹂
の
語
性
い
か
ん
に
よ
っ
て
文

意
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
︑
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
古
賀
京
子
﹁
続
日
本
紀
宣
命
の

用
字
法
﹂

（
97
）

に
よ
る
と
︑﹁
仕
奉
の
よ
う
な
和
文
式
の
表
記
が
存
在
す
る
﹂
と
い

う
和
文
説
が
あ
る
︒
そ
れ
と
対
立
し
て
︑
既
述
し
た
よ
う
に
︑﹁
仕
奉
﹂
を
国

語
的
な
部
分
に
該
当
し
な
い
と
す
る
小
島
説
が
あ
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
馬
駿

﹃
日
本
上
代
文
学
〝
和
習
〟
問
題
研
究
﹄

（
98
）

が
示
し
た
﹃
古
事
記
﹄
の
﹁
純
正
漢

文
﹂
の
一
節
に
﹁
共
與
天
地
︐
無
退
仕
奉
﹂
と
あ
る
︒
い
う
な
れ
ば
︑
和
漢
同

形
語
で
あ
ろ
う
か
︒
確
か
に
宣
命
の
小
書
体
に
﹁
仕
奉
流
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

動
詞
に
語
尾
が
付
け
て
あ
る
の
で
︑﹁
和
文
﹂
説
の
正
確
性
が
自
ず
か
ら
保
証

さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
銘
に
は
そ
う
し
た
語
尾
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
︑

訓
で
し
か
読
め
な
い
と
決
め
込
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
よ
り
注

目
す
べ
き
な
の
は
純
漢
文
説
だ
が
︑
残
念
な
が
ら
根
拠
が
先
達
に
よ
っ
て
明
記

さ
れ
て
い
な
い
︒

　
瀬
間
正
之
﹁
上
代
日
本
敬
語
表
記
の
諸
相
︱
︱
﹁
見
﹂﹁
賜
﹂﹁
奉
仕
﹂﹁
仕

奉
﹂﹂

（
99
）

と
い
う
論
文
に
示
唆
深
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
仕
奉
﹂
に
つ
い

て
﹁
七
世
紀
末
以
降
常
用
の
表
記
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
し
︑﹃
日
本

書
紀
﹄
の
用
例
か
ら
推
せ
ば
︑
半
島
系
渡
来
人
の
開
発
し
た
表
記
で
あ
る
可
能

性
﹂
と
い
う
指
摘
に
至
っ
て
は
一
考
を
要
す
る
だ
ろ
う
︒

　
管
見
に
よ
る
と
︑﹁
仕
奉
﹂
の
古
例
は
唐
・
智
雲
（
述
）﹃
妙
經
文
句
私
志

記
﹄

（
100
）

の
一
節
﹁
天
王
仕
奉
佛
所
悅
可
孰
謂
不
然
﹂（
天
王
が
仕
奉
し
︑
仏
の
悦
可

す
る
所
な
り
︑
孰
か
然
ら
ず
と
謂
ふ
や
）
に
現
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
二
十
世

紀
に
下
る
と
︑
郁
達
夫
﹁
芸
術
与
国
家
﹂

（
101
）

に
お
け
る
﹁
要
求
我
們
的
尊
敬
和
仕

奉
﹂（
我
々
の
尊
敬
と
仕
奉
を
要
求
す
る
）
か
ら
一
例
が
検
出
で
き
︑﹁
仕
奉
：
現

通
用
為
〝
侍
奉
〟
﹂

（
102
）

（
仕
奉
：
現
に
〝
侍
奉
〟
と
通
用
す
る
）
と
い
う
注
も
付
せ

ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
中
国
発
の
二
字
漢
語
と
い
え
よ
う
︒﹁
仕
奉
﹂

の
意
味
合
い
に
関
し
て
は
︑﹁
造
レ
仏
立
レ
寺
之
詞
﹂

（
103
）

と
い
う
僧
松
持
の
説
が
知

ら
れ
る
が
︑
い
さ
さ
か
結
果
論
め
い
て
い
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
通

用
語
で
あ
る
﹁
侍
奉
﹂
を
調
べ
る
と
︑﹁
謂
虔
誠
地
致
力
於
︒（
略
）
亦
謂
信

仰
﹂

（
104
）（

敬
虔
で
誠
実
に
力
を
尽
く
す
︑
ま
た
信
仰
す
る
と
も
い
う
）
と
い
う
派
生
的

な
用
法
が
あ
る
︒
そ
れ
に
準
じ
て
︑﹁
作
仕
奉
詔
﹂
は
﹁
敬
虔
に
信
仰
す
る
と

い
う
詔
を
作
れ
﹂
と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　
一
方
︑﹁
事
奉
﹂
に
関
し
て
は
︑
瀬
間
論
文（

105
）

が
晋
・
干
宝
の
志
怪
小
説
集

﹃
捜
神
記
﹄

（
106
）

に
お
け
る
﹁
頗
有
神
驗
︒
一
邑
共
事
奉
︒﹂（
頗
る
神
験
有
り
て
一
邑

共
に
事
へ
奉
る
）
を
取
り
上
げ
た
う
え
で
︑﹁
漢
籍
に
も
用
例
を
持
つ
﹂
と
し

て
い
る
︒
た
だ
︑
見
過
ご
せ
な
い
の
は
﹁
仕
奉
﹂
と
の
同
義
性
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹃
詩
経
﹄
の
一
節
﹁
武
王
豈
不
仕
﹂（
武
王
豈
仕
へ
ざ
ら
ん
）

（
107
）

に
つ
い
て
︑﹁
仕
︐
事
﹂

（
108
）

と
い
う
前
漢
・
毛
亨
ら
の
伝
が
あ
り
︑
言
い
換
え
れ
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ば
﹁
仕
通
事
﹂（
仕
︑
事
に
通
ず
る
）
と
い
う
﹁
通
仮
﹂

（
109
）

の
関
係
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
︒

　
な
お
︑
瀬
間
論
文（

110
）

は
﹃
阿
弥
陀
経
疏
﹄﹃
大
乗
法
苑
義
林
章
﹄
を
検
討
し
た

う
え
で
︑﹁
唯
一
例
の
﹁
奉
仕
﹂
は
︑﹁
奉
事
﹂
の
誤
写
の
可
能
性
も
残
さ
れ

る
﹂
と
推
断
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
早
計
に
失
す
る
恐
れ
が
あ
る
︒
も
う
一
度

そ
う
し
た
窺
基
関
連
図
書
を
繙
け
ば
︑
次
の
通
り
に
な
る
︒

　
①
劉
宋
・
畺
良
耶
舎
（
訳
）﹃
仏
説
観
無
量
寿
仏
経
﹄

（
111
）

：﹁
欲
生
彼
國
者
︒
當

修
三
福
︒
一
者
孝
養
父
母
︒
奉
事
師
長
﹂（
彼
国
に
生
れ
む
と
欲
せ
ば
︑
当
に
三

福
を
修
む
べ
し
︒
一
は
父
母
を
孝
養
し
︑
師
長
に
奉
事
す
）

　
②
唐
・
窺
基
﹃
阿
弥
陀
経
疏
﹄

（
112
）

：﹁
若
觀
經
云
︒
當
修
三
行
︒
一
孝
養
父
母
奉

仕
師
長
﹂（﹃
観
経
﹄
に
云
ふ
が
若
し
︒
当
に
三
行
を
修
む
べ
し
︒
一
は
父
母
を
孝
養

し
師
長
に
奉
仕
す
）

　
③
唐
・
窺
基
﹃
大
乗
法
苑
義
林
章
﹄：﹁
觀
無
量
壽
經
廣
説
諸
觀
生
淨
土
因
︒

乃
至
孝
養
父
母
︒
奉
事
師
長
︒
十
念
成
就
︒
皆
淨
土
因
﹂

（
113
）（﹃

観
無
量
寿
経
﹄
広
く

諸
観
の
浄
土
に
生
れ
る
因
を
説
く
︒
乃
至
父
母
を
孝
養
し
︑
師
長
に
奉
事
し
︑
十
念

成
就
す
︒
皆
浄
土
の
因
な
り
）

　
引
用
の
関
係
を
整
理
す
る
と
︑
七
世
紀
の
窺
基
は
③
を
撰
し
た
際
に
︑
五
世

紀
の
①
の
﹁
事
﹂
に
関
す
る
八
字
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑

浄
土
三
部
経
の
一
つ
で
あ
る
﹃
阿
弥
陀
経
﹄
の
た
め
に
②
と
し
て
注
釈
を
施
す

際
に
は
︑
浄
土
三
部
経
の
一
つ
で
あ
る
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
と
明
記
し
つ
つ
も

﹁
事
﹂
の
代
わ
り
に
画
数
の
少
な
い
﹁
仕
﹂
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
結
局
︑

七
世
紀
の
窺
基
が
注
解
を
付
け
る
際
に
︑﹃
詩
経
﹄
古
注
の
訓
詁
知
識
が
脳
裏

に
蓄
え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑﹁
事
﹂
を
﹁
仕
﹂
で
代
用
す
る
理
由
は
充
分

で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
七
六
八
年
の
﹁
造
東
大
寺
司
牒
　
奉
写
一
切
経
司
　
合

疏
廿
巻
﹂
の
う
ち
︑﹁
阿
弥
陁
経
疏
一
巻
﹂

（
114
）

が
入
っ
て
い
る
︒
も
し
奈
良
末
期

の
写
経
担
当
者
が
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
の
原
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
両
者
の
食
い

違
い
に
気
が
付
い
て
お
り
︑
な
お
か
つ
﹃
詩
経
﹄
古
注
の
基
盤
に
ま
で
思
い
が

及
ん
で
い
る
な
ら
︑
窺
基
の
置
き
換
え
は
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
く
︑
か

え
っ
て
微
笑
ま
し
い
改
訳
の
創
意
工
夫
と
感
心
す
べ
き
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
窺
基
の
言
い
換
え
方
は
決
し
て
孤
例
で
は
な
い
︒
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
の
一

節
﹁
奉
事
﹂
に
つ
い
て
︑
笹
山
晴
生
﹁
古
代
の
鉄
剣
銘
﹂

（
115
）

が
﹁
奉
仕
﹂
と
い
う

解
説
を
施
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
︑
起
点
言
語
の
﹁
奉
事
﹂
を
目
標
言
語
の
﹁
奉

仕
﹂
へ
と
取
り
替
え
た
窺
基
の
や
り
方
に
は
何
ら
不
思
議
は
な
い
︒
も
う
少
し

当
該
剣
銘
の
漢
字
の
使
用
状
況
を
調
査
す
る
と
︑﹁
降
魔
変
文
﹂

（
116
）

と
の
間
に
テ

ク
ス
ト
相
互
関
連
性
を
ま
ず
四
点
指
摘
し
た
い
︒

　
❶
銘
文
の
﹁
其
児
名
乎

居
臣
世
々
為
杖
刀
人
首
﹂
は
︑
変
文
の
﹁
逆
臣
須

達
爲
頭
首
﹂
と
同
じ
﹁
臣
～
為
～
首
﹂
の
構
文
を
持
っ
て
い
る
︒

　
❷
銘
文
の
﹁
奉
事
来
至
今
﹂
は
︑
変
文
の
﹁
奉
使
來
至
此
間
﹂
と
同
じ
﹁
奉

～
来
至
﹂
の
句
構
造
を
持
っ
て
い
る
︒

　
❸
銘
文
の
﹁
百
練
利
刀
﹂
は
︑
変
文
の
﹁
黃
金
百
練
﹂
と
同
じ
金
属
の
﹁
百
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練
﹂
で
あ
る
︒

　
❹
銘
文
の
﹁
吾
奉
事
根
原
﹂
は
︑
変
文
の
﹁
吾
今
深
心
渴
仰
︐
願
說
根
原
﹂

と
同
じ
﹁
吾
～
根
原
﹂
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
︒

　
そ
れ
に
加
え
て
︑
銘
文
の
﹁
乎

居
臣
世
々
為
杖
刀
人
首
奉
事
﹂
に
お
け
る

﹁
臣
～
奉
事
﹂
と
︑
変
文
の
﹁
卑
臣
奉
仕
玉
階
﹂
に
お
け
る
﹁
臣
奉
仕
﹂
の
措

辞
と
し
て
は
僅
差
が
あ
る
が
︑﹁
卑
臣
奉
仕
（
事
）
玉
階
﹂

（
117
）

と
い
う
校
注
成
果

に
従
え
ば
︑
変
文
に
も
﹁
臣
奉
事
﹂
の
構
造
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
敦
煌
に

お
け
る
降
魔
変
画
巻
を
丹
念
に
調
べ
た
秋
山
光
和（

118
）

に
よ
る
と
︑
変
文
に
お
け
る

﹁
開
元
天
寶
聖
文
神
武
應
道
皇
帝
陛
下
﹂
に
鑑
み
て
︑
変
文
が
成
立
し
た
の
は

七
四
八
～
九
年
と
さ
れ
て
お
り
︑
画
巻
の
最
古
の
一
例
は
﹁
六
世
紀
あ
る
い
は

五
世
紀
末
に
ま
で
遡
る
﹂
と
い
う
︒
一
方
︑﹁
口
述
か
ら
文
字
に
な
っ
た
た
め
︑

﹁
変
文
﹂
と
称
さ
れ
た
﹂

（
119
）

と
い
う
定
義
を
吟
味
す
る
と
︑
五
世
紀
末
頃
よ
り
す

で
に
画
巻
に
基
づ
い
て
口
語
に
よ
る
解
説
が
施
さ
れ
て
い
た
が
八
世
紀
中
葉
に

な
っ
て
は
じ
め
て
練
れ
た
﹁
降
魔
変
文
﹂
が
書
写
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
五
～
八
世
紀
に
あ
っ
た
は
ず
の
降
魔
変
の
口
語
資
料
が
鉄
剣
銘

製
作
者
に
不
可
欠
な
漢
文
の
素
養
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

　
張
巍
﹃
中
古
漢
語
同
素
逆
序
詞
演
変
研
究
﹄

（
120
）

に
よ
る
と
︑﹁
同
素
逆
序
詞
﹂

と
は
﹁
詞
を
構
成
す
る
語
素
が
互
い
に
逆
の
同
素
詞
で
あ
り
︑
か
つ
主
に
双
音

の
複
合
詞
を
さ
す
﹂
と
い
う
︒
同
書
の
﹁
中
古
漢
語
同
素
逆
序
詞
詞
表
﹂
を
見

る
と
︑﹁
奉
遵
︱
︱
遵
奉
﹂﹁
進
仕
︱
︱
仕
進
﹂
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
︒

そ
れ
に
従
え
ば
︑﹁
奉
仕
︱
︱
仕
奉
﹂
と
い
う
逆
順
の
同
義
関
係
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
︒

（
７
）
當
時
崩
賜
造
不
堪
者

　
訓
点
本
を
見
る
と
︑﹁
崩シ
︱

賜下
支﹂ （
121
）（

崩
シ
タ
マ
ヒ
キ
）
と
﹁
崩
リ
賜
ヒ
テ
﹂

（
122
）

と

あ
っ
て
︑
連
続
し
た
二
字
と
訓
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
動
詞
﹁
崩
﹂
の
後
に
尊
敬
を
表
す
補
助
動
詞
﹁
賜
﹂
を
添
え
る
用
法
に
つ
い

て
︑
最
も
詳
し
く
考
察
し
た
の
が
小
松
英
雄
で
あ
る
︒
小
松
の
旧
論
は
︑

﹁﹁
崩
﹂
は
天
皇
の
死
亡
を
意
味
す
る
の
で
︑
や
は
り
︑﹁
賜
﹂
は
可
択
的
で
あ

る
︒
こ
の
よ
う
な
動
詞
の
場
合
︑﹁
賜
﹂
が
付
い
て
も
付
か
な
く
て
も
文
脈
の

理
解
に
は
影
響
が
な
い
﹂

（
123
）

と
し
て
い
る
︒
小
松
の
補
説
に
よ
る
と
︑
付
か
な
く

て
も
い
い
理
由
は
﹁
死
亡
し
た
の
は
天
皇
で
あ
り
︑
敬
意
も
込
め
ら
れ
て
い
る

か
ら
︑
ふ
つ
う
に
考
え
る
な
ら
﹁
賜
﹂
を
添
え
る
必
要
は
な
い
﹂

（
124
）

か
ら
で
あ
り
︑

付
い
て
も
い
い
と
い
う
理
由
は
﹁
天
皇
の
死
は
衝
撃
的
な
悲
し
い
出
来
事
で
あ

る
か
ら
︑
さ
ら
に
﹁
賜
﹂
を
添
え
て
丁
重
に
表
現
し
た
（
略
）
動
作
主
が
二
重

に
標
示
さ
れ
て
も
︑
伝
達
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
は
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑

こ
れ
は
特
別
の
場
合
の
特
別
の
表
現
で
あ
る
﹂
か
ら
と
い
う
︒

　
そ
の
説
に
対
し
て
抱
く
素
朴
な
疑
問
だ
が
︑
本
銘
の
﹁
治
天
下
﹂
の
二
例
と

も
天
皇
が
動
作
主
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ど
う
し
て
﹁
所
治
賜
天
下
﹂

（
天
の
下
を
　
治
め
賜
へ
る
）

（
125
）

と
い
う
歌
の
よ
う
に
﹁
賜
﹂
を
添
え
な
い
の
だ
ろ

う
か
︒
お
そ
ら
く
小
松
説
は
﹁
古
い
時
期
に
記
さ
れ
た
︑
そ
う
い
う
稚
拙
な
文

章
で
あ
る
と
し
た
ら
︑
用
字
や
表
現
は
整
っ
て
い
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
か
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ら
﹂

（
126
）

と
答
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
た
と
え
本
銘
の
﹁
崩
賜
﹂
の
﹁
賜
﹂
を
二
重

敬
語
と
す
る
説
が
成
立
す
る
に
し
て
も
︑﹁
二
重
構
造
の
過
剰
敬
語
に
な
っ
て

い
る
か
ら
︑
や
や
不
適
格
な
文
と
な
る
﹂

（
127
）

と
い
う
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
批
判
に
ど
の

よ
う
に
反
論
す
べ
き
だ
ろ
う
か
︒
要
す
る
に
︑﹁
賜
﹂
が
あ
っ
た
り
な
か
っ
た

り
す
る
非
整
合
性
は
︑
和
文
脈
を
も
っ
て
本
銘
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
際
に
解

決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
︒

　
純
漢
文
の
側
か
ら
は
﹁
當
時
湯
既
崩
︐
太
丁
未
立
而
死
﹂

（
128
）

（
当
時
湯
既
に
崩
じ

て
︑
太
丁
未
だ
に
立
て
ら
れ
ず
し
て
死
ぬ
）
と
い
う
一
例
を
検
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
崩
賜
﹂
の
間
に
入
れ
る
べ
き
な
の
は
決
し
て
ハ
イ
フ

ン
で
は
な
い
︒
そ
の
代
わ
り
︑﹁
當
時
崩
︒﹂
と
い
う
ふ
う
に
句
点
を
打
ち
さ
え

す
れ
ば
文
意
は
不
足
し
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

　
で
は
︑﹁
賜
造
不
堪
者
﹂
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
︒
本
銘
の

﹁
者
﹂
の
用
法
に
つ
い
て
は
︑
瀬
間
正
之
﹁
上
代
に
於
け
る
﹁
者
﹂
字
の
用
法

︱
︱
助
辞
用
法
か
ら
助
詞
表
記
へ
﹂

（
129
）

が
﹁
確
定
条
件
を
示
す
と
思
わ
れ
る
も

の
﹂
と
分
類
し
︑﹁﹁
の
で
︑
か
ら
﹂
と
訳
せ
（
略
）
漢
籍
に
類
例
を
見
な
い
﹂

と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
犬
飼
隆（

130
）

も
﹁
こ
の
﹁
者
﹂
の
字
が
︑
中
国
語
の
用
法

か
ら
離
れ
て
︑
日
本
語
の
接
続
助
詞
の
﹁
ば
﹂
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら
で
ご
ざ

い
ま
す
︒
こ
う
い
う
こ
と
が
証
拠
と
し
て
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
変
体
漢

文
で
︑
漢
文
風
に
見
え
て
も
実
は
日
本
語
と
し
て
読
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
﹂
と
主
張
し
て
い
る
︒

　
そ
れ
と
対
立
し
て
︑﹁
造
不
堪
者
﹂
を
﹁
漢
文
体
﹂

（
131
）

と
す
る
小
島
説
を
想
起

し
た
い
︒
残
念
な
が
ら
︑
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
仏
典
側
の
注
釈
を
見
る
に
︑
七
五
一
年
の
写
経
資
料
と
し
て
記
さ
れ
る
﹁
阿

毗
達
磨
大
毗
婆
沙
論
二
百
巻
﹂

（
132
）

を
重
視
し
て
︑
五
百
大
阿
羅
漢
（
他
著
）
唐
・

玄
奘
（
訳
）﹃
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
﹄

（
133
）

を
調
べ
る
と
︑﹁
若
此
堪
立
沙
門
果
者

卽
便
立
之
︒
若
不
堪
者
便
不
建
立
﹂（
若
し
此
れ
沙
門
果
を
立
て
堪
へ
れ
ば
た
だ

ち
に
之
を
立
て
る
︒
若
し
堪
へ
ざ
れ
ば
便
ち
建
立
せ
ぬ
）
と
い
う
一
節
が
あ
る
︒

ち
な
み
に
︑
沙
門
果
は
﹁
沙
門
で
あ
る
こ
と
の
目
に
見
え
る
結
果
﹂

（
134
）

と
定
義
付

け
ら
れ
て
い
る
︒

　
漢
文
の
作
例
を
見
る
と
︑﹁
不
堪
者
﹂
三
字
の
連
用
と
し
て
は
︑﹁
有
必
不
堪

者
七
︑
甚
不
可
者
二
﹂（
必
ず
堪
へ
ざ
る
者も
の

七
︑
甚
だ
不
可
な
る
者
二
有
り
）
と

い
う
嵇
康
﹁
与
山
巨
源
絶
交
書
﹂

（
135
）

が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
の
﹁
堪
え
ら
れ
な
い
こ

と
が
七
つ
︑
到
底
世
に
容
認
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
﹂
と

い
う
通
釈
も
参
考
に
な
る
︒
純
漢
文
の
立
場
か
ら
捕
捉
す
る
際
に
︑
こ
の
﹃
文

選
﹄
の
古
例
に
準
じ
て
︑
読
み
下
し
文
の
段
階
で
は
﹁
者も
の

﹂
と
訓
む
が
︑
現
代

語
訳
の
段
階
で
は
﹁
こ
と
﹂
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
︒

　
管
見
に
よ
る
と
︑
本
銘
の
動
詞
句
に
極
め
て
類
似
し
た
用
例
が
二
つ
指
摘
で

き
る
︒
一
つ
目
は
︑
一
五
〇
九
年
の
監
察
御
史
が
官
吏
を
弾
劾
す
べ
く
︑
武
器

の
﹁
成
造
不
堪
﹂（
成つ
く
り造
堪
へ
ず
）
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て

明
武
宗
は
﹁
造
作
不
完
︑
不
堪
并
被
盗
者
︐
俱
免
提
依
擬
追
銀
﹂

（
136
）

（
造つ
く
り作
完お
は

ら

ざ
る
︑
堪
へ
ざ
る
な
ら
び
に
盗
ま
る
る
者
︑
俱
に
と
ら
へ
を
免
じ
て
擬
に
依
り
て
銀

を
追
へ
）
と
い
う
判
決
を
言
い
渡
し
て
い
る
︒
そ
こ
に
﹁
造
～
不
堪
～
者
﹂
と
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い
う
構
成
が
見
ら
れ
る
︒
二
つ
目
は
︑
一
六
四
七
年
の
清
の
陳
有
明
（
撰
）

﹁
織
造
経
制
記
﹂

（
137
）

で
あ
る
︒
そ
の
一
節
﹁
一
立
賞
罰
．
夫
勸
懲
明
則
人
心
鼓
．

本
部
不
時
親
自
下
局
．
逐
機
查
驗
．
織
挽
精
美
者
．
立
賞
銀
牌
一
面
．
造
作
不

堪
者
．
責
治
示
懲
﹂（
一
　
賞
罰
を
立
て
る
べ
し
︒
夫
れ
勧
懲
明
ら
か
に
せ
ば
則
ち

人
心
を
鼓
す
る
︒
本
部
折
に
つ
け
自
ら
局
に
下
り
︑
機
を
逐
う
て
し
ら
べ
る
︒
織
挽

精
美
の
者
に
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
銀
牌
一
面
を
賞
す
︒
造つ

く
り作
堪
へ
ざ
る
者
を
責
め
た
だ

し
て
懲
を
示
す
）
で
あ
る
︒
そ
こ
に
も
﹁
造
～
不
堪
者
﹂
と
い
う
形
態
が
見
ら

れ
る
︒
文
脈
上
︑﹁
者
﹂
は
人
を
指
す
が
︑
一
句
は
﹁
よ
く
造
れ
る
人
に
褒
美

を
︑
と
て
も
造
れ
ぬ
人
に
罰
を
与
え
よ
﹂
と
把
握
で
き
る
︒

　
本
銘
の
﹁
然
當
時
崩
賜
造
不
堪
者
﹂
と
い
う
文
字
連
鎖
に
つ
い
て
︑﹁
賜
﹂

は
﹁
剰
余
に
な
る
﹂

（
138
）

と
小
松
が
説
い
て
い
る
︒
も
う
一
度
前
後
の
か
か
り
方
を

考
え
る
と
︑﹁
不
堪
﹂
の
前
に
二
字
動
詞
が
あ
る
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
る
こ

と
に
気
付
く
だ
ろ
う
︒
先
帝
の
願
意
を
述
べ
る
本
銘
の
二
十
字
を
再
読
す
る
と
︑

﹁
賜
我
大
御
病
太
平
﹂
と
﹁
将
造
寺
藥
師
像
﹂
と
あ
る
通
り
︑
平
癒
の
恩
﹁
賜
﹂

と
寺
仏
の
﹁
造
﹂
営
が
そ
の
二
大
心
配
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
の
順
序
が
元

の
ま
ま
﹁
不
堪
者
﹂
の
前
に
入
る
と
す
れ
ば
︑
先
帝
の
念
願
が
崩
御
の
せ
い
で

実
現
で
き
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
状
況
説
明
に
こ
の
上
も
な
く
相
応
し
い
だ
ろ
う
︒

要
す
る
に
︑
本
銘
願
文
に
お
け
る
二
大
願
望
が
﹁
賜
造
﹂
の
二
字
に
凝
縮
さ
れ

て
い
る
た
め
︑﹁
賜
・
造
﹂
と
把
握
し
た
ほ
う
が
ベ
タ
ー
で
あ
る
︒

 （
８
）
大
命
受
賜

　
こ
の
四
つ
の
文
字
連
鎖
に
つ
い
て
︑﹁﹁
大
命
受
賜
而
﹂
の
﹁
受
賜
而
﹂
は
承

り
て
で
あ
つ
て
大
命
を
拝
受
し
て
と
い
ふ
様
な
今
日
新
聞
に
よ
く
見
ら
れ
る
様

な
文
章
よ
り
も
遥
か
に
日
本
的
で
あ
る
﹂

（
139
）

と
い
う
東
伏
見
邦
英
の
指
摘
が
知
ら

れ
る
︒
た
し
か
に
宣
命
第
一
詔
に
﹁
大
命
乎
受
賜
利
﹂

（
140
）

と
い
っ
た
用
例
が
あ
り
︑

本
銘
と
四
字
ほ
ど
共
有
し
て
い
る
た
め
︑
日
本
語
で
訓
ま
れ
て
い
る
と
す
る
主

張
を
理
解
で
き
な
く
も
な
い
︒
し
か
し
︑
本
銘
に
は
宣
命
小
書
体
が
な
い
た
め
︑

無
理
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
た
と
え
助
詞
の
﹁
乎
﹂
が
な
く
て
も
と
に
か
く

訓
み
添
え
を
施
し
て
ま
で
和
文
を
成
り
立
た
せ
た
い
と
い
う
よ
う
な
説
に
反
論

を
加
え
る
際
に
︑
純
漢
文
の
側
か
ら
更
な
る
論
証
の
手
続
き
が
欠
か
せ
な
い
︒

　
ま
ず
︑﹁
大
命
﹂
は
も
と
も
と
漢
語
で
あ
る
︒﹃
周
礼
﹄

（
141
）

の
一
節
﹁
王
之
大

命
﹂（
王
の
大
命
）
に
関
し
て
︑﹁
天
子
之
命
﹂

（
142
）

（
天
子
の
命
）
と
辞
書
に
よ
っ
て

説
明
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
︒
天
子
が
臣
下
に
命
じ
る
場
面
は
︑
本
銘
の
用

法
と
同
様
と
い
え
る
︒

　﹁
受
賜
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
た
ま
も
の
を
受
け
る
﹂（
諸
橋
轍
次
﹃
大
漢
和
辞
典

巻
二
﹄

（
143
）

）
と
い
う
説
明
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
受
﹂
を
動
詞
︑﹁
賜
﹂
を
名
詞
と
す
る

捉
え
方
が
看
取
で
き
る
︒﹁
受
け
る
﹂
と
﹁
賜
わ
る
﹂
か
ら
な
る
複
合
し
た
二

字
動
詞
の
﹁
受
賜
﹂
は
ま
だ
収
録
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
︒
そ
の
た
め
に
︑
二

例
ほ
ど
用
例
を
拾
っ
て
み
よ
う
︒

　
①
居
延
の
簡
牘
に
﹁
︙
︙
□
□
哉
︐
忽
受
賜
□
帛
絮
︐
金
銀
青
□
︐
爲
矛
鉞
︑

金
輪
︐
大
廄
名
馬
﹂

（
144
）

と
い
う
一
節
が
あ
る
︒
判
読
困
難
な
文
字
が
混
じ
っ
て
い
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る
も
の
の
︑
前
後
の
文
脈
か
ら
判
断
す
れ
ば
︑
副
詞
﹁
忽
﹂（
た
ち
ま
ち
）
の

後
に
﹁
受
賜
﹂
と
い
う
二
字
動
詞
が
来
て
︑
そ
の
直
後
に
目
的
語
﹁
□
帛
絮
﹂

と
な
る
名
詞
が
来
る
と
す
る
構
文
を
窺
わ
せ
る
︒

　
②
元
︑
明
の
変
わ
り
目
に
活
躍
し
た
十
四
世
紀
の
張
士
誠
だ
が
︑﹁
士
誠
聞

廉
夫
至
︐
甚
喜
︐
即
命
飲
以
受
賜
之
酒
﹂

（
145
）

（
士
誠
︑
廉
夫
が
至
り
ぬ
と
聞
き
︑
甚

だ
喜
ぶ
︒
即
ち
受
賜
の
酒
を
以
て
飲
め
と
命
ず
る
）
と
い
う
記
載
が
あ
る
︒﹁
受

賜
之
酒
﹂
は
﹁
受
け
賜
わ
っ
た
酒
﹂
ま
た
は
﹁
受
賜
し
た
酒
﹂
と
も
訓
読
す
る

こ
と
が
で
き
る
︒

　
上
述
し
た
二
例
と
も
Ｖ
＋
Ｖ
と
い
う
語
構
成
の
も
と
複
合
動
詞
﹁
受
賜
﹂
が

す
で
に
市
民
権
を
得
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
少
な
く
と
も
一
例
く
ら
い

は
漢
和
辞
典
に
登
録
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
次
い
で
︑﹁
大
命
﹂
と
﹁
受
賜
﹂
両
者
の
共
起
関
係
に
つ
い
て
は
︑
唐
・
孔

頴
達
に
よ
る
﹃
毛
詩
正
義
﹄

（
146
）

の
一
節
︱
︱
﹁
爰
及
成
王
封
建
之
辝
︐
魯
公
受
賜

之
命
﹂

（
147
）

（
爰
に
及
び
て
成
王
封
建
の
辞
︑
魯
公
受
賜
の
命
）
が
想
起
で
き
る
︒
周

の
天
子
の
た
め
に
﹁
大
﹂
を
入
れ
て
み
る
と
︑
臣
下
の
魯
公
に
﹁
受
賜
之
大

命
﹂
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
ら
ば
︑
授
受
関
係
と
い
い
︑
言
葉
遣
い
と

い
い
︑
本
銘
の
﹁
大
命
受
賜
﹂
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

　
漢
籍
に
は
完
全
に
一
致
し
た
四
字
熟
語
の
用
例
が
確
認
で
き
て
い
な
い
が
︑

類
語
関
係
を
取
り
入
れ
る
と
︑﹁
受
賜
大
命
﹂
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
帯
び
る
言

い
方
が
﹃
詩
経
﹄
の
注
疏
に
現
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
︒

　
次
に
避
け
て
通
れ
な
い
の
は
︑
シ
ン
タ
ク
ス
倒
置
の
問
題
で
あ
る
︒
西
宮
一

民（
148
）

が
本
銘
に
つ
い
て
︑﹁
変
体
漢
文
体
﹂
と
定
義
付
け
た
う
え
︑﹁
欲
坐
﹂﹁
藥

師
像
作
仕
奉
﹂﹁
造
不
堪
﹂﹁
大
命
受
賜
﹂
の
四
箇
所
に
傍
線
を
引
い
て
﹁
語
順

の
破
格
を
示
す
﹂
と
し
て
い
る
︒
既
述
し
た
よ
う
に
︑﹁
欲
坐
﹂﹁
造
不
堪
﹂
に

関
し
て
は
海
彼
の
用
例
を
参
照
し
た
り
︑﹁
藥
師
像
作
仕
奉
﹂
に
関
し
て
は
句

切
り
方
を
調
整
し
た
り
す
れ
ば
︑
概
し
て
正
格
の
漢
文
に
な
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒

残
さ
れ
る
の
は
︑﹁
大
命
受
賜
﹂
の
み
で
あ
る
︒

　
一
般
的
な
﹁
Ｖ
＋
Ｎ
﹂
と
倒
置
す
る
﹁
Ｎ
＋
Ｖ
﹂
と
の
間
は
︑
全
く
同
一
視

し
て
よ
い
の
か
︑
あ
る
い
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
僅
差
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ

を
究
明
す
る
場
合
︑
書
儀
研
究
の
成
果
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
程
顕
生
（
他

編
）﹃
文
言
尺
牘
示
範
﹄

（
149
）

の
手
本
を
掲
げ
て
み
よ
う
︒

　
❶
﹇
奉
讀
大
示
︐
向
往
尤
深
﹈
讀
著
您
的
來
信
︐
對
您
的
向
往
又
進
一
步
地

加
深
了
︒

　
❷
﹇
大
示
拜
讀
︐
心
折
殊
深
﹈
您
的
訓
示
已
經
恭
敬
地
讀
了
︐
我
由
衷
地
︑

深
深
地
佩
服
您
︒

　
即
ち
︑﹁
Ｖ
＋
Ｎ
﹂
の
構
造
を
持
つ
❶
の
場
合
︑﹁
お
手
紙
を
読
ん
で
い
て
﹂

と
い
う
意
味
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
Ｎ
＋
Ｖ
﹂
の
構
造
を
持
つ
❷
の
場
合
︑﹁
ご
訓

示
を
す
で
に
恭
し
く
拝
読
致
し
ま
し
た
﹂
と
読
み
取
れ
る
︒
❷
の
﹁
大
示
﹂
＋

﹁
拝
読
﹂
の
構
造
と
共
有
す
る
本
銘
の
﹁
大
命
﹂﹁
受
賜
﹂
は
︑
そ
れ
に
準
じ
て
︑
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﹁
大
命
を
す
で
に
受
賜
し
た
﹂
と
捉
え
直
し
た
ほ
う
が
漢
文
の
語
感
が
ず
れ
ず

に
済
む
だ
ろ
う
︒

　
本
銘
に
お
け
る
﹁
詔
﹂﹁
大
命
﹂
は
と
も
に
先
帝
の
命
令
だ
が
︑
も
う
一
度

前
後
の
文
脈
を
読
め
ば
︑﹁
詔
﹂
が
ま
だ
文
書
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
﹁
當
時
﹂︑

﹁
崩
﹂
じ
て
し
ま
っ
た
た
め
︑
正
式
の
詔
書
が
残
ら
な
か
っ
た
︒
然
る
に
︑﹁
受

賜
﹂
し
た
口
頭
の
﹁
大
命
﹂
が
ま
ざ
ま
ざ
と
耳
に
残
っ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を

何
と
か
し
よ
う
と
い
う
の
が
﹁
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
及
東
宮
聖
王
﹂

ら
の
積
年
の
宿
題
と
な
っ
て
い
た
︒﹁
詔
﹂
か
ら
﹁
大
命
﹂
へ
と
用
字
を
置
き

換
え
ら
れ
た
の
は
︑
文
書
を
作
成
す
る
手
を
下
す
余
裕
が
な
い
ほ
ど
崩
御
の
迅

速
さ
を
想
像
さ
せ
る
︒

（
９
）
押
韻
状
況

　
東
野
治
之
﹁
七
世
紀
以
前
の
金
石
文
﹂

（
150
）

に
よ
る
と
︑﹁
い
わ
ゆ
る
推
古
朝
遺

文
に
代
表
さ
れ
る
七
世
紀
半
ば
ま
で
の
史
料
（
略
）
に
関
し
て
は
︑
史
料
価
値

を
め
ぐ
っ
て
種
々
の
議
論
が
あ
り
︑
全
面
的
な
再
検
討
が
望
ま
れ
る
﹂
と
い
う
︒

同
じ
法
隆
寺
金
堂
に
宝
蔵
さ
れ
て
い
る
本
銘
も
当
然
な
が
ら
︑﹁
再
検
討
﹂
す

べ
き
射
程
に
入
る
︒
研
鑽
す
る
際
に
︑
東
野
治
之（

151
）

の
指
針
が
示
唆
に
富
む
だ
ろ

う
︒﹁
そ
の
銘
文
が
純
漢
文
体
で
綴
ら
れ
て
い
る
か
︑
和
文
を
基
本
と
し
て
い

る
か
は
︑
釈
読
す
る
上
に
最
も
重
大
な
要
素
﹂
と
し
て
文
体
の
相
違
を
峻
別
し

つ
つ
︑﹁
純
漢
文
体
の
場
合
は
︑
特
有
の
対
句
構
成
や
押
韻
︑
典
故
な
ど
に
留

意
す
る
﹂
と
い
う
ふ
う
に
念
を
押
し
て
い
る
︒
本
銘
に
つ
い
て
︑
東
野（

152
）

は
﹁
四

字
句
︑
六
字
句
の
ま
と
ま
り
は
勿
論
︑
一
行
の
字
数
の
統
一
も
全
く
顧
慮
さ
れ

て
い
な
い
﹂
と
い
う
点
を
重
視
し
た
う
え
で
﹁
和
文
体
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒

但
し
︑
東
野
も
﹁
た
だ
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
文
体
や
用
語
が
︑
す
べ
て
和

風
の
も
の
と
割
り
き
れ
る
か
ど
う
か
は
確
証
が
な
く
︑
あ
る
い
は
中
国
の
俗

語
・
俗
文
や
朝
鮮
の
語
法
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
﹂
と

一
旦
留
保
し
て
い
る
︒
東
野
治
之
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
像
の
光
背
銘
と
天
寿
国

繍
帳
の
銘
文
﹂

（
153
）

に
至
っ
て
﹁
薬
師
像
の
銘
と
同
様
︑
和
文
体
で
現
れ
る
﹂
と
し

て
︑
本
銘
の
和
文
体
説
が
こ
れ
で
決
定
づ
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
文

体
の
位
相
を
正
し
く
見
極
め
る
た
め
に
は
︑
東
野
が
開
示
し
た
﹁
押
韻
﹂
の
有

無
に
即
し
て
の
検
証
作
業
こ
そ
目
下
の
急
務
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
隋
・
陸
法
言
﹃
切
韻
﹄（
六
〇
一
年
成
立
）
の
ほ
う
か
ら
韻
目
を
把
握
せ
ね

ば
な
ら
な
い
︒
原
本
﹃
切
韻
﹄
は
零
本
し
か
な
い
が
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄

（
154
）

に
載
録
さ
れ
て
い
る
王
仁
煦
﹃
切
韻
﹄
を
重
視
し
て
︑
完
本
王
韻
（
王
仁
煦

﹃
刊
謬
補
缺
切
韻
﹄）

（
155
）

を
調
べ
る
と
︑
銘
文
の
韻
目
が
表
１
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
︒

　
句
読
点
の
打
ち
方
に
つ
い
て
は
︑﹁
上
代
漢
文
﹂
の
場
合
︑
小
島
憲
之
﹁
上

代
散
文
の
訓
読
と
文
体
と
を
め
ぐ
る
問
題
︱
︱
句
読
点
の
場
合
﹂

（
156
）

が
重
要
な
提

言
を
し
て
い
る
︒﹁
そ
れ
が
一
般
の
中
国
散
文
の
よ
う
に
声リ
ズ
ム調

を
ね
ら
っ
て
書

か
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
︑
そ
の
リ
ズ
ム
に
従
っ
て
句
読
点
は
打
つ
べ
き
で
あ
ろ

う
﹂
と
い
う
︒
そ
の
指
摘
を
吟
味
す
る
と
︑
韻
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
正
し
く
句

切
れ
な
い
恐
れ
が
あ
る
と
再
認
識
で
き
る
︒
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法
隆
寺
金
堂
の
銘
文
に
つ
い
て
は
︑
竹
内
理
三
（
編
）﹃
寧
楽
遺
文
﹄

（
157
）

の
提

供
し
た
間
違
っ
た
句
読
版
﹁
上
宮
法
皇
枕
病
︑
弗
悆
于
食
︑
王
后
仍
以
勞
疾
︑

並
著
於
床
︙
︙
﹂
を
批
判
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
小
島
憲
之（

158
）

の
残
し
た
業
績
を

見
習
い
た
い
︒﹁
四
字
句
﹂
の
形
式
を
切
り
口
に
し
た
小
島
の
分
析
に
よ
る
と
︑

﹁
上
宮
法
皇
︑
枕
病
弗
悆
︒
干
食
王
后
︑
仍
以
勞
疾
︑
並
著
於
床
︙
︙
﹂
と
打

ち
直
す
べ
し
と
し
て
お
り
︑
冴
え
た
読
み
を
見
せ
て
い
る
︒
本
銘
の
句
読
を
再

検
討
す
る
際
に
︑
小
島
の
研
究
姿
勢
に
共
鳴
を
覚
え
た
筆
者
は
︑﹁
等
韻
家
に

よ
っ
て
﹃
広
韻
﹄
の
韻
部
が
十
六
の
韻
摂
に
帰
納
さ
れ
て
い
る
が
︑
元
来
﹃
切

韻
﹄
の
系
統
と
も
一
致
し
て
い
る
︒
十
六
摂
は
中
古
韻
母
大
系
を
代
表
し
う
る

も
の
で
あ
る
﹂

（
159
）

と
い
う
指
摘
と
︑﹁
韻
図
家
の
分
析
に
よ
り
︑﹃
切
韻
﹄
は
ま
ず

十
六
摂
に
分
け
ら
れ
﹂

（
160
）

と
い
う
指
摘
を
併
せ
て
傾
聴
し
た
い
︒
そ
れ
に
し
た

が
っ
て
︑﹁
止
摂
﹂（
支
︑
紙
︑
寘
︑
脂
︑
旨
︑
至
︑
之
︑
止
︑
志
︑
微
︑
尾
︑
未

と
い
う
十
二
の
韻
目
を
統
括
し
て
い
る
）

（
161
）

だ
け
に
注
目
し
て
み
よ
う
︒
そ
の
銘
字

に
傍
点
と
句
読
点
を
適
宜
に
付
け
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

池0

邊
大
宮
治0

天
下
天
皇
大
御
身
勞
賜0

︒
時0

歳

次0

丙
午
年
︐
召
於
大
王
天
皇
与
太
子0

︐
而0

誓
願
：﹁
賜0

我
大

御
病
太
平
︐
欲
坐
故
︐
将
造
寺
︑
藥
師0

像
︐
作
仕0

奉
詔
！
﹂
然
︐

當
時0

崩
︒
賜0

・
造
不
堪
者
︐
小
治
田
大
宮
治0

天
下
大
王
天

皇
及
東
宮
聖
王
大
命
受
賜0

︐
而0

歳
次0

丁
卯
年
仕0

奉
︒

銘 四声 韻目 唐・王仁煦（撰）
『刊謬補缺切韻』五巻（頁）

丁 平 青 134
下 去 禡 173
大 去 泰 163
子 上 止 143
小 上 小 150
不 上 有 155
与 上 語 143
午 上 姥 144
及 入 緝 192
天 平 先 122
太 去 泰 163
王 平 陽 131
丙 上 梗 153
仕 上 止 143
卯 上 巧 150
召 去 笑 171
平 平 庚 132
田 平 先 122
寺 去 志 160
年 平 先 122
次 去 至 160
池 平 支 109
而 平 之 110
作 入 鐸 193
坐 去 箇 173
我 上 哿 151
身 平 眞 118
受 上 有 155

命 去 敬 175
奉 上 腫 140
於 平 魚 112
東 平 東 105
治 去 至 160
者 上 馬 152
故 去 暮 162
皇 平 唐 131
宮 平 東 105
師 平 脂 109
時 平 之 110
病 去 敬 175
将 平 陽 130
崩 平 登 138
御 去 御 161
欲 入 燭 180
造 去 號 172
勞 去 號 172
堪 平 覃 129
然 平 仙 123
詔 去 笑 171
歳 去 祭 164
當 平 唐 131
聖 去 勁 175
像 上 養 153
誓 去 祭 165
賜 去 寘 159
藥 入 藥 192
邊 平 先 123
願 去 願 168

表 1　韻目
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　﹁
時
﹂﹁
子
﹂
が
同
時
に
韻
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
﹃
詩
経
﹄
の
実
例（

162
）

が

あ
る
︒
そ
れ
に
準
じ
て
︑﹁
時0

︙
︙

 

子0

﹂ 

あ
た
り
か
ら
リ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
る
︒

﹁
治
﹂﹁
賜
﹂﹁
子
﹂
が
同
時
に
韻
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
杜
牧
﹁
感
懐

詩
﹂
の
実
例（

163
）

も
あ
る
︒
そ
れ
に
準
じ
て
︑
少
な
く
と
も
﹁
︙
︙
勞
賜0

︙
︙
太

子0

﹂
あ
た
り
に
も
リ
ズ
ム
感
が
認
め
ら
れ
る
︒
そ
う
し
た
止
摂
感
覚
に
基
づ
い

て
﹁
池0

﹂﹁
時0

﹂﹁
而0

﹂﹁
賜0

我
﹂﹁
賜0

・
造
﹂﹁
而0

﹂
を
読
み
上
げ
る
と
︑
同
じ

く
句
頭
に
来
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑﹁
勞
賜0

﹂﹁
太
子0

﹂﹁
受
賜0

﹂
は
同
じ

く
句
尾
に
来
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
︒
要
す
る
に
︑
止
摂
の
九
銘
字
（
池0

邊

︙
︙
勞
賜0

︒
時0

︙
︙
太
子0

︑
而0

︙
︙
：﹁
賜0

我
︙
︙
﹂
︙
︙
︒
賜0

・
造
︙
︙
受
賜0

︑
而0

︙
︙
︒）
は
文
章
の
区
切
り
目
の
首
尾
を
は
っ
き
り
と
示
す
役
割
を
果
た
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
︒﹁
韻
律
声
調
を
尊
重
し
た
文
章
を
﹁
漢
文
﹂
と
名
付
け
る
﹂

（
164
）

と
い
う
定
義
を
想
起
す
れ
ば
︑
ぜ
ひ
と
も
純
漢
文
体
で
読
ま
れ
た
い
と
い
う
作

文
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

　
な
お
︑﹁
銘
﹂
の
押
韻
の
作
法
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
非
定
型
が
や
や
も
す
る

と
無
韻
の
も
の
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
馬
銀

琴
﹃
両
周
詩
史
﹄

（
165
）

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
紀
元
前
の
金
文
の
韻
語
を
見
る
と
︑﹁
韻
︑

散
相
間
的
語
体
﹂（
韻
文
と
散
文
が
交
互
に
な
っ
た
語
体
）
と
い
う
や
り
方
が
あ

り
︑
た
と
え
ば
大
盂
鼎
の
﹁
嗣
文
乍
邦
︐
闢
厥
慝
︐
匍
有
四
方
﹂（
文
を
嗣
ぎ

て
邦
を
作
り
︑
そ
の
徳
を
闢
き
︑
四
方
を
撫
有
せ
り
）

（
166
）

の
場
合
︑﹁
邦
︙
︙
方
﹂
式

の
押
韻
法
が
認
め
ら
れ
る
︒
ゆ
え
に
︑
非
定
型
の
本
銘
に
韻
字
が
埋
め
ら
れ
て

い
る
の
は
︑
中
国
古
代
金
文
を
受
容
し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

　
押
韻
の
状
況
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
︑
頭
韻
と
脚
韻
が
奏
で
出
す
交
響
性
を

見
過
ご
せ
ま
い
︒
冒
頭
の
﹁
池0

︙
︙
賜0

﹂︑
二
句
目
の
﹁
時0

︙
︙
子0

﹂
と
い
う

ふ
う
に
意
識
的
に
読
み
上
げ
て
い
け
ば
︑
頭
・
脚
両
韻
を
踏
ん
で
い
る
音
楽
性

に
気
付
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒

 

　
非
定
型
の
先
例
を
挙
げ
る
場
合
︑﹃
老
子
﹄
の
一
節
﹁
故
强
良
（
梁
）
者
︑

不
得
其
死
︒
我
將
以
爲
學
父
﹂（
故
に
︑
強
梁
な
る
者
は
︑
其
の
死
を
得
ず
︒
我

将
に
以
て
学
父
為
ら
ん
と
す
）

（
167
）

が
想
起
さ
れ
る
︒
そ
の
う
ち
︑﹁
故
︙
︙
父
﹂
が

﹁
首
尾
韻
﹂

（
168
）

を
成
し
て
い
る
︑
と
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
︒
漢
字
圏
内
に
い

る
執
筆
者
は
純
漢
文
を
活
か
し
て
い
た
た
め
︑
漢
籍
固
有
の
韻
律
感
覚
を
最
大

限
に
追
求
し
よ
う
と
し
て
原
稿
作
成
に
着
手
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

　
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
︑
冒
頭
漢
字
の
﹁
池
﹂
に
因
ん
だ
止
摂
の
頻
用
と
︑

そ
れ
と
交
響
す
べ
く
頭
韻
・
脚
韻
が
繰
り
返
さ
れ
る
リ
ズ
ム
︑
と
い
う
二
大
構

造
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
の
よ
う
な
観
点
で
銘
文
を
検
討
し
た
研

究
は
皆
無
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
上
代
金
石
文
の
文
体
を
め
ぐ
る
判
断
基
準
は
︑

込
み
入
っ
た
日
本
語
史
の
問
題
と
絡
ん
で
い
る
が
︑
こ
の
考
察
結
果
を
も
っ
て

す
れ
ば
︑﹁
で
す
か
ら
︑
中
国
人
に
は
︑
読
め
ま
せ
ん
︒
日
本
人
に
向
け
て
日

本
語
の
文
章
を
書
い
て
い
る
の
で
す
﹂

（
169
）

と
い
う
意
見
に
︑
大
陸
の
中
国
人
な
ら

ぬ
台
湾
人
の
筆
者
の
目
か
ら
す
れ
ば
︑
も
は
や
従
え
な
く
な
る
の
は
︑
贅
言
を

費
や
す
ま
で
も
な
い
︒
か
え
っ
て
︑
純
漢
文
体
説
を
改
め
て
支
持
す
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
︑
次
の
よ
う
な
訓
釈
の
試
案
を
纏ま
と

め
る
こ
と
が
で
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き
た
︒池

辺
大
宮
治
天
下
天
皇
大み

づ

か
御
身
ら
労
賜
せ
り
︒
時
は
歳
次
丙
午
年
︑
大
王

天
皇
と
太
子
を
召
し
︑
而
し
て
﹁
我
が
大
御
病
に
太
平
を
賜
へ
︑
坐
せ
ん

と
欲
す
が
故
な
り
︒
将
に
寺
・
薬
師
像
を
造
ら
ん
と
す
︒
仕
奉
の
詔
を
作

れ
！
﹂
と
誓
願
せ
り
︒
然
る
に
︑
当ま
さ

に
そ
の
時
崩
じ
ぬ
︒
賜
ひ
・
造
り
堪

へ
ざ
る
者
は
︑
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
及
び
東
宮
聖
王
ら
大
命
を

す
で
に
受
賜
せ
し
か
ら
に
は
︑
而
し
て
歳
次
丁
卯
年
に
仕
奉
せ
り
︒

 

四
　
本
銘
の
成
立
年
代
と
執
筆
者

　﹁
成
立
時
期
に
問
題
の
あ
る
法
隆
寺
金
堂
薬
師
如
来
像
光
背
銘
﹂

（
170
）

に
つ
い
て

は
︑
諸
説
が
あ
っ
て
ま
だ
定
説
が
得
ら
れ
て
い
な
い
︒
銘
文
の
一
節
に
﹁
丁
卯

年
﹂
が
あ
る
た
め
︑
従
来
﹁
推
古
天
皇
十
五
（
西
暦
六
〇
七
）
年
で
あ
る
と
す

る
点
に
つ
い
て
は
︑﹃
古
京
遺
文
﹄
を
は
じ
め
と
し
て
︑
何
人
も
こ
れ
に
疑
問

を
持
た
な
か
つ
た
﹂

（
171
）

と
さ
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
福
山
敏
男
﹁
法
隆
寺
の
金

石
文
に
関
す
る
二
︑三
の
問
題
﹂

（
172
）

を
皮
切
り
に
新
説
が
次
々
と
唱
え
ら
れ
て
い

る
︒

　
福
山
は
﹁
天
皇
﹂
と
い
う
用
語
に
着
目
し
て
︑﹁
天
智
天
皇
五
年
の
も
の
と

推
定
さ
れ
る
野
中
寺
蔵
弥
勒
像
の
台
座
銘
に
﹁
中
宮
天
皇

0

0

﹂
と
あ
る
﹂（
傍
点

原
著
者
）
点
を
重
視
し
︑
本
銘
は
﹁
推
古
朝
よ
り
も
降
つ
た
時
代
に
書
か
れ
た

と
見
る
方
が
穏
当
で
は
あ
る
ま
い
か
﹂
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
う

え
︑
具
体
的
に
﹁
こ
の
銘
文
は
恐
ら
く
天
武
朝
の
後
半
以
降
︑
天
平
以
前
に
於

い
て
坂
田
寺
の
縁
起
を
模
し
て
法
隆
寺
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
﹂
と

推
定
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
六
八
〇
～
七
二
九
年
が
そ
の
成
立
期
間
だ
と

言
い
換
え
ら
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
が
︑
根
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
る
︑
六
六
七
年
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ

る
野
中
寺
蔵
弥
勒
像
に
︑
近
年
疑
義
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
︒
東
野
治
之
﹁
野

中
寺
弥
勒
像
台
座
銘
の
再
検
討
﹂

（
173
）

に
よ
っ
て
︑﹁
銘
文
が
新
た
に
撰
文
さ
れ
た

と
す
る
と
︑
そ
の
時
期
は
野
中
寺
像
が
︑
学
界
や
世
間
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
比
較
的
近
い
時
点
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
﹂
と
す
る
新
説
が
提
起
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
福
山
説
の
物
証
そ
の
も
の
の

信
憑
性
が
弱
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
︑﹁
天
皇
﹂
号
採
用
の
観
点
か
ら
︑

福
山
説
を
補
強
す
る
論
考
が
現
れ
た
︒
渡
辺
茂
﹁
古
代
君
主
の
称
号
に
関
す
る

二
・
三
の
試
論
﹂

（
174
）

は
︑﹃
旧
唐
書
﹄

（
175
）

の
一
節
﹁
皇
帝
稱
天
皇
︐
皇
后
稱
天
后
﹂

（
皇
帝
︑
天
皇
と
称
し
︑
皇
后
︑
天
后
と
称
す
）
に
着
眼
し
て
︑﹁
中
国
に
お
い
て
︑

政
治
上
の
君
主
に
﹁
天
皇
﹂
号
を
用
い
た
の
は
唐
の
高
宗
の
上
元
元
年

（
六
七
四
）
で
﹂﹁
天
武
天
皇
の
崩
後
に
お
い
て
︑
天
武
の
偉
業
を
し
の
ぶ
あ
ま

り
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
帝
﹂
号
に
か
え
て
︑
当
時
唐
で
呼
称
さ
れ
は
じ
め
た
﹁
天

皇
﹂
号
を
以
て
尊
称
す
る
よ
う
に
し
た
の
は
︑
持
統
天
皇
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
﹂
と
推
測
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
東
野
治
之
に
よ
る
と
︑﹁
天
皇
号
の
採
用
は

六
七
五
年
以
後
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
﹂

（
176
）

と
い
う
分
析
も
あ
る
︒
要
す
る
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に
︑
中
国
の
天
皇
号
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
時
潮
に
応
じ
て
︑
天
武
︱

持
統

の
叔
父
︱

姪
の
関
係
で
︑
か
つ
夫
婦
の
統
治
下
に
そ
れ
を
導
入
し
た
七
世
紀
後

半
以
降
︑
本
銘
の
執
筆
者
が
六
～
七
世
紀
の
日
本
﹁
大
王
﹂
を
描
写
す
る
際
に
︑

一
斉
に
後
世
の
﹁
天
皇
﹂
号
に
書
き
換
え
る
経
緯
が
あ
っ
た
︑
と
整
理
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒

　
そ
れ
に
対
し
て
︑
小
谷
博
泰（

177
）

は
福
山
説
の
﹁
あ
や
ふ
や
な
根
拠
を
ま
こ
と
ら

し
く
並
べ
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
︑
な
い
し
は
予
見

さ
れ
た
結
論
へ
と
強
引
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
論
理
の
展
開
に
は
︑

当
惑
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
非
難
す
る
︒
そ
の
手
法
へ
の
批
判
を
経
て
︑

本
銘
は
﹁
推
古
朝
頃
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
﹂
と
結
論
付
け
て
い
る
︒

　
一
方
︑
大
山
誠
一
﹁﹁
聖
徳
太
子
﹂
研
究
の
再
検
討
（
上
）﹂

（
178
）

は
﹁
結
論
と
し

て
︑
銘
文
の
成
立
時
期
は
︑
上
限
が
天
皇
号
を
採
用
し
た
持
統
朝
︑
下
限
は

﹃
法
隆
寺
資
財
帳
﹄
に
見
え
る
か
ら
天
平
十
九
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
﹂
と
い

う
修
正
案
を
出
し
て
い
る
︒
持
統
女
帝
の
在
位
は
六
八
六
～
六
九
七
年
だ
か
ら
︑

六
八
六
～
七
四
七
年
と
言
い
換
え
ら
れ
る
︒

　
代
表
的
な
諸
説
を
検
討
し
て
み
た
が
︑
率
先
し
て
﹁
天
皇
﹂
号
を
指
標
に
し

て
掘
り
下
げ
た
福
山
説
の
研
究
手
法
が
切
り
拓
い
た
先
見
性
に
敬
服
せ
ざ
る
を

え
な
い
︒
た
だ
七
世
紀
後
半
以
降
の
成
立
と
す
る
観
点
に
は
早
過
ぎ
る
恐
れ
が

あ
り
︑
ま
だ
精
確
さ
を
欠
い
て
い
る
こ
と
も
否
め
ま
い
︒
用
字
状
況
を
検
討
す

る
際
に
︑
個
別
の
二
字
熟
語
は
重
要
で
は
あ
る
が
︑
構
造
的
な
修
辞
法
の
視
点

こ
そ
︑
か
え
っ
て
よ
り
有
効
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
漢
詩
文
の
二

大
修
辞
格
を
通
じ
て
︑
従
来
全
然
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
本
銘
が
紡
ぎ
出
し
た
言

葉
の
綾
の
一
端
を
究
明
し
て
み
よ
う
︒

　
本
銘
の
図
版
に
基
づ
い
て
文
字
の
分
布
状
況
を
検
討
す
る
研
究
史
の
な
か
で
︑

逸
早
く
示
唆
を
与
え
た
の
が
藪
田
嘉
一
郎
﹃
日
本
上
代
金
石
叢
考
﹄

（
179
）

で
あ
ろ
う
︒

﹁
五
行
︒
第
一
行
十
六
字
︒
第
二
行
と
第
四
行
は
行
に
十
九
字
︒
第
三
行
と
第

五
行
は
行
に
十
八
字
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
方
向
を
深
化

さ
せ
た
の
が
︑
小
松
英
雄
の
二
大
論
考
で
あ
る
︒
小
松
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
仏

造
像
銘
札
記
﹂

（
180
）

は
︑
新
た
に
計
算
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑﹁
各
行
一
八
字
に
均
分

す
れ
ば
格
子
状
の
配
列
に
な
る
﹂
は
ず
だ
が
︑﹁
均
一
的
配
分
に
優
先
す
る
な

ん
ら
か
の
原
理
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
﹂
と
想
定
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
小
松

英
雄
﹃
日
本
語
書
記
史
原
論
﹄

（
181
）

は
︑﹁
第
二
行
以
下
は
︑
交
互
に
十
九
字
／

十
八
字
に
な
っ
て
い
る
か
ら
︑
明
ら
か
に
計
算
さ
れ
た
配
分
で
あ
る
﹂
と
明
快

に
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
綿
密
な
計
算
の
も
と
に
総
字
数
が
決
定
さ
れ
︑

ま
た
︑
各
行
の
字
数
も
慎
重
に
再
配
分
さ
れ
た
﹂
と
と
も
に
︑﹁
文
字
の
大
き

さ
が
語
句
の
重
み
に
比
例
し
て
い
る
﹂
と
い
う
到
達
点
を
見
せ
て
い
る
︒

　
一
行
の
総
字
数
か
ら
切
口
を
発
見
し
︑
シ
ン
プ
ル
と
は
い
え
興
味
深
い
結
論

に
漕
ぎ
着
け
た
小
松
の
手
法
は
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
や
や
視
点

を
換
え
て
全
体
的
な
文
字
の
出
現
頻
度
に
即
し
て
把
握
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
︒

こ
こ
で
統
計
し
直
し
た
と
こ
ろ
︑
一
回
し
か
用
い
ら
れ
な
い
文
字
を
除
け
ば
︑

下
表
の
通
り
と
な
る
︒
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本
銘
の
最
後
の
一
字
﹁
奉
﹂
に
つ
い
て
︑
小
松
は
﹁
先
行
す
る
各
行
の
末
尾

の
文
字
﹁
歳
﹂﹁
大
﹂﹁
然
﹂﹁
天
﹂
と
︑
ほ
ぼ
水
平
に
近
い
位
置
に
あ
り
︑
余

白
が
な
い
﹂

（
182
）

と
指
摘
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
図
版
を
下
方
よ
り
仔
細
に
観
察

す
る
と
︑
二
行
目
の
﹁
大
﹂
と
四
行
目
の
﹁
天
﹂
だ
け
は
ほ
ぼ
同
じ
余
白
を
残

し
て
お
り
︑
一
行
の
字
数
が
多
い
割
に
縮
ま
り
方
が
目
立
っ
て
い
る
︒
そ
の
う

え
︑
本
銘
の
﹁﹁
天0

﹂
や
﹁
大0

﹂
が
左
に
傾
く
特
徴
が
あ
り
ま
す
﹂（
傍
点
原
著

者
）

（
183
）

と
い
う
書
き
癖
も
認
め
ら
れ
る
︒
異
な
る
字
数
五
十
八
字
の
う
ち
︑
こ
の

二
字
は
一
︑二
位
を
争
う
︑
い
う
な
れ
ば
執
筆
者
の
愛
字
意
識
を
言
外
に
滲
ま

せ
る
レ
イ
ア
ウ
ト
の
わ
ざ
が
看
取
で
き
る
︒
か
り
に
機
械
的
に
各
行
十
八
の
格

子
状
に
並
べ
直
せ
ば
︑
行
末
に
来
る
べ
き
な
の
は
丙
・
御
・
當
・
天
・
奉
と

な
っ
て
お
り
︑
愛
字
の
所
在
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
鐫
刻
バ
ー
ジ
ョ

ン
の
行
が
長
か
っ
た
り
短
か
っ
た
り
設
定
さ
れ
た
の
は
︑
ゆ
え
な
し
と
し
な
い
︒

　
次
に
気
に
な
る
の
は
︑
一
般
的
に
作
文
は
同
語
反
復
を
避
け
る
べ
き
だ
と
さ

れ
て
い
る
も
の
を
︑
本
銘
の
﹁
大
﹂﹁
天
﹂
に
限
っ
て
い
え
ば
︑
ど
う
し
て
あ

え
て
十
二
回
ほ
ど
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
最
上
位
と
な
っ
た
二
字

だ
け
が
︑
何
ら
か
の
理
由
で
特
権
的
に
書
き
込
ま
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ

れ
を
解
明
す
る
た
め
に
︑
王
維
﹁
送
梓
州
李
使
君
﹂（
梓
州
の
李
使
君
を
送
る
）

の
前
半
に
現
れ
た
修
辞
法
を
通
じ
て
考
察
し
よ
う
︒

萬
壑
樹
參
天
︐
千
山
響
杜
鵑
︒
山
中
一
夜
雨
︐
樹
杪
百
重
泉
︒（
万
壑が
く

　

樹
　
天
に
参ま

じ

わ
り
／
千
山
　
杜と

鵑け
ん

響
く
／
山
中
　
一
夜
の
雨
／
樹
杪し
ょ
う︹
筆
者
訂

正
：
び
ょ
う
︺　
百
重

ち
ょ
う
の
泉
）

（
184
）

　
日
本
の
注
釈
書
を
見
れ
ば
︑﹁
山
字
︑
樹
字
を
錯
綜
し
て
用
い
て
い
る
﹂

（
185
）

と

す
る
目
加
田
誠
の
評
価
と
︑﹁
山
二
字
あ
る
は
病
な
り
﹂

（
186
）

と
し
て
避
板
法
に
基

づ
い
た
釈
清
潭
の
批
判
が
あ
る
︒
後
者
に
従
え
ば
︑
表
2
に
挙
げ
た
十
八
字
は

す
べ
て
重
病
に
か
か
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
よ
う
な
初
級
的
な
失
策
を
本
銘
の
原

作
者
が
演
じ
る
は
ず
が
な
い
だ
ろ
う
︒
よ
っ
て
︑
前
者
の
方
向
か
ら
探
究
す
べ

き
で
あ
る
︒

　
錢
鍾
書（

187
）

の
指
摘
に
よ
る
と
︑﹁〝
丫
叉
法
〟（chiasm

us

）﹂（
キ
ア
ス
ム
ス
︑
交

錯
配
列
法
）
に
こ
そ
﹁
錯
綜
流
動
﹂
の
効
果
が
あ
り
︑﹃
史
記
﹄
に
お
け
る
散

文
や
﹃
玉
台
新
詠
﹄
に
お
け
る
韻
文
な
ど
と
と
も
に
︑
当
面
の
﹁
送
梓
州
李
使

君
﹂
も
代
表
的
な
実
例
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
極
意
に
つ
い
て
は
︑

順位 銘文 頻度
1 大 7
2 天 5
3 賜 4
4 宮 3
4 治 3
4 皇 3
4 王 3
5 下 2
5 御 2
5 時 2
5 歳 2
5 次 2
5 年 2
5 太 2
5 而 2
5 造 2
5 仕 2
5 奉 2

表 2　用字ランキング
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蔡
田
明（

188
）

に
よ
っ
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
︒
即
ち
︑﹁
交
錯
配
列
法
は
文
字
を
〝
錯

綜
〟
さ
せ
︑
行
文
を
〝
流
動
〟
さ
せ
る
﹂
と
し
つ
つ
︑﹁
Ａ
︱
︱
Ｂ
︱
︱
Ｂ

︱
︱
Ａ
﹂
と
い
う
図
式
で
示
さ
れ
て
い
る
︒﹁
送
梓
州
李
使
君
﹂
の
﹁
樹
︱
︱

山
︱
︱
山
︱
︱
樹
﹂
構
造
は
こ
の
第
一
特
徴
に
合
致
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
そ

れ
に
対
し
て
︑
本
銘
の
一
行
目
を
観
察
す
る
と
︑﹁
大
︱
︱
天
︱
︱
天
︱
︱

大
﹂
が
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
明
ら
か
に
交
錯
配
列
法
の
第
一
特
徴
に
符
合
す
る
︒

同
法
の
第
二
特
徴
と
し
て
﹁A

B
A

（C
hiastic

）﹂
（
189
）

ま
た
は
﹁
ａ
︱
ｘ
︱
ａ
﹂

（
190
）

と
い

う
指
摘
が
あ
り
︑
第
三
特
徴
と
し
て
﹁C

hiasm
us

（A
B

A
B

A

）﹂
（
191
）

と
い
う
説
明

が
知
ら
れ
る
︒
本
銘
の
二
行
目
を
吟
味
す
る
と
︑﹁
大
︱
︱
天
︱
︱
大
﹂
と
い

う
順
序
が
あ
る
︒
最
後
の
二
行
だ
け
を
眺
め
る
と
︑﹁
大
︱
︱
天
︱
︱
大
︱
︱

天
︱
︱
大
﹂
の
並
べ
方
が
見
え
る
︒
総
じ
て
四
回
交
錯
配
列
法
・
三
回
交
錯
配

列
法
・
五
回
交
錯
配
列
法
と
い
う
﹁
錯
綜
﹂
の
諸
相
が
十
二
回
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
な
お
︑
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
の
長
谷
寺
銅
板
法
華
説
相
図
銘（

192
）

に
お
け
る

﹁
飛
鳥
清
御
原
大
宮
治
天
下
天
皇
﹂
と
同
じ
く
︑
本
銘
も
某
大
宮
の
号
と
﹁
治

天
下
天
皇
﹂
を
繰
り
返
し
て
い
る
︒
そ
の
選
択
に
よ
っ
て
︑
例
え
ば
第
一
行
の

場
合
︑﹁
大
↓
天
↓
天
﹂
と
い
う
骨
格
が
確
保
で
き
︑
そ
の
後
に
﹁
大
御
身
﹂

を
加
え
る
と
交
錯
配
列
法
の
第
一
特
徴
が
よ
り
簡
単
に
出
来
上
が
っ
た
と
推
測

で
き
る
︒

　
然
ら
ば
︑
そ
う
し
た
構
造
の
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
︒
ま
ず
︑﹃
詩
経
﹄

（
193
）

の

﹁
鳳
皇
鳴
矣
　
于
彼
高
岡
　
梧
桐
生
矣
　
于
彼
朝
陽
　
菶
菶
萋
萋
　
雝
雝
喈

喈
﹂（
鳳
皇
鳴
く
　
于こ
こ

に
彼か

の
高か
う
か
う岡
に
　
梧
桐
生
ず
　
于
に
彼
の
朝て
う
や
う陽
に
　
菶ほ
う

菶ほ
う

萋せ
い

萋せ
い

た
り
　
雝よ
う

雝よ
う

喈か
い

喈か
い

た
り
）
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
薛
夢
得
﹃
写
作
技
巧
手
冊
﹄

（
194
）

に

よ
る
と
︑﹁
詩
人
は
交
錯
配
列
法
を
運
用
し
な
が
ら
構
想
・
考
慮
し
て
い
る
︒

〝
菶
菶
〟
を
梧
桐
に
近
接
さ
せ
︑〝
雝
雝
〟
を
鳳
凰
と
照
応
さ
せ
る
︒
こ
の
よ
う

に
し
て
︑
こ
の
詩
の
構
造
に
〝
円
〟
の
特
色
を
際
立
た
せ
て
い
る
﹂
と
い
う
︒

た
し
か
に
鳳
凰
↓
梧
桐
↓
菶
菶
（
茂
盛
の
意
）
↓
雝
雝
（
鳳
凰
の
鳴
き
声
を
形
容

す
る
）
と
い
う
ふ
う
に
抜
き
出
し
て
理
解
す
れ
ば
︑
円
の
構
造
が
認
め
ら
れ
る
︒

ま
た
︑﹃
論
語
﹄
と
い
っ
た
古
文
を
取
り
上
げ
た
王
世
鈺
﹁〝
丫
叉
法
〟
探
究
﹂

（
195
）

に
よ
る
と
︑﹁
而
し
てA

B
B́

Á

式
は
幾
何
学
の
正
式
な
円
形
に
あ
ら
ず
と
い
え

ど
も
︑
し
か
し
首
尾
は
呼
応
し
︑
中
間
は
相
連
な
り
︑
構
造
は
自
然
に
し
て
唐

突
な
ら
ず
︑
即
ち
円
の
義
を
含
み
︑
こ
の
構
造
の
使
用
は
正
に
円
を
追
求
す
る

意
図
を
実
現
し
て
い
る
と
い
え
る
﹂
と
い
う
指
摘
も
あ
る
︒
そ
う
し
た
言
葉
レ

ベ
ル
のA

B
B́

Á

に
円
構
造
が
あ
る
以
上
︑
同
字
で
織
り
成
す
第
一
特
徴
の

﹁
A
B
B
A
﹂
と
第
二
特
徴
の
﹁
A
B
A
﹂
と
第
三
特
徴
の
﹁
A
B
A
B
A
﹂

に
も
各
々
円
の
構
造
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒

　
再
び
本
銘
の
主
旋
律
と
な
る
﹁
大
﹂﹁
天
﹂
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
分
析
し
て

み
よ
う
︒
江
正
傑（

196
）

に
よ
る
と
︑
甲
骨
文
の
﹁
大
﹂
は

と
い
う
形
に
な
っ
て

い
る
が
︑
そ
の
頭
上
に
太
陽
を
表
す
指
事
の
符
号
（
一
輪
の
丸
：

）
を
加

え
る
と
︑

（
天
）
に
な
る
︑
と
い
う
︒
○
の
有
無
で
区
別
す
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
甲
骨
文
の

（
天
）
で
刻
ま
れ
た
金
石
文
の
一
例
と
し
て
︑
初
唐

の
﹁
総
章
三
年
﹂（
六
七
〇
年
）

（
197
）

に
成
立
し
た
碧
落
碑
が
想
起
で
き
る
︒
そ
の
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示
唆
深
い
○
ま
た
は
を 

用
い
て
﹁
大
﹂
と
﹁
天
﹂
と
の
輪
を
そ
れ
ぞ
れ
描
い

て
み
る
と
下
図
の
よ
う
に
な
る
︒

　
仮
に
愛
字
以
外
を
無
視
す
れ
ば
︑
主
旋
律
が
形
作
っ
て
い
る
の
は
主
に
三
つ

の
図
案
で
あ
る
︒

　
ど
う
訓
む
べ
き
か
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
日
本
語
話
者
よ
り
も
︑
漢

字
文
化
圏
内
の
人
々
は
︑
同
形
の
と
こ
ろ
だ
け
に
丸
を
描
き
易
く
な
る
だ
ろ
う
︒

図
３
Ａ
の
﹁
天
﹂
と
図
４
Ａ
の
﹁
大
﹂
を
と
も
に
凹
ん
だ
点
と
見
な
せ
ば
︑
図

３
Ａ
か
ら
２
Ａ
へ
︑
さ
ら
に
図
４
Ａ
へ
と
見
届
け
る
と
︑
漣
さ
ざ
な
みが

立
つ
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
逆
に
︑
図
４
Ａ
か
ら
図
２
Ａ
へ
︑
さ
ら
に
図
３
Ａ
へ
と
見

届
け
る
と
︑
渦
巻
い
て
い
る
躍
動
感
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑

図
２
Ａ
と
図
４
Ａ
に
複
数
の
同
心
円
が
連
な
っ
て
い
る
︒

　
文
字
の
レ
ベ
ル
で
渦
・
漣
・
同
心
円
が
現
れ
る
の
は
︑
決
し
て
孤
立
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
︒
薬
師
如
来
の
裳
懸
座
に
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
衣
紋
と
呼
応

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
中
国
仏
像
の
場
合
︑﹁
北
魏
の
金
銅
仏
が

纒
っ
た
着
衣
の
裾
が
鋭
く
か
つ
波
状
的
に
翻
る
容
態
﹂

（
198
）

と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
武
則
天
の
顔
を
象
か
た
ど
っ
た
と
い
う
︑
龍
門
石
窟
の
盧
舎
那
仏
に
つ
い
て
は

﹁
一
輪
一
輪
の
同
心
円
式
の
衣
紋
﹂

（
199
）

が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑

 図 2　四回交錯配列法

 図 3　三回交錯配列法

 図 4　五回交錯配列法

 図 2 A

 図 3 A

 図 4 A
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日
本
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
法
隆
寺
金
堂
に
即
し
て
い
え
ば
︑﹁
六
号
壁

如
来
像
の
裳
裾
も
蓮
華
座
の
上
に
そ
れ
自
体
で
生
動
的
な
渦
文
を
連
続
さ
せ
て

い
る
﹂

（
200
）

と
注
視
さ
れ
て
お
り
︑
釈
迦
三
尊
像
本
尊
へ
視
線
を
移
し
て
も
﹁
大
き

く
波
打
っ
た
衣
文
は
深
く
刻
ま
れ
シ
ャ
ー
プ
で
あ
り
﹂

（
201
）

と
報
告
さ
れ
て
い
る
︒

一
方
︑
八
九
六
年
の
制
作
の
棲
霞
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
に
つ
い
て
﹁
衣
文
線
が
つ

く
る
同
心
円
状
の
構
図
の
み
が
目
立
ち
﹂

（
202
）

と
い
う
説
明
が
あ
る
︒
大
陸
の
造
仏

様
式
が
列
島
に
伝
わ
っ
て
き
た
際
に
︑
衣
紋
を
水
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
見
立

て
て
作
り
上
げ
て
ゆ
く
審
美
眼
が
着
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
さ
て
︑
薬
師
如
来
像
を
観
察
す
る
と
︑
光
背
の
﹁
蓮
華
唐
草
文
帯
内
を
波
状

に
う
ね
る
蓮
茎
﹂

（
203
）

や
﹁
水
波
文
で
︑
下
框
お
よ
び
台
脚
部
天
板
の
上
面
に
認
め

ら
れ
る
︒
四
隅
に
渦
巻
を
お
き
︑
四
辺
に
水
波
の
拡
が
っ
て
ゆ
く
さ
ま
を
あ
ら

わ
す
﹂

（
204
）

な
ど
の
如
き
意
匠
が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
入
念
に
左

手
の
下
に
お
け
る
衣
紋
を
凝
視
す
る
と
楕
円
の
同
心
円
も
認
め
ら
れ
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
文
字
と
彫
刻
と
の
間
に
共
鳴
関
係
を
な
し
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
に
︑

願
主
で
あ
る
先
帝
の
冒
頭
文
字
﹁
池
﹂
に
基
づ
い
て
彫
刻
芸
術
の
共
演
が
立
体

的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

　
な
お
︑
光
背
の
表
面
に
円
と
字
が
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
類
例
と
し
て
想
起

で
き
る
の
は
九
州
の
石
仏
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
臼
杵
の
九
躯
の
阿
弥
陀
に
焦
点

を
当
て
る
と
︑﹁
中
尊
の
光
背
は
︑
大
き
な
舟
形
光
背
の
中
に
円
光
を
容
れ
︑

舟
形
光
と
円
光
と
の
内
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
朱
ま
た
は
墨
を
も
つ
て
円
圏
を
描
き
︑

そ
の
中
に
梵
字
が
書
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
﹂

（
205
）

と
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
円
内

に
文
字
を
埋
め
る
よ
う
な
や
り
方
は
︑﹁
禅
宗
で
︑
人
の
心
に
本
来
備
わ
っ
て

い
る
さ
と
り
を
示
す
た
め
に
︑
象
徴
と
し
て
描
く
円
︒
円
の
な
か
に
文
字
や
記

号
を
か
い
て
︑
心
の
働
き
や
︑
さ
と
り
の
階
程
を
表
わ
す
こ
と
も
あ
る
﹂

（
206
）

概
念

に
該
当
す
る
︒
そ
れ
と
異
な
っ
て
︑
本
銘
は
同
字
を
目
印
に
し
て
描
く
べ
き
円

に
暗
示
を
与
え
て
い
る
の
み
で
あ
る
︒

　
二
つ
目
の
修
辞
法
に
関
し
て
は
︑
何
度
か
抄
写
し
て
い
る
う
ち
に
︑
筆
者
は

あ
る
現
象
に
気
が
付
い
た
︒
そ
の
文
字
の
相
対
位
置
の
順
序
が
あ
る
法
則
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
仮
に
Ａ
～
Ｇ
及
び
ａ
～
ｇ
を

付
け
て
お
こ
う
︒

池
邊
大

Ａ
宮
治
天
下
天Ｂ皇
大Ｃ

御
身
勞
賜Ｄ

︒
時
歳Ｅ次
丙
午
年Ｆ

︐
召
於
大
王
天
皇

与
太
子
︐
而
誓
願
：﹁
賜
我
大
御
病
太
平
︐
欲
坐
故
︐
将
造
寺
︑
藥
師
像
︐

作
仕Ｇ奉
詔
！
﹂

然
︐
當
時
崩
︒
賜
・
造
不
堪
者
︐
小
治
田
大

ａ
宮
治
天
下
大
王
天ｂ皇
及
東
宮

聖
王
大ｃ

命
受
賜ｄ

︐
而
歳ｅ次
丁
卯
年ｆ

仕ｇ奉
︒（
傍
線
筆
者
）

　﹁
然
﹂
字
以
前
を
第
一
段
落
と
区
切
り
︑
そ
れ
以
降
を
第
二
段
落
と
す
れ
ば
︑

第
一
段
落
に
お
け
る
七
箇
所
の
登
場
順
番
が
︑
そ
の
ま
ま
み
ご
と
に
第
二
段
落

に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
段
落
に
お
け
る
﹁
作
仕
奉
詔
﹂
は
︑
ま

だ
口
頭
命
令
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
第
二
段
落
に
お
け

る
﹁
仕
奉
﹂
は
竣
工
に
達
し
て
い
る
︒
先
帝
が
歩
ん
だ
道
の
り
を
︑
推
古
天
皇
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と
聖
徳
太
子
は
一
歩
も
疎
か
に
せ
ず
忠
実
に
追
随
し
て
ゆ
く
と

い
う
姿
勢
を
遠
回
し
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
し
冒
頭
字

の
﹁
池
﹂
を
重
視
し
て
︑
如
上
の
文
字
配
列
の
技
巧
を
波
紋
と

見
な
せ
ば
︑
Ａ
～
Ｇ
は
前
波
と
な
り
︑
ａ
～
ｇ
は
後
波
と
な
る

だ
ろ
う
︒

　
そ
う
し
た
十
四
箇
所
の
波
浪
が
︑
衣
紋
の
﹁
波
﹂
と
と
も
に

﹁
池
辺
﹂
天
皇
に
捧
げ
る
モ
ノ
と
し
て
献
上
さ
れ
た
ら
︑
極
め

て
意
味
深
長
で
あ
る
︒
そ
れ
を
支
え
る
修
辞
法
を
洗
い
出
す
際

に
︑
宗
廷
虎
（
他
著
）﹃
中
国
集
句
史
﹄

（
207
）

を
参
照
す
る
必
要
が

あ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑﹁
古
人
或
い
は
前
人
の
成
句
を
集
引

す
る
方
法
を
運
用
し
て
詩
篇
を
書
け
ば
集
句
詩
で
あ
る
︒
こ
の

方
法
は
〝
集
句
〟
法
で
あ
る
﹂
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
そ

し
て
︑
魯
哀
公
の
﹁
誄
孔
子
﹂
が
集
句
の
最
古
の
作
と
い
う
︒

た
だ
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
伝
統
的
な
〝
集
句
〟
と

は
や
や
趣
を
異
に
し
た
発
展
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
薨
じ
た
魏
王

曹
操
の
た
め
に
後
漢
の
献
帝
が
以
下
の
よ
う
な
詔（

208
）

を
渙
発
し
た

こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
け
て
み
よ
う
︒

誄
孔
子
：
旻
天⎝

Ａ
⎠不

弔
︒
不
憖

⎝
Ｂ
⎠

遺
一
老
︑
俾
屏
余⎝

Ｃ
⎠一人

以
在
位
︒
煢
煢
余

在⎝
Ｄ
⎠

疚
︒
嗚
呼
︑
哀
哉

⎝
Ｅ
⎠

尼
父
︒
無
自
律
︒（
旻び
ん
て
ん天
弔あ
は
れま
ず
︒
憗し
ば

ら
く
一
老
を
遺

し
︑
余
一
人
を
屏お

ほ

ひ
て
以
て
位
に
在
ら
し
め
ず
︒
煢け
い
け
い煢
と
し
て
余
︑
疚
や
ま
ひ
に
在
り
︒

嗚
呼
︑
哀
し
い
か
な
尼
父
︒
自
ら
律
す
る
と
こ
ろ
無
し
）

（
209
）

漢
献
帝
の
詔
：
魏
太
子
丕
：﹁（
前
略
）
天⎝

ａ
⎠不

憖
⎝
ｂ
⎠

遺
一
老
︐
永
保
余⎝

ｃ
⎠一人

︐

早
世
潛
神
︐
哀
悼
傷
切
︒
丕
奕
世
宣
明
︐
宜
秉
文
武
︐
紹
熙
前
緒
︒
今
使

使
持
節
御
史
大
夫
華
歆
奉
策
詔
授
丕
丞
相
印
綬
︑
魏
王
璽
紱
︐
領
冀
州
牧
︒

方
今
外
有
遺
虜
︐
遐
夷
未
賓
︐
旗
鼓
猶
在

⎝
ｄ
⎠

邊
境
︐
干
戈
不
得
韜
刃
︐
斯
乃

播
揚
洪
烈
︐
立
功
垂
名
之
秋
也
︒
豈
得
脩
諒
闇
之
禮
︐
究
曾
︑
閔
之
志

哉⎝
ｅ
⎠？

（
下
略
）﹂（
魏
太
子
丕
：﹁（
前
略
）
天
一
老
を
遺
し
て
︑
永
く
余
一
人

を
保ま

も

る
を
憖ね
が

は
ず
︑
早
世
神し
ん

潜せ
ん

せ
し
こ
と
︑
哀
悼
傷
切
な
り
︒
丕
よ
︑
奕え
き

世せ
い

す

と
も
こ
こ
に
宣
明
す
︑
文
武
を
秉と

つ
て
︑
前
緒
を
紹つ

ぎ
熙ひ
ろ

む
べ
し
︒
今
︑
持
節

た
る
御
史
大
夫
華
歆
に
策
詔
を
奉
じ
さ
せ
︑
丕
に
丞
相
の
印
綬
︑
魏
王
の
璽じ

紱ふ
つ

を
授
け
︑
冀
州
牧
を
領
せ
し
む
︒
今
に
方い
た

る
も
外
に
は
遺
虜
有
り
︑
遐か

夷い

未
だ

つ
き
し
た
が
は
ず
︑
旗
鼓
猶
辺
境
に
在
り
︑
干
戈
刃
を
韜お

さ

め
得
ず
︑
斯
れ
乃
ち

洪こ
う
れ
つ烈
を
播は

揚よ
う

し
︑
功
を
立
て
名
を
垂
る
秋と
き

な
り
︒
豈
に
諒
闇
の
礼
を
脩
め
︑

曾
・
閔
の
志
を
究
め
ん
こ
と
を
得
ん
哉や

（
下
略
）﹂）

（
210
）

（
傍
線
筆
者
）

　
誄
孔
子
に
お
け
る
（
Ａ
）
～
（
Ｅ
）
と
い
う
順
序
が
︑
献
帝
の
（
ａ
）
～

（
ｅ
）
の
構
文
の
な
か
で
忠
実
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
誄
を
見
る
と
︑
二

字
・
三
字
・
四
字
の
み
な
ら
ず
︑
僅
か
一
字
（
Ｄ
）（
Ｅ
）
だ
け
で
も
よ
い
か

ら
献
帝
に
よ
っ
て
追
跡
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
先
行
テ
ク
ス
ト
を
集
め
て
引

く
場
合
︑
い
ず
れ
も
前
後
の
相
対
的
な
文
字
順
序
を
重
視
す
る
よ
う
な
姿
勢
を

見
せ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑
一
字
を
︿
集
字
﹀
と
︑
二
字
以
上
の
文
字
列
を

図 5　前波と後波　
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︿
集
詞
﹀
な
い
し
︿
集
句
﹀
と
定
義
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
︒

　
本
銘
の
執
筆
者
が
先
帝
の
誓
願
を
述
べ
て
お
い
て
か
ら
︑
推
古
女
帝
ら
の
満

願
を
書
き
綴
る
際
に
︿
集
﹀
の
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒
な

ぜ
な
ら
︑
文
字
数
と
し
て
は
図
5
に
お
け
る
Ａ
～
Ｇ
と
ａ
～
ｇ
と
い
う
︿
集
﹀

関
連
の
十
四
字
分
は
︑
献
帝
に
よ
る
詔
の
十
一
字
分
に
匹
敵
す
る
︒︿
集
字
﹀

に
即
し
て
い
え
ば
︑
大ｃ

︑
賜ｄ

︑
年ｆ

と
い
う
三
箇
所
に
現
れ
て
い
る
が
︑
献
帝
の

二
箇
所
（
在

（
ｄ
）

︑
哉

（
ｅ
））

を
更
に
強
化
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑︿
集

字
﹀
の
技
巧
を
抜
き
に
し
て
は
本
銘
の
成
立
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
い
ざ
天
皇
の

崩
御
と
次
の
世
代
が
ど
の
よ
う
に
先
帝
を
偲し
の

ぶ
の
か
と
い
う
前
後
関
係
の
骨
組

み
を
纏
め
る
際
に
︑
先
行
し
た
死
者
（
素
王
と
さ
れ
る
孔
子
︑
魏
王
）
の
た
め

の
散
文
に
用
い
ら
れ
た
修
辞
技
巧
を
甦
ら
せ
た
も
の
と
推
断
で
き
る
︒

　
本
銘
の
執
筆
者
を
見
極
め
る
た
め
に
は
︑
管
見
に
よ
る
と
﹃
万
葉
集
﹄
巻
二

を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
︒
岡
田
喜
久
男（

211
）

の
論
文
を
読
む
と
︑
次
の
二
首
が
注
目

に
値
す
る
︒

　

1
4
1
磐
白
乃

8

8

8

　8

浜
松
之

8

8

8

枝8

乎
　
引
結
8

8

　
真
幸
有
者
　
亦8

還
見8

武

　

1
4
3
磐
代
乃

8

8

8

　
崖
之
松
枝

8

8

8

8

　
　
将
結
8

8

　
人
者
反
而
　
復8

将
見8

鴨

（
圏
点
原
著
者
）

　
岡
田
に
よ
れ
ば
︑﹁
圏
点
を
付
し
た
部
分
が
︑
あ
き
ら
か
に
踏
ま
え
た
歌
い

方
に
な
っ
て
い
る
︒
後
人
追
和
の
歌
が
前
歌
に
縛
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
に

し
て
も
︑
こ
れ
は
明
か
に
似
せ
て

0

0

0

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
﹂（
傍
点
原
著
者
）

と
い
う
︒
し
か
し
︑
言
葉
で
は
な
く
︑
も
う
少
し
漢
字
そ
の
も
の
の
絶
対
的
お

よ
び
相
対
的
な
位
置
関
係
を
重
視
し
た
い
︒
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
け
直
す
と
︑

以
下
の
通
り
に
な
る
だ
ろ
う
︒

 

有
間
皇
子
自
傷
結
松
枝
歌

1
4
1
磐Ａ

白
乃Ｂ

　
濱
松Ｃ

之
枝Ｄ

乎
　
引
結Ｅ

　
真
幸
有
者Ｆ

　
亦
還
見Ｇ

武（
212
）（

磐
代

の
　
浜
松
が
枝
を
　
ひ
き
結
び
　
ま
幸
く
あ
ら
ば
　
ま
た
か
へ
り
見
む
）

（
213
）

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
見
結
松
哀
咽
歌

1
4
3
磐ａ

代
乃ｂ

　
崖
之
松ｃ

枝ｄ

　
将
結ｅ

　
人
者ｆ

反
而
　
復
将
見ｇ

鴨
（
磐
代
の

　
崖
の
松
が
枝
　
結
び
け
む
　
人
は
か
へ
り
て
　
ま
た
見
け
む
か
も
）

　
1
4
1
番
歌
に
お
け
る
Ａ
～
Ｇ
の
順
序
が
1
4
3
番
歌
の
ａ
～
ｇ
と
い

う
順
序
で
誤
り
が
な
く
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
題
詞
か
ら
す
れ
ば
︑
落
命
し
た
有

間
皇
子
の
た
め
に
︑
意
吉
麻
呂
が
わ
ざ
わ
ざ
事
件
が
発
生
し
た
遺
跡
を
訪
れ
て

心
を
痛
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
脱
稿
す
る
前
に
︑
漢
文
学
の
一
つ
の
伝
統

と
し
て
︑
死
王
の
た
め
に
作
っ
た
哀
悼
の
文
類
に
︿
集
字
﹀
が
用
い
ら
れ
て
い

る
点
が
意
識
に
の
ぼ
っ
た
場
合
︑
作
者
の
脳
裏
に
そ
の
技
巧
を
七
箇
所
へ
と
遍

在
さ
せ
る
方
針
が
固
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
︒

　
本
銘
の
執
筆
者
は
︑
後
漢
の
皇
帝
が
残
し
た
︿
集
﹀
の
詔
書
に
詳
し
い
人
物

に
疑
い
な
い
︒
原
稿
作
成
の
た
め
に
依
頼
さ
れ
た
人
物
と
し
て
︑
ま
ず
﹁
漢
の
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帝
室
の
後
裔
と
す
る
﹁
東

や
ま
と
の
あ
や

漢
﹂（
ル
ビ
は
引
用
者
）
氏
の
一
支
族
で
あ
る
﹁
長
﹂

氏
﹂

（
214
）

と
い
う
家
系
か
ら
出
た
長な
が
の
お意

吉き

麻ま

呂ろ

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の

理
由
は
以
下
の
二
点
に
あ
る
︒

　
①
︿
集
字
﹀
の
技
法
に
長
け
て
い
る
こ
と
︒
前
述
の
通
り
︑
皇
子
に
捧
げ
る

べ
く
七
箇
所
︿
集
字
﹀
し
た
と
い
う
特
徴
的
な
修
辞
法
を
導
入
し
た
︒
の
み
な

ら
ず
︑﹃
万
葉
集
﹄
3
8
2
7
番
歌
﹁
一
二
之
目
　
耳
不
有Ａ

　
五
六Ｂ

三
　
四
佐Ｃ

倍
有ａ

来
　
雙
六ｂ

乃
佐ｃ

叡
﹂(

一
二
の
目
　
の
み
に
は
あ
ら
ず
　
五
六
三
　
四
さ
へ
あ

り
け
り
　
双
六
の
采)

を
見
て
も
︑﹁
有
↓
六
↓
佐
﹂
の
三
字
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
︒
一
首
内
部
に
お
け
る
前
後
相
互
の
︿
集
字
﹀
関
係
も
認
め
ら
れ
る
︒

　
②
交
錯
配
列
法
に
堪
能
な
こ
と
︒﹃
万
葉
集
﹄
57
番
歌
﹁
引
馬
野
尓Ａ

　
仁
保Ｂ

布
榛
原
　
入
乱
　
衣
尓Ａ

保Ｂ

波
勢
　
多
鼻
能
知
師
尓Ａ

﹂（
引
馬
野
に
　
に
ほ
ふ
榛
原

　
入
り
乱
ひ
　
衣
に
ほ
は
せ
　
旅
の
し
る
し
に
）
を
見
る
と
︑
五
回
交
錯
配
列
法

が
認
め
ら
れ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
2
3
8
番
歌
﹁
大
宮
之Ａ

　
内
二
手
所
聞
　
網Ｂ

引

為
跡
　
網Ｂ

子
調
流
　
海
人
之Ａ

呼
聲
﹂（
大
宮
の
　
内
ま
で
聞
こ
ゆ
　
網
引
き
す
と

　
網
子
と
と
の
ふ
る
　
海
人
の
呼
び
声
）
を
眺
め
て
も
︑
四
回
交
錯
配
列
法
が
観

取
で
き
る
︒

　︿
集
字
﹀
と
交
錯
配
列
法
を
兼
有
す
る
と
い
う
条
件
で
調
べ
た
結
果
︑
意
吉

麻
呂
が
浮
上
し
て
き
た
︒
換
言
す
れ
ば
︑
同
様
な
執
筆
方
法
が
認
め
ら
れ
る
か

ら
に
は
︑
本
銘
は
意
吉
麻
呂
に
よ
る
意
匠
の
結
晶
で
あ
ろ
う
︒
2
3
8
番
歌

が
六
九
九
年
︑
1
4
3
番
歌
が
七
〇
一
年
︑
57
番
歌
が
七
〇
二
年
に
製
作
し

た（
215
）

と
い
う
わ
け
だ
か
ら
︑
二
大
修
辞
法
が
相
ま
っ
て
完
全
に
成
熟
し
た
の
は
︑

七
〇
二
年
以
降
に
な
る
だ
ろ
う
︒
な
お
︑
彼
は
六
四
二
年
誕
生
で
あ
り
︑

七
一
八
年
ま
で
は
存
命
中（

216
）

と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
銘
の
成
立

の
幅
は
七
〇
二
～
七
一
八
年
の
間
に
狭
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
︒

　
図
2
の
二
箇
所
と
図
3
の
二
箇
所
と
図
4
の
三
箇
所
お
よ
び
図
5
の
十
四
箇

所
は
︑
す
べ
て
﹁
池
﹂
に
因
ん
で
演
出
さ
れ
た
同
心
円
・
渦
・
波
な
ど
の
連
続

で
あ
る
︒
合
計
す
る
と
全
部
で
二
十
一
箇
所
と
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
無
意

味
な
数
字
で
は
あ
る
ま
い
︒
そ
も
そ
も
本
銘
に
は
︑
発
願
年
が
﹁
丙
午
﹂
で
あ

り
︑
完
成
年
が
﹁
丁
卯
﹂
と
あ
る
︒
そ
の
期
間
に
つ
い
て
︑﹁
二
十
年
前
﹂

（
217
）

ま

た
は
﹁
経
廿
二
年
﹂

（
218
）

と
認
識
す
る
よ
り
も
︑﹁
崩
後
二
十
一
年
﹂

（
219
）

と
い
う
精
確

な
数
え
方
に
従
う
べ
き
で
あ
る
︒
二
十
一
年
ほ
ど
長
引
い
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑

﹁
二
十
一
年
忌
﹂

（
220
）

に
関
連
付
け
て
造
営
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
西

田
長
男
﹁
日
本
書
紀
の
仏
教
伝
来
の
記
事
﹂

（
221
）

に
よ
る
と
︑﹁
用
明
天
皇
紀
︑
二

年
の
条
の
崇
仏
・
排
仏
二
派
の
拮
抗
の
記
事
が
歴
史
的
事
実
で
あ
つ
た
の
を
い

ふ
も
の
で
あ
る
ま
い
か
︒
即
ち
当
時
に
あ
つ
て
は
排
仏
派
の
勢
力
未
だ
強
く
造

寺
・
造
仏
の
挙
の
容
易
に
行
は
れ
難
か
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
へ
ら

れ
な
い
で
あ
ら
う
か
﹂
と
い
う
推
測
が
あ
る
︒
少
な
く
と
も
仏
像
の
造
立
が
崇

仏
派
の
最
終
的
な
勝
利
を
収
め
た
段
階
に
︑
二
十
一
年
と
緊
密
に
呼
応
す
る
よ

う
に
︑
本
銘
の
執
筆
者
が
字
配
り
の
レ
ベ
ル
で
ち
ょ
う
ど
二
十
一
箇
所
の
伏
線

を
敷
く
べ
く
︑
心
血
を
注
い
で
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
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五
　
お
わ
り
に

　
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
︑﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
所
収
の
漢
籍
や
漢
訳

仏
典
・
金
石
文
・
漢
簡
な
ど
か
ら
問
題
句
の
用
例
を
拾
っ
て
み
た
︒
出
所
の
年

代
を
付
け
加
え
て
︑
次
の
よ
う
に
一
覧
表
に
纏
め
た
︒

　﹁
故
﹂
と
い
う
﹁
仏
教
漢
文
﹂

（
222
）

の
部
分
が
あ
っ
て
も
︑
基
本
的
に
正
格
漢
文

の
性
格
が
浮
上
し
た
︒
筆
者
な
り
に
訓
釈
の
試
案
を
作
成
し
た
が
︑
大
方
の
叱

正
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
︒

　
次
に
︑
本
銘
に
お
い
て
止
摂
の
韻
字
が
や
や
も
す
る
と
句
首
と
句
尾
に
多
く

現
れ
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
︒
冒
頭
の
﹁
池
﹂
に
繋
が
り
を
持
つ
韻
字
を

多
用
す
る
傾
向
と
︑
同
一
セ
ン
テ
ン
ス
に
お
け
る
首
尾
の
二
字
が
と
も
に
連
続

的
に
韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
こ
の
補
助
線
を
通
じ
て
︑

正
格
漢
文
説
を
い
よ
い
よ
復
権
さ
せ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︑
と
い
う
結
論

に
到
達
し
た
︒

　
最
後
に
︑
二
つ
の
修
辞
格
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
︒
一
つ
目
は
︑﹁
大
﹂

﹁
天
﹂
と
い
う
二
字
が
執
筆
者
の
愛
字
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
︒
そ
の
十
二

回
ほ
ど
繰
り
返
し
て
い
る
主
旋
律
は
︑
唐
詩
の
修
辞
法
を
通
し
て
検
討
し
た
︒

本
銘
第
一
行
で
は
︑
王
維
の
名
詩
の
A
B
B
A
と
い
う
交
錯
配
列
法
の
構
造

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
第
二
行
で
は
A
B
A
と
い
う
交
錯
配
列

法
が
強
化
さ
れ
て
い
る
︒
更
に
掉
尾
の
二
行
で
も
A
B
A
B
A
交
錯
配
列
法

が
深
化
さ
れ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
十
二
回
の
錯
綜
は
︑
交
錯
配
列
法
に
基
づ
い

て
発
展
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
︒
二
つ
目
は
︑
前
半

の
﹁
大
宮
治
天
下
﹂﹁
天
皇
﹂﹁
大
﹂﹁
賜
﹂﹁
歳
次
﹂﹁
年
﹂﹁
仕
奉
﹂
の
七
箇
所

が
後
半
で
そ
の
ま
ま
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
に
気
付
い
た
︒
魯
哀
公

の
﹁
誄
孔
子
﹂
と
い
う
〝
集
句
〟
の
濫ら
ん

觴
し
ょ
う

作
を
踏
ま
え
て
創
作
さ
れ
た
後
漢

の
献
帝
の
詔
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
︑
原
作
の
字
配
り
の
順
番
を
追
い
か
け
る
よ

漢籍の用例

問題の漢字列

『日本国見在書目録』所

収書に実例又は類例（括

弧）あり

それ以外の書物に実例又

は類例（括弧）あり

（１）大御 ６世紀：大御伯、大御正 紀元前：大御獸、10 世紀：

大御與など
（２）勞賜 ３世紀：勞賜 漢代：勞賜、13 世紀：勞

賜
（３）誓願賜我 （５世紀：誓願：“ 願我～ ”、

願賜我身）
（４）欲坐故 ５世紀：欲坐故
（５）将造寺藥師像作仕奉詔（７世紀：矯作禪譲之詔）７世紀：造藥師像
（６）仕奉 （４世紀：事奉） 唐代：仕奉

（５世紀：奉事。７世紀：

奉仕）
（７）當時崩賜造不堪者 ６世紀：有必不堪者七 （宋代：當時湯既崩）

（16 世紀：造作不完、不

堪并被盗者。17 世紀：造

作不堪者）
（８）大命受賜 紀元前：大命 （漢代：忽受賜□帛絮）

（７世紀：受賜之命）

表 3　用例の年代別一覧



法隆寺薬師仏光背銘新論

41

う
な
︿
集
句
﹀
と
と
も
に
︿
集
字
﹀
と
い
う
技
巧
も
用
い
ら
れ
て
い
る
︒﹁
薬

師
銘
が
あ
る
意
図
の
も
と
に
撰
文
さ
れ
︑
追
刻
さ
れ
た
後
世
の
造
作
で
あ
る
﹂

（
223
）

と
す
る
な
ら
ば
︑
追
刻
に
お
い
て
︿
集
﹀
の
修
辞
法
と
交
錯
配
列
法
を
自
在
に

運
用
で
き
る
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
が
そ
の
任
に
堪
え
る
宮
廷
歌
人
と
し
て
撰
文
を

依
頼
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒
そ
う
し
た
想
定
に
差
し
支
え
が
な
け
れ
ば
︑
本
銘

は
八
世
紀
初
期
に
脱
稿
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
要
す
る
に
︑
駆
使
さ
れ

て
い
た
修
辞
法
を
重
視
す
れ
ば
︑
福
山
説
を
下
方
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
︒

　
以
上
︑
字
義
・
字
音
・
修
辞
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
総
合
的
に
検
証
し
て

み
る
と
︑
本
銘
は
八
世
紀
第
一
四
半
期
に
ほ
ぼ
純
漢
文
体
で
執
筆
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
か
め
ら
れ
る
︒

後
注
：
日
本
の
読
者
を
想
定
し
て
︑
本
論
を
執
筆
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
で
き
る
だ
け
日
本

通
用
の
漢
字
で
示
し
た
︒
た
だ
し
︑
原
文
尊
重
主
義
を
貫
く
必
要
も
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

用
例
を
引
用
す
る
際
に
︑﹁
　
﹂
を
つ
け
た
う
え
︑
繁
体
字
で
原
文
を
示
し
︑
日
本
通
用
の

漢
字
で
読
み
下
し
文
を
示
し
た
︒
論
点
を
引
用
す
る
際
に
は
︑
す
べ
て
日
本
通
用
の
漢
字

を
使
い
︑
か
な
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
通
し
た
︒
ま
た
︑
返
り
点
の
代
わ
り
に
︑
読
み
下

し
文
を
添
え
た
︒
な
お
︑
特
に
重
要
な
と
こ
ろ
に
限
っ
て
ル
ビ
を
付
し
た
︒
本
稿
は
真
理

大
学
﹁
外
国
語
文
教
学
与
跨
文
化
研
究
﹂
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
六
年
五
月

七
日
）
と
大
葉
大
学
応
用
日
語
学
系
学
術
研
討
会
（
二
〇
一
七
年
四
月
二
十
九
日
）
で
の

口
頭
発
表
︑
並
び
に
国
文
学
研
究
資
料
館
﹁
第
40
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
﹂

（
二
〇
一
六
年
十
一
月
二
十
日
）
と
輔
仁
大
学
日
本
語
文
学
系
暨
台
湾
日
本
語
文
学
会
国
際

学
術
研
討
会
﹁
日
本
語
文
学
研
究
と
社
会
と
の
連
携
﹂（
二
〇
一
六
年
十
二
月
十
七
日
）
で

の
ポ
ス
タ
ー
発
表
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
台
湾
行
政
院
科
技
部
補
助
専
題
研
究

計
画
（M

O
ST105 -2410 -H

-130 -037 -

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
︒

注（
1
）
国
指
定
文
化
財
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.htm

l

）︒

二
〇
一
八
年
六
月
二
十
五
日
現
在
︒

（
2
）
小
酒
井
儀
三
﹁
法
隆
寺
金
堂
所
在
銘
文
私
攷
﹂（﹁
夢
殿
﹂
一
九
三
五
年
六
月
︑

一
二
三
頁
）︒

（
3
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
（
編
）﹃
飛
鳥
・
白
鳳
の
在
銘
金
銅
仏
﹄

（
一
九
七
九
︑
京
都
：
同
朋
舎
︑
四
一
～
四
八
頁
）︒

（
4
）
三
上
参
次
（
他
著
）﹃
日
本
文
学
史
　

上
﹄（
一
八
九
〇
︑
東
京
：
金
港
堂
︑
六
五
頁
）︒

（
5
）
三
上
参
次
（
他
著
）﹃
刪
定
日
本
文
学
小
史
﹄（
一
九
〇
二
︑
東
京
：
金
港
堂
︑
五
頁
）︒

（
6
）
武
島
又
次
郎
（
述
）﹃
日
本
文
学
史
﹄（
一
九
〇
七
︑
東
京
：
早
稲
田
大
学
出
版
部
︑

三
八
頁
）︒

（
7
）
白
川
静
﹃
漢
字
百
話
﹄（
二
〇
〇
二
︑
東
京
：
中
央
公
論
新
社
︑
二
四
五
・
三
二
二

頁
）︒

（
8
）
萩
野
由
之
﹃
日
本
文
学
史
﹄（
一
九
一
五
︑
東
京
：
修
学
堂
︑
一
一
頁
）︒

（
9
）
有
精
堂
編
集
部
（
編
）﹃
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典
　
上
代
編
﹄（
一
九
八
七
︑
東
京
：

有
精
堂
︑
一
五
七
頁
）
所
収
︒

（
10
）
注
9
所
収
︑
一
六
二
～
三
頁
︒

（
11
）
中
西
進
（
編
）﹃
日
本
文
学
新
史
　

古
代
１
﹄（
一
九
九
〇
︑
東
京
：
至
文
堂
︑
二
八
一

頁
）
所
収
︒
な
お
︑
中
西
進
（
編
）﹃
日
本
文
学
新
史
　

古
代
Ⅰ
﹄（﹁
国
文
学
解
釈
と
鑑

賞
　
別
冊
﹂
一
九
八
五
年
十
月
︑
一
六
四
頁
）
と
い
う
初
出
形
態
に
従
っ
て
誤
り
を
訂

正
し
た
︒

（
12
）
注
9
所
収
︑
四
九
五
頁
︒



42

（
13
）
﹁
朝
日
新
聞
﹂
二
〇
一
〇
年
十
一
月
二
日
︒
記
者
成
川
彩
﹁
金
石
文
や
木
簡
読
み
解
き 

伝
え
る
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー 

紫
綬
褒
章 

奈
良
大
教
授
・
東
野
治
之
さ
ん
﹂︒

（
14
）
石
田
尚
豊
（
編
）﹃
聖
徳
太
子
事
典
﹄（
一
九
九
七
︑
東
京
：
柏
書
房
︑
四
八
四
頁
）
所
収

﹁
聖
徳
太
子
関
係
銘
文
史
料
﹂︒

（
15
）
築
島
裕
﹃
国
語
学
要
説
﹄（
一
九
五
九
︑
東
京
：
創
元
社
︑
二
三
三
頁
）︒

（
16
）
﹃
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
　
上
︱
︱
序
論
と
し
て
の
上
代
文
学
﹄（
一
九
六
八
︑
東

京
：
塙
書
房
︑
七
四
頁
）︒
小
川
伸
之
﹁
法
隆
寺
金
堂
本
尊
に
つ
い
て
﹂（﹁
史
学
﹂

一
九
七
〇
年
五
月
︑
一
〇
七
頁
）
に
も
︑﹁
一
見
︑
そ
の
文
体
な
ど
は
か
な
り
異
っ
た
印

象
を
受
け
る
け
れ
ど
も
︑
な
か
な
か
立
派
な
出
来
ば
え
で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒

（
17
）
西
宮
一
民
﹃
日
本
上
代
の
文
章
と
表
記
﹄（
一
九
七
〇
︑
東
京
：
風
間
書
房
︑
二
三

頁
）
に
﹁
和
文
体
︙
︙
日
本
語
で
し
か
読
め
な
い
文
体
﹂
と
い
う
定
義
が
あ
る
︒

（
18
）
﹁
語
順
・
敬
語
・
助
辞
の
三
方
面
に
お
い
て
和
臭
が
見
ら
れ
る
和
化
漢
文
体
﹂
と
い
う

定
義
（
徳
光
久
也
﹁
漢
字
専
用
時
代
の
文
体
︱
︱
上
代
日
本
文
学
史
の
研
究
か
ら
﹂（﹁
文

学
論
藻
﹂
一
九
六
〇
年
六
月
︑
三
頁
））
も
知
ら
れ
る
︒

（
19
）
春
日
政
治
﹃
仮
名
発
達
史
序
説
﹄（
一
九
三
三
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
四
七
・
一
〇
頁
）︒

（
20
）
和
田
利
彦
（
編
）﹃
上
代
日
本
文
学
講
座
　

第
三
巻
　

特
殊
研
究
篇
（
下
）﹄（
一
九
三
四
︑

東
京
：
春
陽
堂
︑
一
三
一
頁
）
所
収
︒

（
21
）
一
九
六
四
︑
東
京
：
南
雲
堂
桜
楓
社
︑
一
一
八
～
一
一
九
頁
︒

（
22
）
児
玉
幸
多
（
編
）﹃
図
説
日
本
文
化
史
大
系
　

第
二
巻
　

飛
鳥
時
代
﹄（
一
九
五
七
︑
東

京
：
小
学
館
︑
二
二
九
頁
）
所
収
︒

（
23
）
注
22
︒

（
24
）
小
島
憲
之
﹃
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
　

上
︱
︱
出
典
論
を
中
心
と
す
る
比
較
文
学

的
考
察
﹄（
一
九
六
二
︑
東
京
：
塙
書
房
︑
二
二
九
頁
）︒

（
25
）
小
島
憲
之
（
他
参
加
）﹁
座
談
会
日
本
の
歴
史
㈢
〝
古
代
国
家
の
成
立
〟
を
め
ぐ
っ
て

（
上
）﹂（﹁
日
本
歴
史
﹂
一
九
六
六
年
八
月
︑
一
一
頁
）︒

（
26
）
岡
田
正
之
﹃
近
江
奈
良
朝
の
漢
文
学
﹄（
一
九
四
六
︑
奈
良
：
養
徳
社
︑
三
三
頁
）︒

（
27
）
乾
善
彦
﹁
書
評
・
小
谷
博
泰
著
﹃
木
簡
・
金
石
文
と
記
紀
の
研
究
﹄﹂（﹁
万
葉
﹂

二
〇
〇
七
年
十
二
月
︑
四
八
頁
）︒

（
28
）
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
史
学
科
（
編
）﹃
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
史
学
論
文
集
﹄

（
一
九
四
一
︑
京
都
：
内
外
出
版
印
刷
︑
二
三
六
・
二
三
七
頁
）
所
収
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬

師
如
来
像
管
見
﹂︒

（
29
）
山
口
佳
紀
（
編
）﹃
講
座
日
本
語
と
日
本
語
教
育
　

五
　

日
本
語
の
文
法
・
文
体
（
下
）﹄

（
一
九
八
九
︑
東
京
：
明
治
書
院
︑
八
頁
）
所
収
︒

（
30
）
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
（
編
）﹃
聖
武
天
皇
の
時
代
﹄（
二
〇
一
三
︑
高
岡
：
高
岡
市
民

文
化
振
興
事
業
団
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
︑
一
三
二
頁
）
所
収
﹁
聖
武
天
皇
の
時
代
に
み

る
文
章
の
特
色
︱
︱
文
体
の
面
か
ら
﹂︒

（
31
）
平
川
南
（
編
）﹃
古
代
日
本
の
文
字
世
界
﹄（
二
〇
〇
〇
︑
東
京
：
大
修
館
︑
一
三
〇

頁
）
所
収
︒

（
32
）
皮
明
庥
﹃
武
漢
史
稿
﹄（
一
九
九
二
︑
北
京
：
中
国
文
史
︑
二
一
頁
）︒

（
33
）
北
周
・
庾
信
（
撰
）
清
・
倪
璠
（
注
）
許
逸
民
（
校
点
）﹃
庾
子
山
集
注
﹄（
一
九
八
〇
︑

北
京
：
中
華
書
局
︑
七
九
八
頁
）︒

（
34
）
龔
延
明
﹃
中
国
歴
代
職
官
別
名
大
辞
典
﹄（
二
〇
〇
六
︑
上
海
：
上
海
辞
書
︑
五
二
頁
）︒

（
35
）
小
長
谷
恵
吉
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
解
説
稿
﹄（
一
九
三
六
︑
国
立
：
く
に
た
ち
本
の

会
︑
二
〇
頁
）︒

（
36
）
黄
永
年
（
編
）﹃
二
十
四
史
全
訳
　
旧
唐
書
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

五
一
頁
）︒

（
37
）
宋
・
李
昉
（
他
奉
勅
撰
）﹃
太
平
御
覧
﹄（
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
八
九
四
︑

一
九
八
六
︑
台
北
：
台
湾
商
務
︑
一
五
九
頁
）︒

（
38
）
宋
・
洪
興
祖
（
撰
）
白
化
文
（
他
点
校
）﹃
楚
辞
補
注
﹄（
一
九
八
三
︑
北
京
：
中
華

書
局
︑
二
七
三
頁
）︒

（
39
）
黄
永
年
（
編
）﹃
二
十
四
史
全
訳
　

新
唐
書
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

三
八
頁
）
原
文
：﹁
皇
帝
所
乘
馬
車
﹂︒

（
40
）
宋
・
李
昉
（
他
奉
勅
撰
）
清
・
阮
元
（
校
）﹃
太
平
御
覧
﹄（
一
八
一
八
︑
歙
：
鮑
崇
城
︑

一
〇
九
巻
︑
九
ｂ
頁
）︒
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（
41
）
鄭
松
炎
﹃
六
朝
怪
談
　

另
類
解
読
︽
幽
明
録
︾﹄（
二
〇
一
二
︑
北
京
：
中
央
広
播
電
視

大
学
出
版
社
︑
五
六
頁
）
原
文
：﹁
唐
︑
宋
類
書
引
用
古
籍
時
往
往
都
有
刪
節
﹂︒

（
42
）
吉
野
政
治
﹁
語
に
あ
ら
わ
れ
た
発
想
の
相
違
に
よ
る
和
習
︱
︱
上
代
に
お
け
る
﹁
御
﹂

と
い
う
字
の
敬
語
接
頭
辞
用
法
に
つ
い
て
﹂（﹁
同
志
社
国
文
学
﹂
一
九
八
〇
年
一
月
︑

六
二
頁
）︒

（
43
）
柏
樺
（
編
）﹃
慶
祝
王
鍾
翰
教
授
八
十
五
暨
韋
慶
遠
教
授
七
十
華
誕
学
術
論
文
合
集
﹄

（
一
九
九
九
︑
合
肥
：
黄
山
書
社
︑
五
九
四
頁
）
所
収
周
潤
年
﹁
歴
代
噶
瑪
巴
活
仏
与
中

央
政
府
的
関
係
﹂︒

（
44
）
中
華
書
局
（
編
）﹃
清
実
録 

第
九
冊 
高
宗
純
皇
帝
実
録
㈠
﹄（
一
九
八
五
︑
北
京
：
中

華
書
局
︑
一
八
四
頁
）︒

（
45
）
宋
・
楊
万
里
﹃
楊
万
里
詩
文
集
　

上
﹄（
二
〇
〇
六
︑
南
昌
：
江
西
人
民
︑
六
〇
四
頁
）︒

（
46
）
清
・
廖
志
灝
（
撰
）﹃
燕
日
堂
録
﹄（
四
庫
禁
燬
書
叢
刊
集
部
一
三
三
︑
二
〇
〇
〇
︑

北
京
：
北
京
出
版
社
︑
一
一
一
頁
）
所
収
︒

（
47
）
小
松
英
雄
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
仏
造
像
銘
札
記
﹂（﹁
愛
文
﹂
一
九
九
三
年
一
月
︑
三

頁
）︒

（
48
）
犬
飼
隆
の
主
張
︑
注
31
︑
一
三
〇
～
一
頁
︒

（
49
）
諸
橋
轍
次
（
他
著
）﹃
広
漢
和
辞
典
　

上
巻
﹄（
一
九
八
一
︑
東
京
：
大
修
館
︑
三
九
五

頁
）︒

（
50
）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
（
編
）﹃
居
延
漢
簡 

甲
乙
編 

下
﹄（
一
九
八
〇
︑
北

京
：
中
華
書
局
︑
一
六
頁
）︒

（
51
）
馬
飛
海
（
編
）﹃
中
華
銭
幣
論
叢
﹄（
一
九
九
六
︑
上
海
：
上
海
書
店
︑
三
〇
頁
）
原

文
：﹁
我
們
看
到
賞
︑
賜
︑
労
三
種
用
銭
方
式
的
性
質
基
本
相
近
︐
有
了
功
労
或
苦
労
︐

就
会
有
賞
賜
︐
特
別
〝
労
賜
〟
二
字
連
用
︐
很
能
説
明
問
題
﹂︒

（
52
）
曹
海
東
（
注
）﹃
新
訳
曹
子
建
集
﹄（
二
〇
〇
三
︑
台
北
：
三
民
︑
二
七
八
～
九
頁
）﹃
魏

曹
植
集
﹄
は
前
掲
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄（
注
35
︑
二
〇
頁
）
に
載
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
53
）
許
嘉
璐
（
編
）﹃
二
十
四
史
全
訳
　

三
国
志
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

五
四
八
頁
）︒

（
54
）
和
田
清
（
他
編
訳
）﹃
魏
志
倭
人
伝
・
後
漢
書
倭
伝
・
宋
書
倭
国
伝
・
隋
書
倭
国
伝
﹄

（
一
九
五
一
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
五
〇
頁
）︒

（
55
）
一
九
八
七
︑
東
京
：
雄
山
閣
︑
四
九
四
頁
︒

（
56
）
李
修
生
（
編
）﹃
二
十
四
史
全
訳
　

元
史
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

二
八
三
二
頁
）︒

（
57
）
白
川
静
﹃
字
通
﹄（
一
九
九
六
︑
東
京
：
平
凡
社
︑
八
六
七
頁
）︒

（
58
）
松
村
明
﹃
国
語
史
概
説
﹄（
一
九
七
二
︑
東
京
：
秀
英
︑
六
八
頁
）︒

（
59
）
緒
方
惟
精
﹃
日
本
漢
文
学
史
講
義
﹄（
一
九
六
一
︑
東
京
：
評
論
社
︑
一
六
頁
）︒

（
60
）
寇
才
質
（
撰
）﹃
道
徳
真
経
四
子
古
道
集
解
﹄（
無
求
備
斎
老
子
集
成
初
編
三
九
︑

一
九
六
五
︑
台
北
：
芸
文
︑
五
ｂ
頁
）︒

（
61
）
聖
誉
﹃
聖
誉
鈔
﹄（
高
楠
順
次
郎
（
他
編
）﹃
聖
徳
太
子
御
伝
叢
書
﹄（
一
九
四
二
︑
東

京
：
金
尾
文
淵
堂
︑
四
六
〇
頁
））
所
収
︒

（
62
）
小
松
英
雄
﹃
日
本
語
書
記
史
原
論
﹄（
一
九
九
八
︑
東
京
：
笠
間
書
院
︑
二
三
二
頁
）︒

（
63
）
青
木
和
夫
（
他
校
注
）﹃
続
日
本
紀
　

一
﹄（
一
九
八
九
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
六
二
頁
）︒

（
64
）
浅
野
清
（
他
著
）﹃
奈
良
の
寺
　
法
隆
寺
一
﹄（
一
九
七
九
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
四

頁
）
所
収
秋
山
光
和
﹁
玉
虫
廚
子
・
橘
夫
人
廚
子
の
絵
画
﹂︒

（
65
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
十
六
冊
　

経
集
部
三
﹄（
一
九
八
三
修

訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
三
五
六
頁
）
所
収
︒

（
66
）
一
八
八
九
︑
東
京
：
法
苑
珠
林
出
版
所
︑
二
〇
ｂ
頁
︒

（
67
）
注
65
所
収
︑
三
五
七
頁
︒

（
68
）
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
・
釈
迦
像
光
背
の
銘
文
に
つ
い
て
﹂（﹁
仏
教
芸
術
﹂
一
九
五
〇
年

五
月
︑
七
〇
～
七
一
頁
）︒

（
69
）
﹁
本
邦
上
代
仏
教
の
一
形
態
︱
︱
法
隆
寺
金
堂
薬
師
仏
像
銘
文
偽
作
説
批
判
﹂（﹁
龍
谷

大
学
論
集
﹂
一
九
四
九
年
十
二
月
︑
六
〇
頁
）︒

（
70
）
上
代
文
献
を
読
む
会
（
編
）﹃
古
京
遺
文
注
釈
﹄（
一
九
八
九
︑
東
京
：
桜
楓
社
︑

一
八
頁
）︒

（
71
）
乾
善
彦
﹁
古
代
造
仏
銘
寸
考
﹂（﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
二
〇
〇
一
年
十
一
月
︑
二
九
頁
）︒
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（
72
）
大
日
本
続
蔵
経
第
一
輯
第
四
十
九
套
第
五
冊
︑
一
九
〇
八
︑
京
都
：
蔵
経
書
院
︑

三
九
四
ａ
頁
所
収
︒

（
73
）
王
継
紅
﹃
基
於
梵
漢
対
勘
的
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
語
法
研
究
﹄（
二
〇
一
四
︑
上
海
：
中

西
書
局
︑
一
八
三
頁
）
原
文
：﹁
梵
語
中
的
名
詞artha

意
為
〝
目
的
〟︐
以artha

結
尾

的
不
変
状
複
合
詞
常
常
表
示
動
作
行
為
的
目
的
︒
這
種
語
法
意
義
在
漢
訳
本
中
是
由

〝
為
︙
︙
故
〟
或
〝
欲
︙
︙
故
〟
結
構
来
対
訳
的
﹂︒

（
74
）
二
〇
一
四
︑
北
京
：
宗
教
文
化
︑
一
五
七
頁
︒
ち
な
み
に
︑
七
三
六
年
の
文
書
に

﹁
大
智
度
論
一
百
巻
﹂（
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
（
編
）﹃
大
日
本
古
文
書

七
﹄（
一
九
〇
七
︑
東
京
：
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
︑
八
五
頁
））
が
記

録
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
上
代
人
に
と
っ
て
馴
染
み
の
漢
訳
仏
典
の
一
つ
で
あ
る
︒

（
75
）
国
民
文
庫
刊
行
会
（
編
）﹃
国
訳
大
蔵
経
　

論
部
　

第
一
巻
﹄（
一
九
二
七
再
版
︑
東
京
：

国
民
文
庫
刊
行
会
︑
二
八
三
頁
）
所
収
︒

（
76
）
小
島
憲
之
（
他
校
注
・
訳
）﹃
日
本
書
紀
　

二
﹄（
一
九
九
六
︑
東
京
：
小
学
館
︑

五
〇
四
～
五
頁
）︒

（
77
）
二
〇
〇
二
︑
香
港
：
商
務
印
書
館
︑
六
一
・
六
四
頁
︒
原
文
：﹁
敦
煌
尊
像
画
中
︐
如

果
従
諸
仏
絵
製
的
数
量
上
看
︐
除
千
仏
外
︐
単
体
像
最
多
的
是
東
方
浄
琉
璃
世
界
的
教

主
薬
師
琉
璃
如
来
︐
即
常
説
的
薬
師
仏
﹂︒

（
78
）
会
津
八
一
﹃
法
隆
寺
・
法
起
寺
・
法
輪
寺
建
立
年
代
の
研
究
　

一
﹄（
一
九
三
三
︑
東

京
：
東
洋
文
庫
︑
一
八
六
頁
）︒

（
79
）
注
78
︑
二
二
六
頁
︒

（
80
）
長
谷
川
誠
﹁
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
の
荘
厳
意
匠
に
つ
い
て
﹂（﹁
駒
沢
女
子
大
学

研
究
紀
要
﹂
一
九
九
四
年
十
月
︑
八
六
頁
）︒

（
81
）
浅
野
清
（
他
著
）﹃
奈
良
の
寺
　

法
隆
寺
一
﹄（
一
九
七
九
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
六
頁
）

所
収
柳
澤
孝
﹁
金
堂
の
壁
画
﹂︒

（
82
）
注
31
所
収
︑
一
二
八
頁
︒

（
83
）
二
〇
〇
五
︑
東
京
：
笠
間
書
院
︑
一
一
七
～
八
頁
︒

（
84
）
西
條
勉
（
編
）﹃
書
く
こ
と
の
文
学
﹄（
二
〇
〇
一
︑
東
京
：
笠
間
書
院
︑
四
四
頁
）

所
収
︒

（
85
）
唐
・
釈
神
会
（
著
）
胡
適
（
校
）﹃
神
会
和
尚
遺
集
﹄（
一
九
六
八
︑
台
北
：
胡
適
紀

念
館
︑
二
六
一
～
二
頁
）
所
収
﹁
菩
提
達
磨
南
宗
定
是
非
論
﹂︒

（
86
）
水
野
清
一
（
他
著
）﹃
龍
門
石
窟
の
研
究
：
河
南
洛
陽
﹄（
一
九
四
一
︑
東
京
：
座
右

宝
刊
行
会
︑
二
六
四
頁
）︒

（
87
）
注
86
︑
二
六
五
頁
︒

（
88
）
注
21
︑
一
一
八
頁
︒

（
89
）
﹃
呉
稚
暉
全
集 

巻
十 

日
記 

書
信 

筆
記
　

二
﹄（
二
〇
一
三
︑
北
京
：
九
州
︑
二
四
頁
）︒

（
90
）
注
35
︑
八
頁
︒

（
91
）
許
嘉
璐
（
編
）﹃
二
十
四
史
全
訳
　

晋
書
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

一
三
三
八
頁
）︒

（
92
）
二
〇
一
三
︑
北
京
：
現
代
︑
一
六
六
頁
︒

（
93
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
五
十
冊
　

史
伝
部
二
﹄（
一
九
八
三
修

訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
一
一
〇
～
一
頁
）
所
収
︒
原
文
：﹁
於
佛
法
中
已
得
信
心
﹂﹁
王

遇
病
知
己
必
亡
涕
泣
不
樂
﹂﹁
正
欲
願
我
將
來
生
處
心
得
自
在
速
成
聖
果
﹂﹁
便
作
詔
書

以
齒
印
印
付
與
輔
相
羅
提
毱
提
﹂﹁
於
是
氣
絕
遂
便
命
終
﹂︒

（
94
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
（
編
）﹃
大
日
本
古
文
書
編
年
之
二
十
四(

補
遺
一)

﹄

（
一
九
七
〇
︑
東
京
：
東
京
大
学
出
版
会
︑
五
三
三
頁
）︒

（
95
）
注
70
︑
一
六
五
頁
︒

（
96
）
青
木
和
夫
（
他
校
注
）﹃
続
日
本
紀
　
三
﹄（
一
九
九
二
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
六
四

～
六
五
頁
）︒

（
97
）
﹁
香
椎
潟
﹂
一
九
七
五
年
十
月
︑
七
頁
︒

（
98
）
二
〇
一
二
︑
北
京
：
北
京
大
学
出
版
社
︑
五
九
三
頁
︒

（
99
）
﹁
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
﹂
二
〇
一
五
年
三
月
︑
一
四
六
頁
︒

（
100
）
清
・
宗
仰
上
人
（
編
）﹃
頻
伽
大
蔵
経
　
第
一
二
五
冊
﹄（
二
〇
〇
〇
︑
北
京
：
九
洲

図
書
︑
五
四
六
頁
）
所
収
︒
な
お
︑
元
興
寺
の
律
師
が
九
一
四
年
に
提
出
し
た
章
疏
目

録
の
な
か
に
︑
智
雲
（
述
）﹃
法
華
文
句
私
志
記
十
五
巻
﹄（
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
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料
編
纂
掛
（
編
）﹃
大
日
本
史
料
第
一
編
之
四
﹄（
一
九
二
六
︑
東
京
：
東
京
帝
国
大
学

文
学
部
史
料
編
纂
掛
︑
六
六
一
頁
））
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

（
101
）
﹁
創
造
週
報
﹂
一
九
二
三
年
六
月
二
十
三
日
︑
一
頁
︒

（
102
）
郁
達
夫
﹃
中
国
人
的
出
路
﹄（
二
〇
一
三
︑
西
安
：
陝
西
人
民
︑
二
一
頁
）︒

（
103
）
狩
谷
望
之
（
編
）﹃
古
京
遺
文
﹄（
一
八
九
三
︑
東
京
：
随
筆
集
誌
︑
七
頁
）︒

（
104
）
羅
竹
風
（
編
）﹃
漢
語
大
詞
典
第
一
巻
﹄（
一
九
九
〇
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑

一
三
一
四
頁
）︒

（
105
）
注
99
︑
一
四
九
頁
︒

（
106
）
注
35
︑
一
〇
頁
︒

（
107
）
石
川
忠
久
﹃
詩
経
　

下
﹄（
二
〇
〇
〇
︑
東
京
：
明
治
書
院
︑
一
二
一
頁
）︒

（
108
）
漢
・
毛
公
（
伝
）
唐
・
孔
穎
達
（
他
正
義
）
周
何
（
分
段
標
点
）﹃
毛
詩
正
義
﹄

（
二
〇
〇
一
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
一
六
〇
八
頁
）︒

（
109
）
周
盈
科
（
編
）﹃
通
仮
字
手
冊
﹄（
一
九
八
八
︑
南
昌
：
江
西
教
育
︑
三
三
頁
）︒

（
110
）
注
99
︑
一
五
五
～
六
頁
︒

（
111
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
十
二
冊
　

宝
積
部
下
　

涅
槃
部
全
﹄

（
一
九
八
三
修
訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
三
四
一
頁
）
所
収
︒

（
112
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
三
十
七
冊
　

経
疏
部
五
﹄（
一
九
八
三

修
訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
三
二
六
頁
）
所
収
︒

（
113
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
四
十
五
冊
　

諸
宗
部
二
﹄（
一
九
八
三

修
訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
三
七
一
頁
）
所
収
︒

（
114
）
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛
（
編
）﹃
大
日
本
古
文
書
　

巻
之
十
七
﹄

（
一
九
二
七
︑
東
京
：
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛
︑
一
三
八
頁
）︒

（
115
）
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
（
編
）﹃
国
史
大
辞
典
　

第
九
巻
﹄（
一
九
八
八
︑
東
京
：
吉

川
弘
文
館
︑
九
〇
八
：
九
〇
九
頁
）︒

（
116
）
潘
重
規
﹃
敦
煌
変
文
集
新
書
﹄（
一
九
八
三
︑
台
北
：
中
国
文
化
大
学
中
文
研
究
所
︑

六
二
三
・
六
一
一
・
六
二
六
・
六
一
一
・
六
一
五
頁
）︒

（
117
）
黃
征
（
他
校
注
）﹃
敦
煌
変
文
校
注
﹄（
一
九
九
七
︑
北
京
：
中
華
書
局
︑
五
五
六
頁
）︒

（
118
）
﹁
敦
煌
本
降
魔
変
（
牢
度
叉
闘
聖
変
）
画
巻
に
つ
い
て
﹂（﹁
美
術
研
究
﹂
一
九
五
七
年

三
月
︑
五
三
・
六
五
頁
）︒

（
119
）
楊
家
駱
（
編
著
）﹃
小
説
与
講
唱
文
学
㈠
﹄（
一
九
五
三
︑
台
北
：
世
界
書
局
︑
七
頁
）

原
文
：﹁
因
其
由
口
述
変
為
文
字
︐
故
称
﹁
変
文
﹂﹂︒

（
120
）
二
〇
一
〇
︑
上
海
：
上
海
古
籍
︑
一
・
三
〇
三
・
三
〇
七
頁
︒
原
文
﹁
同
素
逆
序

詞
﹂：﹁
構
詞
語
素
序
位
互
逆
的
同
素
詞
︐
且
以
双
音
複
合
詞
為
主
﹂︒

（
121
）
顕
真
（
撰
）﹃
顕
真
自
筆
古
今
目
録
抄
︱
︱
聖
徳
太
子
伝
私
記
　

上
巻
﹄（
一
九
三
四
︑

東
京
：
荻
野
仲
三
郎
）︒
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（http://dl.ndl.

go.jp/info:ndljp/pid/1186784

）
所
収
︑
六
八
コ
マ
︒

（
122
）
狩
谷
棭
斎
（
著
）
長
田
権
次
郎
（
校
訂
）﹃
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
﹄（
一
九
一
〇
︑
東

京
：
裳
華
房
︑
九
ａ
頁
）︒

（
123
）
注
47
︑
五
頁
︒

（
124
）
注
62
︑
二
六
〇
～
一
頁
︒

（
125
）
神
野
志
隆
光
（
他
校
注
・
訳
）﹃
古
事
記
﹄（
一
九
九
七
︑
東
京
：
小
学
館
︑
三
五
六

～
七
頁
）︒

（
126
）
注
62
︑
二
五
七
～
八
頁
︒

（
127
）
矢
田
裕
士
﹁
敬
語
の
誤
用
法
と
過
剰
敬
語
の
一
考
察
﹂（﹁
英
語
英
文
学
研
究
﹂

一
九
九
六
年
十
月
︑
一
〇
二
頁
）︒

（
128
）
宋
・
程
顥
（
他
撰
）﹃
四
庫
家
蔵 

二
程
語
録
集
﹄（
二
〇
〇
四
︑
済
南
：
山
東
画
報
︑

二
四
〇
頁
）︒

（
129
）
前
田
富
祺
（
編
）﹃
国
語
文
字
史
の
研
究
　

二
﹄（
一
九
九
四
︑
大
阪
：
和
泉
書
院
︑

三
五
頁
）
所
収
︒

（
130
）
注
31
所
収
︑
一
二
九
頁
︒

（
131
）
注
22
︒

（
132
）
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
（
編
）﹃
大
日
本
古
文
書
巻
之
十
二
﹄

（
一
九
一
八
︑
東
京
：
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
︑
一
五
七
頁
）︒

（
133
）
大
蔵
経
刊
行
会
（
編
）﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
　

第
二
十
七
冊
　

毘
曇
部
二
﹄（
一
九
八
三
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修
訂
版
︑
台
北
：
新
文
豊
︑
三
三
八
頁
）
所
収
︒

（
134
）
畑
昌
利
﹁Pali

﹁
沙
門
果
経
﹂
と
阿
闍
世
王
﹂（﹁
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
﹂
二
〇
一
〇

年
十
二
月
︑
四
頁
）︒

（
135
）
梁
・
蕭
統
（
撰
）
竹
田
晃
（
著
）﹃
文
選
　

文
章
篇
　

中
﹄（
一
九
九
八
︑
東
京
：
明
治

書
院
︑
二
九
七
～
八
頁
）︒

（
136
）
李
国
祥
（
他
編
）﹃
明
実
録
類
纂 

河
北
天
津
巻
﹄（
一
九
九
五
︑
武
漢
：
武
漢
︑
五
三
六
頁
）︒

（
137
）
江
蘇
省
博
物
館
（
編
）﹃
江
蘇
省
明
清
以
来
碑
刻
資
料
選
集
﹄（
一
九
五
九
︑
北
京
：

生
活·

読
書·

新
知
三
聯
書
店
︑
三
頁
）
所
収
︒

（
138
）
注
62
︑
二
六
〇
頁
︒

（
139
）
注
28
所
収
︑
二
三
六
頁
︒

（
140
）
注
63
︑
四
頁
︒

（
141
）
漢
・
鄭
元
（
注
）
唐
・
賈
公
彦
（
疏
）
邱
徳
修
（
分
段
標
点
）﹃
周
礼
注
疏
﹄（
二
〇
〇
一
︑

台
北
：
新
文
豊
︑
一
三
三
一
頁
）︒﹃
周
礼
疏
﹄
は
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄（
注
35
︑
三

頁
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
142
）
羅
竹
風
（
編
）﹃
漢
語
大
詞
典
第
　

二
巻
﹄（
一
九
八
八
︑
上
海
：
漢
語
大
詞
典
︑
一
三
四
九

頁
）︒

（
143
）
一
九
五
九
︑
東
京
：
大
修
館
︑
七
〇
七
頁
︒

（
144
）
中
国
簡
牘
集
成
編
輯
委
員
会
（
編
）﹃
中
国
簡
牘
集
成 

標
注
本 

第
九
冊 
甘
肅
省 

内
蒙

古
自
治
区
巻 

居
延
新
簡
一
﹄（
二
〇
〇
一
︑
蘭
州
：
敦
煌
文
芸
︑
二
四
〇
頁
）︒

（
145
）
賈
継
用
﹃
元
明
之
際
江
南
詩
人
研
究
﹄（
二
〇
一
三
︑
済
南
：
斉
魯
書
社
︑
一
五
頁
）︒

（
146
）
注
35
︑
三
頁
︒

（
147
）
注
108
︑
二
一
三
五
頁
︒

（
148
）
注
17
︑
三
三
頁
︒

（
149
）
一
九
九
四
︑
済
南
：
斉
魯
書
社
︑
三
七
五
頁
︒

（
150
）
上
原
真
人
（
他
編
）﹃
列
島
の
古
代
史
︱
︱
ひ
と
・
も
の
・
こ
と
　

六
　

言
語
と
文
字
﹄

（
二
〇
〇
六
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
五
六
頁
）
所
収
︒

（
151
）
﹃
日
本
古
代
金
石
文
の
研
究
﹄（
二
〇
〇
四
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
三
頁
）︒

（
152
）
注
151
︑
四
・
二
一
頁
︒

（
153
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
（
編
）﹃
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集 

第
十
六
﹄

（
二
〇
一
三
︑
東
京
：
八
木
書
店
︑
一
六
六
頁
）︒

（
154
）
注
35
︑
六
頁
︒

（
155
）
続
修
四
庫
全
書
編
纂
委
員
会
（
編
）﹃
続
修
四
庫
全
書
　

経
部 

小
学
類
二
五
〇
﹄

（
一
九
九
五
︑
上
海
：
上
海
古
籍
）
所
収
︒

（
156
）
﹁
文
学
﹂
一
九
六
八
年
七
月
︑
一
五
頁
︒

（
157
）
一
九
六
二
訂
正
版
︑
東
京
：
東
京
堂
︑
九
六
二
頁
︒

（
158
）
﹃
万
葉
以
前
　

上
代
び
と
の
表
現
﹄（
一
九
八
六
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
一
七
頁
）︒

（
159
）
方
孝
嶽
﹃
漢
語
語
音
史
概
要
﹄（
一
九
七
九
︑
香
港
：
商
務
印
書
館
香
港
分
館
︑
七
九

頁
）
原
文
：﹁
等
韻
家
把
︽
広
韻
︾
的
韻
部
帰
納
為
十
六
箇
韻
摂
︐
対
於
原
来
︽
切
韻
︾

的
系
統
也
是
符
合
的
︒
十
六
摂
就
可
以
代
表
中
古
韻
母
大
系
﹂︒

（
160
）
黄
典
誠
﹃
黄
典
誠
語
言
学
論
文
集
﹄（
二
〇
〇
三
︑
厦
門
：
厦
門
大
学
出
版
社
︑
三
四

頁
）
原
文
：﹁
経
過
韻
図
家
的
分
析
︐︽
切
韻
︾
首
先
分
為
十
六
摂
﹂︒

（
161
）
注
159
︑
八
六
～
八
七
頁
︒

（
162
）
向
熹
﹃
簡
明
漢
語
史
（
上
）﹄（
一
九
九
三
︑
北
京
：
高
等
教
育
︑
六
六
～
六
七
頁
）

原
文
：﹁
以
下
一
些
詩
的
韻
脚
是
﹂﹁︽
既
酔
︾
五
章
：
時
︑
子
﹂︒

（
163
）
居
思
信
﹁
是
〝
濁
上
変
去
〟
還
是
〝
上
去
通
押
〟
︱
︱
与
池
曦
朝
︑
張
伝
曾
二
同
志

商
榷
﹂（﹁
語
言
学
通
訊
﹂
一
九
八
二
年
第
四
期
︑
四
六
頁
）
原
文
：﹁
杜
牧
︽
感
懐
詩
︾

以
〝
季
︑
意
︑
地
︑
治
︑
髄
︑
尾
︑
起
︑
市
︑
否
︑
弭
︑
魏
︑
事
︑
里
︑
徵
︑
擬
︑
尾
︑
賜
︑

雉
︑
已
︑
委
︑
恥
︑
鬼
︑
戲
︑
寄
︑
惴
︑
器
︑
利
︑
弛
︑
悴
︑
費
︑
靡
︑
子
〟
為
韻
（
略
）﹂︒

（
164
）
小
島
憲
之
﹃
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
　

中
（
上
）
︱
︱
弘
仁
期
の
文
学
を
中
心
と
し

て
﹄（
一
九
七
三
︑
東
京
：
塙
書
房
︑
七
七
八
頁
）︒

（
165
）
二
〇
〇
六
︑
北
京
：
社
会
科
学
文
献
︑
一
八
九
頁
︒

（
166
）
華
鍾
彦
（
編
）﹃
中
國
歴
史
文
選
﹄（
二
〇
一
一
︑
瀋
陽
：
遼
寧
人
民
︑
一
一
頁
）︒

（
167
）
斎
藤
晌
﹃
老
子
﹄（
一
九
七
九
︑
東
京
：
集
英
社
︑
一
四
五
頁
）︒

（
168
）
李
水
海
﹃
帛
書
老
子
校
箋
訳
評
　

上
﹄（
二
〇
一
四
︑
西
安
：
陜
西
人
民
︑
七
二
頁
）
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原
文
：﹁
故
︑
父
韻
︒
此
也
是
首
尾
韻
﹂︒

（
169
）
山
口
仲
美
﹃
日
本
語
の
歴
史
﹄（
二
〇
〇
六
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
四
七
頁
）︒

（
170
）
乾
善
彦
﹁
日
本
に
お
け
る
新
出
資
料
の
増
加
と
既
存
資
料
の
見
直
し

︱
新
出
資
料

か
ら
見
え
て
く
る
も
の
﹂（﹁
上
代
文
学
﹂
二
〇
一
一
年
四
月
︑
二
〇
頁
）︒

（
171
）
堀
井
純
二
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
如
来
造
像
銘
考
﹂（﹁
芸
林
﹂
一
九
七
四
年
十
二
月
︑

二
四
三
頁
）︒

（
172
）
﹁
夢
殿
﹂
一
九
三
五
年
六
月
︑
四
九
・
五
十
・
五
七
頁
︒

（
173
）
﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
︑
一
〇
頁
︒

（
174
）
﹁
史
流
﹂
一
九
六
七
年
二
月
︑
一
八
・
九
・
一
〇
頁
︒

（
175
）
注
36
︑
七
八
頁
︒

（
176
）
注
151
︑
三
五
七
頁
︒

（
177
）
注
84
所
収
︑
四
二
～
四
三
頁
︒

（
178
）
﹁
弘
前
大
学
国
史
研
究
﹂
一
九
九
六
年
三
月
︑
一
一
頁
︒

（
179
）
一
九
四
九
︑
京
都
：
河
原
書
店
︑
一
九
一
頁
︒

（
180
）
注
47
︑
六
頁
︒

（
181
）
注
62
︑
二
六
六
・
二
六
九
頁
︒

（
182
）
注
62
︑
二
六
五
頁
︒

（
183
）
上
原
和
﹃
法
隆
寺
を
歩
く
﹄（
二
〇
〇
九
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
一
一
九
頁
）︒

（
184
）
蘅
塘
退
士
（
編
）
目
加
田
誠
（
訳
注
）﹃
唐
詩
三
百
首
　

二
﹄（
一
九
七
五
︑
東
京
：
平

凡
社
︑
七
六
頁
）︒

（
185
）
注
184
︑
七
七
～
七
八
頁
︒

（
186
）
釈
清
潭
（
註
解
）﹃
淵
明
・
王
維
全
詩
集
﹄（
一
九
七
八
︑
東
京
：
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑

三
二
八
頁
）︒

（
187
）
﹃
管
錐
編
﹄（
一
九
七
九
︑
北
京
：
中
華
書
局
︑
八
五
八
～
九
頁
）︒

（
188
）
﹃︽
管
錐
編
︾
述
説
﹄（
一
九
九
一
︑
北
京
：
中
国
友
誼
︑
四
三
八
頁
）
原
文
：﹁
丫
叉

句
法
作
用
是
譲
文
字
〝
錯
綜
〟︐
行
文
〝
流
動
〟﹂

（
189
）

W
ilfred G

. E
. W

atson, Traditional Techniques in C
lassical H

ebrew
 Verse (Sheffield: 

Sheffield A
cadem

ic Press, 1994), p. 340.

（
190
）

W
ang Shiyu 

（
王
世
鈺
）,  “C

hiastic Structure in T
he R

im
e of the A

ncient M
ariner” 

(M
.A

. thesis, Fudan U
niversity, Shanghai, 2010), p. 4.

（
191
）

Lucius H
artm

ann, D
ie grosse R

ede des T
im

aios, ein B
eispiel w

ahrer R
hetorik? (B

asel: 

Schw
abe V

erlag, 2017), p. 472.

（
192
）
注
70
︑
三
七
四
頁
︒

（
193
）
注
107
︑
一
七
六
頁
︒

（
194
）
一
九
八
九
︑
北
京
：
中
国
婦
女
︑
一
二
一
頁
︒
原
文
：﹁
詩
人
運
用
了
丫
叉
句
法
構
思

謀
篇
︐
以
〝
菶
菶
〟
近
接
梧
桐
︐
而
以
〝
雝
雝
〟
遥
応
鳳
凰
︐
這
様
便
使
此
詩
的
結
構

顕
出
〝
円
〟
之
特
色
﹂︒

（
195
）
復
旦
大
学
外
文
学
院
（
編
）﹃
復
旦
外
国
語
言
文
学
論
叢 

研
究
生
専
刊
﹄（
二
〇
一
〇
︑

上
海
：
復
旦
大
学
出
版
社
︑
一
二
九
頁
）
原
文
：﹁
而
Ａ
Ｂ
 Ｂ́ 

 Ａ́
式
雖
不
是
幾
何
式
的
規

矩
円
形
︐
但
首
尾
呼
応
︐
中
間
相
連
︐
結
構
自
然
不
突
兀
︐
即
含
円
之
義
︐
対
此
結
構

的
使
用
正
可
以
実
現
追
求
円
的
意
図
﹂︒

（
196
）
﹃︽
学
記
︾
的
教
育
理
想
国
︱
︱
看
︽
学
記
︾
教
我
們
如
何
読
経
﹄（
二
〇
一
四
︑
北
京
：

人
民
︑
八
〇
頁
）
原
文
：﹁
甲
骨
文

在
〝
大
〟（
人
）

的
頭
上
加
一
円
圏
指
事

符
号

︐
応
該
表
示
太
陽
﹂︒

（
197
）
趙
超
﹃
石
刻
古
文
字
識
読
﹄（
二
〇
〇
六
︑
北
京
：
文
物
︑
一
〇
四
～
五
頁
）︒

（
198
）
石
川
満
寿
江
﹁
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
の
謎
（
一
）：
衣
文
を
主
と
し
て
﹂（﹁
大
学
紀

要
　

第
二
分
冊
　

家
政
系
編
﹂
一
九
八
四
年
三
月
︑
三
一
四
頁
）︒

（
199
）
徐
潜
（
編
）﹃
中
国
著
名
石
窟
﹄（
二
〇
一
四
︑
長
春
：
吉
林
文
史
︑
一
〇
三
頁
）
原
文
：

﹁
一
圏
圏
同
心
円
式
的
衣
紋
﹂︒

（
200
）
山
名
伸
生
﹁
日
本
彫
刻
史
に
お
け
る
古
典
的
様
式
の
成
立
﹂（﹁
研
究
紀
要
﹂

一
九
八
四
年
三
月
︑
二
三
頁
）︒

（
201
）
吉
田
進
一
﹁
奈
良
・
法
隆
寺
﹂（﹁
九
州
龍
谷
短
期
大
学
紀
要
﹂
一
九
九
三
年
三
月
︑

一
三
七
頁
）︒

（
202
）
清
水
善
三
﹁
日
本
彫
刻
史
に
お
け
る
転
換
期
の
様
相
：
物
理
的
量
と
視
覚
的
量
（
量
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感
）
の
あ
い
だ
﹂（﹁
研
究
紀
要
﹂
一
九
八
八
年
三
月
︑
九
頁
）︒

（
203
）
町
田
甲
一
﹁
法
隆
寺
金
堂
薬
師
像
の
擬
古
作
た
る
こ
と
を
論
ず
﹂（﹁
国
華
﹂

一
九
七
二
年
十
月
︑
一
六
頁
）︒

（
204
）
奈
良
六
大
寺
大
観
刊
行
会
（
編
）﹃
奈
良
六
大
寺
大
観
　
第
二
巻
　
法
隆
寺
二
﹄

（
一
九
九
九
補
訂
版
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
三
五
頁
）
所
収
︒
浜
田
隆
﹁
薬
師
如
来
坐
像

（
金
堂
）
台
座
﹂︒

（
205
）
谷
口
鉄
雄
（
他
著
）﹃
日
本
の
石
仏
﹄（
一
九
五
八
︑
東
京
：
朝
日
新
聞
社
︑
一
〇
三
頁
）︒

（
206
）
日
本
大
辞
典
刊
行
会
（
編
）﹃
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
三
巻
﹄（
一
九
七
三
︑
東
京
：

小
学
館
︑
二
八
二
頁
）︒

（
207
）
二
〇
〇
九
︑
済
南
：
山
東
文
芸
︑
二
・
八
～
九
頁
︒
原
文
：﹁
運
用
集
引
古
人
或
前
人

成
句
的
方
法
来
撰
写
詩
篇
者
便
是
集
句
詩
︐
而
這
種
方
法
便
是
〝
集
句
〟
法
﹂︒

（
208
）
晋
・
陳
寿
（
撰
）
南
朝
宋
・
裴
松
之
（
注
）﹃
三
国
志
﹄（
一
九
七
九
︑
台
北
：
鼎
文
︑

五
七
～
五
八
頁
）
裴
注
引
袁
宏
﹃
漢
紀
﹄︒

（
209
）
鎌
田
正
﹃
春
秋
左
氏
伝
　
四
﹄（
一
九
八
一
︑
東
京
：
明
治
書
院
︑
一
八
四
三
頁
）︒

（
210
）
葛
飾
戴
斗
（
画
）﹃
絵
本
通
俗
三
国
志 

五
編 

巻
之
九
﹄（
江
戸
時
代
︑
大
阪
：
岡
田
茂

兵
衛
︑
二
八
ｂ
頁
）
を
適
宜
参
照
し
た
︒

（
211
）
﹁
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
論
㈠
﹂（﹁
日
本
文
学
研
究
﹂
一
九
八
五
年
十
一
月
︑
四
頁
）︒

（
212
）
鶴
久
（
他
編
）﹃
万
葉
集
﹄（
一
九
九
三
重
版
︑
東
京
：
お
う
ふ
う
︑
七
一
・
四
九
七

・
五
七
・
八
九
頁
）︒

（
213
）
鶴
久
﹃
訳
文
万
葉
集
﹄（
一
九
九
三
︑
東
京
：
お
う
ふ
う
︑
三
二
・
四
一
四
・
一
八
・
四
七
頁
）︒

（
214
）
川
上
富
吉
﹁
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
伝
考
﹂（﹁
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
﹂
一
九
七
一

年
三
月
︑
一
〇
頁
）︒

（
215
）
土
屋
文
明
﹃
万
葉
集
年
表
　

第
二
版
﹄（
一
九
八
〇
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
五
四
・
六
八
・
七
二

頁
）︒

（
216
）
注
214
︑
一
三
・
一
一
頁
︒
原
文
：﹁
そ
の
出
生
は
皇
極
元
年
（
６
４
２
）﹂﹁
養
老
二
年

頃
ま
で
意
吉
麻
呂
は
生
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
﹂︒

（
217
）
フ
ラ
ン
ク 

ベ
ル
ナ
ー
ル
（
著
）
仏
蘭
久
淳
子
（
訳
）﹁
法
隆
寺
金
堂
西
の
間
阿
弥
陀

三
尊
像
に
つ
い
て
の
考
察
﹂（﹁
日
本
研
究
﹂
一
九
九
八
年
九
月
︑
二
一
九
頁
）︒

（
218
）
高
楠
順
次
郎
（
他
編
）﹃
聖
徳
太
子
御
伝
叢
書
﹄（
一
九
四
二
︑
東
京
：
金
尾
文
淵
堂
︑

一
一
三
頁
）
所
収
顕
真
（
撰
）﹃
聖
徳
太
子
伝
私
記
﹄︒

（
219
）
注
70
︑
二
一
頁
︒

（
220
）
神
宮
司
庁
﹃
古
事
類
苑
　

礼
式
部
　

第
二
冊
﹄（
一
九
〇
〇
︑
出
版
地
不
明
：
神
宮
司
庁
︑

一
四
〇
五
頁
）︒

（
221
）
﹁
大
倉
山
論
集
﹂
一
九
五
二
年
六
月
︑
一
七
九
頁
︒

（
222
）
金
文
京
﹃
漢
文
と
東
ア
ジ
ア
︱
︱
訓
読
の
文
化
圏
﹄（
二
〇
一
〇
︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑

二
〇
二
頁
）︒

（
223
）
大
西
修
也
﹁
再
建
法
隆
寺
と
薬
師
銘
成
立
の
過
程
﹂（﹁
仏
教
芸
術
﹂
一
九
八
〇
年

十
一
月
︑
三
七
頁
）︒
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 ◆法隆寺金堂薬師如来坐像（『飛鳥・
白鳳の在銘金銅仏』注３，一三四頁よ
り転載）

 ◆同光背鉻文（同上注３、一三五頁より転載）




